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 午前 ９時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○佐藤 議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順次発言を許可します。 

 一つ、本市の観光資源、温泉について外２点、

13番工藤正雄議員。 

 〔１３番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○１３番（工藤正雄議員） おはようございます。

一新会の工藤正雄です。朝の早い時間にもかか

わらず傍聴に来ていただきまして、大変ありが

とうございます。 

  私の今回の質問は12回目であります。この６

年間で一般質問で初日の１番目、トップバッタ

ーというのは初めてであります。いささか緊張

しておりますが、今まで同様に市民の声を議会

にくみ上げ、市政に反映させるように、そのよ

うな信条で質問に取り組みますので、行政当局

の真摯な御答弁をよろしくお願いいたします。 

  私からは、大項目で３点質問いたします。 

  最初の質問は、本市の観光資源の温泉につい

てです。第１番目に、国が全国各地で進めてい

る地熱発電については、温泉の枯渇が懸念され

るが、本市の考えはどうかです。 

  本市の温泉は、開湯が1100年前・300年、200

年前と歴史があり、豊富な湯量を誇りに、米沢

八湯が吾妻山系に抱かれ営まれています。手つ

かずの自然景観が魅力で、米沢八湯に多くの観

光客が訪れます。入り込み数では、天地人ブー

ムの平成21年が18万人、22年16万人、東日本大

震災のあった去年、平成23年が14万人と統計さ

れています。このことによる経済波及効果はあ

らわされていませんが、温泉事業者のみならず

関連産業への潤い、他観光地への入り込み数な

どにかかわり、はかり知れない効果があり、本

市の温泉資源は観光産業で重要な役割を果たし

ております。 

  この温泉にかかわりあるものに再生可能エネ

ルギーの地熱発電があります。日本国内の地熱

発電による発電量の割合は、総発電量の0.2％の

53万キロワットにすぎません。これは福島第一

原子力発電所や美浜原子力発電所などにある中

型原子炉１基分にすぎません。国は、昨年の東

日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子

力発電所事故による再生可能エネルギー開発が

喫緊の課題となったことを受け、環境省は平成

23年６月に地熱発電所設置のための「国立公園

に関わる規制」及び「温泉施設に対する影響評

価」の見直しに入り、本年３月に温泉の掘削等

を対象にした「温泉資源の保護に関するガイド

ライン」を策定し、地熱発電に係る掘削許可の

判断基準を都道府県に示しました。その中で、

これまで規制をしてきた国立公園内での開発規

制を緩和するほか、地熱ボーリングの断層を狙

って斜めに掘る「曲げ掘り」も認める内容にな

っております。既に福島県では、地熱発電特区

という名のもとに、吾妻・磐梯・安達太良地区

において地熱開発が始まろうとしています。国

より提示された調査対象地点には、米沢市の東

吾妻地区も含まれ、国は福島県と山形県の両県

をまたいでの地熱発電開発を想定しています。 

  再生可能エネルギーの中で注目されている地

熱発電は、設置された地熱発電所の周辺に温泉

の枯渇・湯量の低下・温泉の温度低下・成分の

変化・環境破壊のおそれ・災害の誘発など、危

惧される問題が多くあります。温泉は、冒頭で

述べたとおり米沢市の重要な観光資源です。ま

た、地域に育まれた温泉文化を次世代へと継承
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していかなくてはなりません。地熱発電は、日

本は火山国で資源量も多く、大きなポテンシャ

ルを有していますが、本市としては地熱発電開

発により温泉が劣化するおそれのあるようなこ

とに取り組むべきでないと思いますが、本市の

考えをお伺いいたします。 

  温泉について、第２番目の質問です。本市の

各温泉地を把握するのに、温泉台帳を作成して

はどうかです。 

  温泉法は、昭和23年７月に制定され、温泉の

保護や温泉の利用の適正化を図ることを目的と

しています。また、温泉のもろもろの変更や利

用法などは、都道府県知事の許可が必要とされ

ています。温泉台帳については、法の施行に関

する件として、各都道府県宛ての厚生省公衆衛

生局長通達に載っています。温泉台帳の事項と

して、温泉の現状把握に努めることと、届け出

を現地立ち会い調査で許可条件の相違の有無を

確認し、台帳を整備し置くことになっています。

平成16年夏に、日本各地の温泉で、利用者の信

頼を損なう着色剤の使用や水道水を沸かしたお

湯の使用などがあり、従来の温泉成分に関する

表示に加え、加水・加温・入浴剤の使用などの

温泉の状況についても表示を義務づけたほか、

10年以内ごとの温泉成分分析が義務づけとなり、

2005年２月に本法施行規則が改正されました。 

  このように、法にのっとっての温泉台帳は緩

やかなものであり、現状の多種多様なことを要

望される利用者に答えられるデータベースにな

っていません。米沢の温泉をクリーンなイメー

ジで定義づけし、源泉については分析項目を詳

細に示し、温泉資源のブランド化アップのため、

米沢式温泉台帳の作成に取り組むべきです。こ

のことが観光振興につながると思いますが、当

局はどう考えられるかお伺いいたします。 

  温泉について、第３番目の質問です。目的税

の入湯税はどう使われているかです。 

  先日渡った昨年度23年の決算書によると、歳

入に入湯税が2,350万円とあり、前年度の22年度

は2,000万円でした。天地人ブームだった21年度

は2,562万円です。23年度は22年度対比で350万

円の増収ですが、東日本大震災による避難民の

方の影響と考えられます。 

  このように、観光産業の状況が入湯税に顕著

にあらわれます。昨年度の米沢八湯を訪れた方

が約14万人おられ、入湯税は宿泊が150円と日帰

りが75円になっています。これらを鑑み、私な

りに試算してみると、温泉観光産業の経済効果

は約15億円から25億円と考えられます。この経

済効果をこれからも波及させるためにも、先ほ

ど提唱しました温泉台帳の整備や温泉資源の保

全に入湯税を使われてはどうかお諮りします。

そして、現在入湯税はどのように使われている

のかお伺いいたします。 

  次に、２点目の質問、建設業の活性化につい

てに進みます。 

  小規模業者への支援を拡充すべきではないか

です。 

  建設業全ての職種に当てはまることですが、

建設技能継承後継者の課題と、現在県の補助で

実施されている米沢市住宅リフォーム総合支援

事業費補助金について、当局のお考えをお聞き

します。 

  建設業支援については、平成21年12月定例会

で同じ項目を質問させていただき、それから約

３年がたちました。しかし、専門技能士の後継

者の状況については、当時と変わらず進展が見

られません。後継者の技能養成機関として山形

県の認可を受けた職業訓練校、米沢市高等技能

専門校があります。働きながら職業訓練を受け、

国家資格を取得することができ、現在建築施工

系木造建築科に４名、建築仕上げ系左官、タイ

ル施工科に８名、塗装系建築塗装科に３名、建

築外装系建築板金科に１名、総人数16名の方が

技能習得に通われています。職種の科目により

２年と３年の年限に制約され、授業料などに約
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14万6,000円が年間経費としてかかります。技能

習得に通われている方のほとんどは小規模事業

所に勤め、登校日以外はそれぞれが実践の現場

業務で仕事をしております。雇用主の小規模事

業者にとっては重要な戦力です。現場作業を少

人数でシフト体制のない環境で行っており、技

能習得者の登校日の労力不足は小規模事業者に

大きく負担がかかります。旧態依然の職人根性

で経済的に体力的に限界を感じながらも、なく

してはならない技能を後世のため継承に努力さ

れている小規模事業者の負担を軽減できる支援

拡充をすべきと思いますが、どう当局はお考え

かお伺いいたします。 

  建設業の活性化についてもう一つ、現在の県

の補助で実施されている米沢市住宅リフォーム

総合支援事業費補助金についてです。 

  平成21年度に緊急経済対策臨時交付金充当事

業に住宅リフォーム促進事業費補助金制度とし

て2,000万円と1,000万円の補正予算で合計3,000

万円が執行され、翌年より平成22年度、23年度

とそれぞれ同額の3,000万円が本市単独予算で執

行されました。このことについて、21年12月定

例会の私の質問に、市長は「厳しい経済状況を

少しでも打開すべく、かつ緊急的に取り組んだ

事業の一つであり、371件の申請があり、助成額

が2,980万円に達し、この事業によって請負契約

された工事金額が３億5,000万円となり、この経

済効果はこの倍以上に及ぶものと見ている。申

請された住宅リフォームの内容については、屋

根の塗装や外壁の修繕が多く、続いてトイレや

浴室の工事となっております。緊急経済対策と

しての本事業は、建設業への効果は非常によか

ったものと受けとめております」と答弁されま

した。本市の単独事業として経済効果のある住

宅リフォーム促進事業費補助金制度を、県頼り

の補助事業だけでなく、本市は24年度も継続す

べきではなかったのか。当局のお考えをお伺い

いたします。 

  最後に、３点目、中山間地の猿害について質

問します。 

  第１番目に、モンキードッグによる取り組み

の現状はどうかです。 

  私は、猿害について平成21年６月・22年９

月・23年９月の定例会で一般質問をやってきま

した。当初は猿害対策の先進地福島の専門員か

らレクチャーを受けたことを提言してまいりま

した。多額の予算を設け積極的に個体捕獲を繰

り返せば、成果に期待が持てるかもしれません

が、現実的に個体捕獲にはボランティアの猟友

会の協力が不可欠で限度があります。また、幾

つもに分かれているグループの猿を捕獲するこ

とにより、グループの統率が乱れ細分散し、以

前より悪い状態になるのが見受けられます。猿

害対策として、山から人里におりてきた猿の直

接的個体捕獲から、ドッグハンドラーとモンキ

ードッグが人里におりてきた猿を山へ追い払い、

追い返してやる方法に移行しつつあります。毎

年猿害に悩まされていた山上地区でも、去年１

年間モンキードッグによる追い払いで変化が見

られました。当局が去年より新しく始めたモン

キードッグによる猿害対策は、この１年間どの

ように取り組まれ、その成果と課題などが出た

のか、それとその現況をお伺いします。 

  山間地で農作物が猿に奪われて、その有効な

駆除方法がなく、畑づくりを諦めて畑が荒廃す

る、その悪循環により耕作畑が狭められて、山

際と人里がますます近くなってきます。猿の被

害は農作物だけでなく、人を恐れず大胆になっ

てきた猿による人への危害や器物への損害が危

惧されます。これからも深刻で長期化が予想さ

れる猿害に対する取り組み計画は持っているの

か、当局にお伺いいたします。 

  以上で、壇上からの質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの工藤正雄議員の御
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質問にお答えをいたします。 

  私からは、中山間地の猿害についてお答えを

します。その他につきましては部長よりお答え

します。 

  ただいま御質問にありましたモンキードッグ

につきましては、平成22年度に万世町梓山の万

世福祉の里周辺を対象に、１日およそ２時間、

日数にして約120日間の追い上げやパトロールを

試験的に実施したところ、猿の出没が激減した

との報告があり、また昨年度から今年度にかけ

ても猿の姿はほとんどなく、この地域において

は効果が上がっているものと思われます。 

  また、平成23年度からは、新たに山上地区猿

害対策協議会の協力を得て、関根上地区から海

老ヶ沢地区までの約３キロにわたる山際の区間

でモンキードッグによるパトロールや追い上げ

を９月から10月上旬にかけてほぼ毎日行ったと

ころ、10月下旬から11月にかけては数頭の猿が

出没する程度で、群れの出没はほとんどなく、

その後はパトロール中心の対応としたところで

す。 

  ただ、昨年の秋は、猿の餌となる木の実など

が豊富だったことも出没しなかった要因の一つ

となっている可能性もありますので、継続的な

検証が必要ではないかとの意見も出ております。 

  また、追い上げを行った群れが他の地域で被

害を発生させないか、どの程度の範囲をカバー

できるのか、さらにその持続効果はどうかなど

について、まだ不明な点も多いことから、平成

24年度についても引き続き検証を兼ねた取り組

みを行っているところであります。 

  今年度の実施に当たっては、鳥獣による農林

水産業等に係る被害の防止のための特別措置に

関する法律に基づいて、米沢市鳥獣被害対策実

施隊を設置し、ドッグハンドラーすなわちモン

キードッグの訓練士を米沢市の非常勤特別職に

任命し、モンキードッグを活用した巡回パトロ

ール及び追い上げ、被害の状況及び鳥獣の出没

調査などを７月15日から実施しておりますが、

今後は新たに希望される地域にも活動の範囲を

広げながら効果検証を行う予定にしております。 

  また、今年度から受信機を携帯しながら車で

パトロールする活動も実施しており、それによ

って被害状況や鳥獣の出没状況などの情報収集

ができますので、冬期間においてもモンキード

ッグの活用を継続し、その効果を検証していき

たいと考えております。 

  なお、現時点での課題としては、発信器を装

着した猿が少なく、出没を簡単には確認できな

い、モンキードッグと訓練士の一組では、山沿

いの全地域をカバーすることは困難である、モ

ンキードッグによる追い上げの方法も、複数の

犬と訓練士が協力して実施したほうが効果が上

がる、草木が生い茂っている夏場は、モンキー

ドッグも身動きがとりづらく、追い払いは相当

困難である、などが挙げられますので、モンキ

ードッグや訓練士の後継者育成を含めてさまざ

まな問題を解決していく必要があると感じてお

ります。 

  続いて、長期化が予想される猿害に対する取

り組み計画についてでありますが、本市では鳥

獣保護法に基づき「米沢市ニホンザル保護管理

計画事業実施計画書」を毎年度策定し、動物愛

護の観点から、個体数調整などの個体群管理に

関する計画を定めております。また、鳥獣被害

防止特別措置法に基づき、米沢市鳥獣被害防止

計画、平成24年から26年度が現在の計画であり

ますが、これを策定し、被害防止対策に関する

計画を定めており、モンキードッグと訓練士に

よる活動についても、この計画に位置づけて実

施しているところでありますが、今後ともモン

キードッグについては、その充実を図っていく

考えでおります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 
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○山口昇一企画調整部長 私からは、地熱発電に

ついてお答えをさせていただきます。 

  東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、

政府は自然エネルギーの地熱発電をふやす方針

に転じ、これを受けて環境省では、国立・国定

公園内での地熱発電の設置基準の緩和を行いま

した。これは議員御指摘のとおりであります。 

  また、経済産業省では、福島県内の磐梯朝日

国立公園磐梯地域など、全国６地域を地熱開発

の候補地として掲げております。このうち、磐

梯朝日国立公園磐梯地域では大手企業が開発に

乗り出し、2020年代の初めに原発１基分の約４

分の１に当たる27万キロワットと国内最大級の

地熱発電の運転開始を目指しております。 

  しかしながら、現在のところ温泉事業者等の

関係者との合意形成が図られず、調査にも入れ

ない状況のようであります。 

  本市では、30年ほど前にＮＥＤＯ（新エネル

ギー開発機構）による地熱エネルギーの試掘調

査を行っておりますが、熱量は確認されたもの

の、発電するためのタービンを駆動するための

水（水蒸気）の確保ができないなどの理由で開

発を断念した経過があります。 

  その後、技術の進歩により効率的な発電の仕

組みが考案されておりますが、地熱開発は技術

的な開発よりも自然環境に与える影響、温泉の

枯渇の懸念など、開発に伴う副次的な問題が心

配されている状況であります。 

  本市としましては、このような懸念材料の多

い地熱発電については、現在のところ積極的に

取り組む考えは持っていないところであります。 

  一方で、地熱発電に比べ発電能力が小さいも

のの、温泉などの余剰温水を利用した発電シス

テムが考案されております。例えば、アンモニ

アやペンタン・フロンなどの水よりも沸点の低

い媒体を温泉などの熱水で沸騰させてタービン

を回して発電をさせる、いわゆる「バイナリー

発電」や、温泉水と水道水の温度差を電気に変

換する半導体素子を使って発電する「低温度差

発電」などについて研究もなされているようで

あります。 

  本市としましても、自然エネルギーの導入の

必要性は認識をしており、環境への負荷や温泉

の枯渇の問題を伴わない、これら温泉熱の利活

用について、今後研究をしていきたいというふ

うに考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、１、本市の観光

資源、温泉についてのうち、（２）本市の各温

泉地の温泉台帳を作成してはどうかと、２、建

設業の活性化について、小規模建設業者への支

援を拡充すべきではないか、についてお答えい

たします。 

  初めに、温泉台帳の作成についてであります。 

  温泉につきましては、温泉法で、温泉の湧出

を目的とする土地の掘削を初め、温泉源から温

泉をなりわいとして採取する場合や公共の浴用

または飲用に供する場合などは、都道府県知事

の許可を受けなければならないと規定されてお

り、温泉の利用や保護のために細かい規制がな

されています。 

  また、温泉成分分析の実施については、温泉

法施行令で、それぞれの温泉の成分分析を受け

る期間を「前回の温泉成分分析を受けた日から

10年以内とする」と定められていることから、

都道府県知事の許可を受け温泉を利用する旅館

等が、温泉分析登録機関に依頼し温泉成分分析

を実施して都道府県に提出しておりますので、

それぞれの温泉成分分析データは山形県で管理

されている状況にあります。 

  また、その結果については一覧で源泉名、源

泉の泉質、成分、浴用または飲用の禁忌症など

を明記し掲示することになっており、「温泉の

成分等の掲示」として脱衣所などに掲示されて
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おります。 

  加えて、山形県温泉協会で確認いたしました

ところ、都道府県知事の許可を受け温泉を利用

する旅館等は、週１回ないし月１回など定期的

に、温泉の温度、湯量、源泉水位などを計測し、

常に温泉の状態を把握しておかなければならず、

温泉の状態を年２回山形県へ報告する義務があ

るとのことであります。 

  このように、本市の米沢八湯を初めとする温

泉の状況につきましては、データを山形県が掌

握してされているものと理解をしておりますの

で、市独自でそれぞれの温泉成分等の検査及び

データベース化は必要ないものと理解しており

ます。なお、温泉の変化など異常が見られると

きなどや、過去のデータが必要になったときな

どは、山形県から情報をいただきたいと考えて

いるところであります。 

  一方で、議員お尋ねの米沢八湯のブランドや

信頼性を広く発信し、ひいては米沢への観光客

誘致へ結びつけられないかとの観点から考えま

すと、それぞれの温泉を管理されている旅館等

の定期的な点検報告は、主に温泉の変化や状況

を管理するものでありますので、それをうまく

活用し、広く発信していければと考えておりま

す。 

  現在も、それぞれの温泉の成分など特色等に

ついては、各旅館等のホームページ等に記載さ

れておりますが、市としても継続して観光パン

フレット等への記載を初め、観光資源である米

沢の温泉のよさを伝えてまいりたいというふう

に考えております。 

  なお、温泉成分分析期間の短縮などにより信

頼性を高めることなどにつきましては、今後

「温泉米沢八湯会」とも調整しながら、本市の

重要な観光資源である温泉を守り、さらに米沢

の温泉のブランド化を進めていきたいと考えて

おります。 

  続きまして、小規模事業者への支援を拡充す

べきではないか、後継者育成問題、単独補助の

復活についてお答えであります。 

  議員も御承知のとおり、現在職業訓練法人米

沢市高等技能専門校において、建設関係にかか

わる労働者がその能力を有効に発揮することが

できるように、普通課程のほか短期課程として、

資格取得や応用力を身につける講習会などを展

開していただいております。 

  後継者技能養成並びに専門技術者の確保など

の必要性については十分認識しておりますこと

から、本市といたしましては、これまでどおり

山形県とともに事業支援を継続してまいりたい

と考えておりますので、御理解を賜りますよう

お願い申し上げます。 

  次に、住宅リフォーム促進事業費補助金制度

は、平成20年12月に米沢市緊急経済対策本部を

設置して実施した市民向けや中小企業向け雇用

創出などの緊急経済対策事業とともに、国や県

の補助制度を受けながら、厳しい経済状況を少

しでも打開すべく、かつ緊急的に取り組んだパ

ソコン購入助成でありますとか下水道接続補助、

小規模企業借入金利子補給等の対策事業の一つ

でありました。 

  平成23年度は、市の単独予算による制度と山

形県の補助制度を活用した制度の２種類を実施

いたしましたが、今年度は山形県の補助制度を

活用した住宅リフォーム助成制度を実施してお

ります。 

  平成24年８月31日現在の申請状況は、申請件

数213件で、助成金額が3,157万円に達し、予算

額3,500万円にあと343万円となっておりまして、

今議会に500万円の追加補正をお願いしていると

ころであります。 

  なお、住宅リフォーム補助制度を活用した補

助件数は、平成20年度から昨年までの累計では

1,620件で、工事費総額は約14億5,000万円とな

っております。 

  本事業は、住宅の質の向上及び住宅投資の波



- 39 - 

及効果による経済の活性化を図ることを目的と

しており、建設業への効果は非常に高いものが

あるとの声をいただいております。新年度の市

単独予算での復活につきましては、現在のとこ

ろ考えていないところであり、今後国・県の財

政的支援策などの動きを注視してまいりたいと

考えております。 

  私からは以上でございます。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、１の（３）目的

税である入湯税はどのように使われているのか

についてお答えいたします。 

  まず、入湯税は特定の費用に充てるために課

される目的税であり、地方税法の規定に基づき

鉱泉浴場が所在する市町村が課税主体となり、

鉱泉浴場における入湯行為を課税客体として課

税するものであります。目的税として徴収した

入湯税の使途は、これも地方税法に規定されて

おりまして、５項目ございます。１つは環境衛

生施設、２つ目は鉱泉源の保護管理施設、３つ

目が消防施設、４つ目がその他消防活動に必要

な施設の整備でございます。それから５項目め、

これが観光施設の整備も含めた観光の振興に要

する費用、この５項目でございます。 

  次に、本市の平成23年度における入湯税の実

績でありますが、収入済額は約2,421万円となっ

ており、先ほど申し上げました使途に従って各

種の事業に充当しております。充当事業を具体

的に御説明申し上げますと、まず消防施設の整

備でございます。これにつきましては、入湯税

収入のうち569万7,000円を充当しております。

はしご付消防ポンプ自動車やはしご車車庫兼消

防指令センターの整備、こういうものに充当い

たしております。それから、観光の振興におき

ましては、入湯税収入のうち1,851万3,000円を

充当しております。これは、各種メディアにお

ける観光客誘客等の広告費、それから各種団体

等への補助金の交付などといった観光客誘致対

策事業や、それから物産振興事業、物産販路拡

大事業などといった物産振興対策のほか、天元

台の圧雪車の購入や登山道の維持管理などの観

光施設の整備に充当いたしております。 

  なお、入湯税の使途につきましては、市民や

納税義務者に理解していただくため、本市では

決算の資料であります主要施策の成果報告書に

入湯税の充当状況を掲載しておるところでござ

います。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 御答弁ありがとうご

ざいます。 

  今回の私の質問は、この温泉の地熱発電につ

いてと、その辺の影響すること、またこの建設

業の後継者問題、そして猿害で問題になってお

りますその件について３つであります。全て重

要なことでありますが、地熱発電、米沢八湯の

方からこの要望書が市長のほうに出されており

ます。６月の７日に要望書を出して、その回答

をまだいただいておりませんので、この１番に

ついては市長から直接この御答弁がいただける

ものかなと思っておりましたが、猿害のほうで

市長が御答弁されました。この要望のとおりの

内容のことが、米沢市の考えられていることだ

ということで、一安心しましたが、実際にこの

地熱発電所というのは、東北地方、九州地方、

火山の多い一部の地域に既にもう運転開始がな

されているところがあります。秋田県の大沼地

熱発電所、あと岩手にも、福島にも柳津の西山

地熱発電所、あと大分には結構あるわけですが、

八丁原地熱発電所と、これも大体1970年代、30

年も前にほとんどが運転開始をしているわけで、

これの影響が明らかに出てきております。秋田

の大沼地熱発電所のところによりますと、上ト

ロコ温泉では1981年に完全に枯渇したと、あと

銭川温泉では湯量が毎分280が毎分50に減少した
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と、あとその泉温、これも低下していると、96

度が38.9度になっていると。明らかにこの地熱

発電所ができたことで、この変化があらわれて

います。これを、この因果関係というのははっ

きり立証できるかわかりませんが、点々とある

全国の地熱発電所による影響が温泉に出ている

わけですので、これから開発されます福島、山

形またいでの地熱開発、このことに対しては十

分に本市の考えをしっかり述べていただきまし

たが、それをこれからも守っていただきたいな

と、米沢八湯に影響が出ないように守っていた

だきたいと思います。 

  あと、温泉台帳でありますが、そのとおりで

あります。法にのっとっての温泉台帳というの

はそのとおりであります。しかし、ブランドア

ップというか、ブランドアップが私は目的で、

この温泉の観光力をつけてはどうかというふう

な考えで述べたわけですが、いろいろと源泉の

ことに対してデータ的に持っておりますと、わ

ざわざ県のほうのどういうふうな、ホームペー

ジか何かで調べるのかわかりませんが、利用者

として簡単に観光地として米沢市の温泉はどう

いう温泉かというふうな見られるような感じで

持っていってはどうかなと。そうすれば、利用

者からの信頼も増すのではないかなというふう

な感じであります。そのようなことから私は申

しました。 

  あと、温泉の泉質の観測ということで、いろ

いろ温度から湯量から成分状況とかいろいろあ

るわけですが、それも調べておくことによって、

それも温泉台帳というか、別な意味の、法で言

っている温泉台帳ではありませんが、米沢八湯

でこの米沢式温泉台帳というのを見れば、その

内容がわかると、そうすると、その利用者にい

ろいろと情報提供ができるのではないかなと思

いました。そのようなことで、この温泉台帳を

観光のブランドアップに利用してはどうかなと

思いましたので、その辺もう一度お伺いしたい

と思います。 

○佐藤 議長 １番の答弁はいいですね。地熱

のほうは。（「はい、納得しました」の声あ

り） 

  小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 議員お話しのとおり、非常

に大変大切なことだというふうに思っておりま

す。来訪されるお客様に米沢の温泉は安全で安

心だというふうなことで訴えることにつきまし

ては、非常に大切な情報発信になるというふう

に考えておりますので、それらのことも含めま

して、八湯会のほうと十分に意見交換をしなが

ら、今後調整、検討していきたいというふうに

思います。 

○佐藤 議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） あと、目的税である

入湯税の使われ方もお聞きしましたが、その中

での温泉の水泉の分析というふうなことで、そ

んなに専門的、専門家が分析するんでしょうが、

そんなに経費がかかるものではないとお聞きし

ております。そのようなことで、これからどう

なるかになりますが、その地熱開発がなるかも

しれません、そういうふうになったときに、こ

のデータを持っていて、源泉の推移がわかるよ

うに持っておくべきではないかなと思いまして、

そんなに経費がかかるものではありませんから、

この辺どうでしょう、その入湯税の使い方なん

ですけれど。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 議員の御指摘のとおり、そ

れほど経費がかかるものでもないというふうに

は、感覚的に思います。ただ、現実的に今現在

入湯税を充当しているわけですが、そのもとに

なっております一般財源としては、１億円を超

えているものがございます。そのうちの約20％、

21％ほどが入湯税で充当していけるというふう

な状況がありまして、入湯税そのものが充当し

切れない状況では実はないというところもござ
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います。ですので、今産業部長が答弁しました

ように、今後さまざま八湯会ですか、調整して

いきたいということなので、その辺を見ながら

検討していきたいと思っているところでござい

ます。 

○佐藤 議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 観光資源としての温

泉を、少しでも観光客の、余計に米沢八湯に来

られるような資料というか材料になるように、

入湯税を使いながら温泉台帳をいろいろ改善し

てもらいたいなと思いますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

  次に、建設業についてでありますが、これは

非常に深刻な問題であります。これから本当に

この技能と技術者がいなくなれば、これからど

うなるのかと、衣食住の住の一番大事なところ

であります。そんなところで、今てこ入れして

もらわないと、ここで切れては、あと将来つな

げることができないなと思っております。この

ようなことで、県のほうでも後継者ということ

に、大変重要であることを察しまして、いろい

ろな施策が出ております。若手技能者がだんだ

んと少なくなると、またベテラン技能者が高齢

化で減少していくというふうな中で、少しでも

若手技能者を確保しようということでさまざま

なセミナーなどが設けられ、そして地域の枠を

乗り越えて、そのつながりを持てるような機会

を持っていただけるようなセミナー、県のほう

でもことしからそのようなことも始めておりま

す。これが、将来的に後継者不足の問題の解決

になればなと思っております。県とは別に、米

沢市独自ででもいろいろ後継者のために支援す

べきではないかなと思いました。先ほど産業部

長がおっしゃいましたが、21年度の12月定例会

で同じような質問をいたしまして、白木部長の

お答えと同じような内容ですが、県と一緒にな

ってこの技能専門校に支援をしていくというこ

となんですが、実際に先ほど申し上げました４

つの科があるわけで、そしてそれぞれに４名、

８名、３名、１名となっておりますが、それが

県の制約で１課程に５人以上の生徒がいないと、

その補助が受けられないというようなことにな

っております。その場合に、１課程が３名にな

った場合に、県のほうから補助が受けられない

ような状態になった場合に、県と共同して事業

支援をやっていくというふうな米沢市ですから、

そのような県の補助が受けられないときに、米

沢市としてはそのような補助を出していただけ

るものなのか、その辺もお聞きしたいと思いま

す。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 議員お話しのとおり、建築

関係に携わる技能習得に係る後継者あるいは人

材育成につきましては、非常に大切な部分であ

りますので、環境整備等も含めまして、今すぐ

お答えはできませんけれども、全体的な産業育

成というふうな面から今後検討してまいりたい

というふうに思います。 

○佐藤 議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 大切なことですから、

先ほどから何遍も言っていますが、そういうふ

うなことですから、ここで途切れてしまえば、

あと後世につなげることができない問題ですか

ら、しっかりと今この時点で考えていただきた

いなと思っております。 

  また、住宅リフォーム促進事業、このことで、

今年度24年度は米沢市単独の事業補助ができな

かったということですが、この県の補助のほう

は順調に消化になって、あと500万円のまた補正

と、県のほうの補正ということなんですけれど、

その県のほうの申請資格というか、それの内容

と、米沢市でやってきました21年、22年、23年

とやってきたその申請の資格内容というのは違

うと思うんですけれど、そういうふうな中で、

市長の21年度の答弁に、屋根の塗装、外壁の修

繕、あと水回りのトイレとか、そのような使い
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勝手のいい米沢市の補助だったと思いますが、

県と市では、その申請の条件が違いますので、

こういうふうなことで米沢市も24年度も補助事

業を継続すべきではなかったのかなというふう

なことで質問したんですけれど、どうでしょう

か。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 住宅リフォーム補助につき

ましては、議員御承知のとおり緊急経済対策事

業の一環として実施してまいりました。３カ年

継続いたしまして、一定程度の効果を上げられ

た。その後、県のほうに働きかけをいたしまし

て、県でも制度をつくっていただいた。そうい

ったことでの引き継ぎができてまいりましたの

で、本市としての独自の補助制度は取りやめて

きたところであります。 

○佐藤 議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 県頼りというのもよ

ろしいですけれど、独自に米沢市のやり方とい

うふうな方法でそのリフォームをやったと、そ

の効果も成果もしっかりと出たというふうなこ

とですから、県との違い、利用者によって、立

場から見れば、いろいろなものがメニューがあ

ったほうがいいのではないかなというふうなこ

と、財政もいろいろありますから、しかし、苦

しんでつくった財政、とった予算にはしっかり

とした効果が出て伴ってきますから、その辺も

考えていただきたいなと思います。どうですか、

これからのことで。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 先ほどもお答えさせていた

だきましたけれども、国や県の支援状況を見ま

して、市全体として対策の中で必要とされてお

りますならば、また検討していきたいというふ

うなことでお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

○佐藤 議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） では、最後になりま

す、３番の猿害についてということで、このモ

ンキードッグ、明らかに効果が出てまいりまし

た。これから、今まで猟友会を頼みにしていた

やり方、対策が違って、今度モンキードッグに

やるというふうな感じですが、これからやって

いくのにいろいろな課題もお聞きしました。移

るときに早目にドッグハンドラー、あとモンキ

ードッグ、この一組というか、これを現在一組

で頑張っておられるわけですが、今年度は要望

される地域にも派遣というか、やるということ

ですが、一組だけのモンキードッグ、ハンドラ

ーで済むものか、早目にこの体制づくりをやっ

ていかなくてはならないのではないかなと思い

ますが、この計画はいつごろからできるかお聞

かせいただきたいと思います。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 現在、ドッグハンドラーの

方とも意見交換をさせていただいておりまして、

やはり後継者育成が急務だというふうなことを

お伺いしておりますし、犬があっての訓練士で

ありまして、犬の確保も大変だというふうなこ

とをお伺いしております。そういったことから

考えますと、早急に手を打っていかなければな

らない状況だなというふうに思っているところ

です。次年度から複数頭ふやせるような考えで

今検討しておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○佐藤 議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） わかりました。私も

この山上地区のモンキードッグでの追い払い、

大分協力とか、地域のほうに支援してまいりま

した。もう明らかに出てきているわけですので、

この方法でやっていただきたいなと思います。

モンキードッグ、その養成から育てていくとい

うふうな、そのハンドラーからドッグも育てて

いくというふうなことばかりでなく、また御存

じだとは思いますが、宮城のほうには外注を受

けて、グループになって追い払いをやるという
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ふうなグループもあるそうですから、そういう

ふうなことも利用しながら活用していっていた

だきたいなと思います。要望です。 

  以上で私の質問は終わります。 

○佐藤 議長 以上で13番工藤正雄議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前 ９時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時０５分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、地元大学との共生と学生の定住化を目

指して外１点、５番木村芳浩議員。 

  〔５番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○５番（木村芳浩議員） おはようございます。

米沢維新会の木村芳浩でございます。 

  昨年の９月７日も一般質問の場に立たせてい

ただき最終バッターを務め、また本年も９月７

日、偶然にきょう２番バッターとして機会をい

ただきました。偶然なのか必然的なのか、議員

各位には感謝を申し上げるところでございます。

来年も９月７日一般質問ができますように、一

生懸命市民のために政策を進めてまいりたいと、

冒頭にお約束をさせていただきたいというふう

に思っております。 

  ことしも昨年同様、暑い夏でありました。連

日30度を超える真夏日が市民生活に覆いかぶさ

り、節電対策あるいは熱中症対策を余儀なくさ

れた日々であったかと思われます。また、昨日

からは全国各地において、秋雨前線の影響で集

中豪雨に見舞われ、北陸地方では冠水被害や土

砂災害などにより、被害に遭われた方々が数多

くおられるという報道がございました。週末ま

で落ち着かない天気のようでございますので、

市民の皆様には十分お気をつけいただきたいと

願うところであります。 

  さて、近年地球環境問題が叫ばれ、ＣＯ２や排

ガス問題、温暖化など地球環境の変動に悩まさ

れながら、東日本大震災以降エネルギーのあり

方が世界各国で叫ばれ始めました。特に、日本

は「脱原発」をめぐり国民と政府の間に大きな

溝ができ上がったと感じております。６月８日

野田総理は、大飯原発の再稼働を決定いたしま

した。官邸前では再稼働に反対する国民が、回

を増すごとにふえ続け、７月16日には17万人が

参加して「さようなら原発10万人集会」が東

京・代々木公園で開催され、猛暑日にもかかわ

らず、小さな子供を抱えたお母さんや、原発避

難を余儀なくされた被災者など、全国各地、世

界各国から反対運動に集結しておりました。思

い起こせば、夏を迎える前に、政府や電力会社

は、原発を再稼働しなければ大停電を引き起こ

し、日本経済にも大きな影響が出て、国民生活

に支障が出るなどと国民に不安を与え、野田総

理も追い打ちをかけるように「仮に計画停電を

余儀なくされ、突発的な停電が起これば、命の

危険にさらされる人も出ます」とまで言ってい

たことしの夏は、８月29日の報道で、原発を再

稼働しなくても需要予測を10％も下回り、これ

ほど暑い夏であっても電力は足りていたと、関

西電力から報告がなされました。もちろん、そ

の背景には国民の節電に対する取り組みがあっ

たことも事実であります。事実を目の前にした

国民の認識は、当然、これほど暑いことしの夏

を乗り切ったのだから、再稼働は改めて中止す

べきと判断するのではないでしょうか。何より、

福島県民16万人がいまだに故郷を追われ、不安

とやり場のない思いに立たされている現実が、

我々米沢市民の身近にもいらっしゃることを考

えると、政府の見解や見通しは当てにならず、

震災以降何も変わっていなかったとしか言いよ
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うがないのであります。ですから、地方の時代

が叫ばれた今こそ、地方分権を近い将来に描い

て、地方は産業を構築・発展させていく必要性

がこれまで以上に求められるのであります。も

のを生む能力とともに、日本のものづくりの歩

みをさらに加速させ、経済戦争における発明の

先駆者として地方が基盤を担い、日本が先進

国・開発国のリーダーとして、これまで以上に

君臨していかなければならないと思うのであり

ます。その時代を受け継いできたこれまでの先

人は情熱と勇気を持って産業を支え、培ってき

た夢があるのだと認識しなければなりません。

グローバル社会が進む中において、現在の日本

の外交のふがいなさに、失望感を再認識した夏

でもありました。一昨年前の尖閣諸島で起きた

中国漁船激突事故の再来を思わせる、同じよう

な領土主権の問題、韓国の竹島問題、北方領土

など、政権与党に期待をした国民の失望は、増

税法案を加速させる一方で、東電の電気料金も

今月初めに値上げが始まり、具体的な国の行く

末が見えないまま、中東アジアにおいては、21

世紀の資源戦争の始まりであるかのごとく、日

本の領土は侵され始めたのであります。国内の

主張すらテーブルに上がることがなく、日本の

未来に多くの国民が不安を感じ、数日前には地

方交付税の配分が停止されるなど、国会審議が

空転し続け、国民生活を初め地方自治体にとっ

ては死活問題であります。ドジョウの精神を掲

げた野田総理の国政運営の期待が失われた感じ

がいたします。 

  ちょうど１週間前の民放放送で、全国高校生

クイズが放映をされておりました。全国の予選

大会を勝ち抜き、47都道府県の代表校が知力・

学力を競っておりました。我が山形県からも山

形東高が出場しており、準決勝には福島県会津

若松市の会津学鳳高校が健闘を見せ、東日本大

震災で被災をした東北に勇気を与えようと戦っ

ている姿に感銘を受けました。さらに、決勝戦

は名門校である東京都の私立開成高校と、野田

総理の出身校でもある千葉県の県立船橋高校で

ありました。出題される問題は現役東大生の正

解率数％という難問ばかりで、個々の能力を兼

ね備えた生徒たちに、ただただ感服し、未来を

担う日本の若者も、まだまだ捨てたものではな

いと思えたのであります。そのような能力を持

つ若者が、将来活躍できる場がなくなっている

ことも悲しい現実であります。 

  これからの日本はさらなる国力を高め、しっ

かりとした理念のもと国難を乗り切っていかな

ければならないと思うのであります。そのよう

な観点から、私の質問は地元大学との共生と、

優秀な学生の定住化についてであります。我々

の住む米沢市から、世界に名を売るにふさわし

い山形大学工学部があります。山形大学工学部

は、明治43年に米沢高等工業学校として設置を

され、昭和24年５月に山形大学工学部として、

国内においては７番目に誕生した工学部であり

ます。ことしで生誕113年目を迎え、当時は４つ

の学科を柱にスタートをして、現在は８学科を

中心に工学研究が進められております。今日で

は城戸教授を中心に、有機ＥＬの研究開発にお

いて世界から注目を集めており、有機ＥＬの技

術は人の暮らしや環境も変えていく、そんな未

来が目の前まで来ていることは、既に周知され

ている認識として期待が膨らんでおります。 

  そもそも、工学部の役割とは、と考え立った

ときに、当時のイギリスの理工学教育がモデル

になったと伝えられております。近代国家建設

のため、技術者を大量に養成する役割を担った

のは、当時の工学部の力であり、戦前の日本を

支えた繊維産業から、造船や製鉄といった重厚

長大産業、自動車・電機・情報機器などへ構造

変換を遂げてまいりました。工学力がなければ、

人類の文明はこれほど発展しなかったとも言わ

れており、衣食住などの身の回りにあるものの

ほとんどは工学的な技術でつくられており、地
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球環境問題やエネルギー問題を具体的な手段で

解決することも不可能でありましたし、震災・

原発からの復興、社会システムの設計・構築も

不可能であったろうとも言われております。経

済大国日本をつくったのは、紛れもなく工学部

出身者の功績であったことは、山形、今日の日

本経済の象徴であり、姿ではなかったかと思う

のであります。 

  米沢市にある山形大学工学部、米沢女子短期

大学の存在は、米沢市にとっても大きな経済の

役割や、効果も多大なものがあります。工学部

は生徒・職員合わせて3,000名以上が在籍してお

り、そのほか大学を訪れる企業・大学関係者が

この米沢に落としていく経済効果は、１年間で

18億円以上とも言われており、米短を合わせる

と20億円以上がかけがえのない産業になってい

ると考えられるのであります。そこに集まって

くる全国からの優秀な若者は、夢と情熱を持っ

た若き産業人の卵であります。彼らが大学から

学び、研究に没頭し、人間形成を構築させ、未

来がつくられていくことは、可能性への挑戦で

あり、疑う余地がありません。優秀な人材が時

代を創造し、つくり上げていく、そう考えるだ

けで、未来はこの若者たちとともに開けていく

ものだと確信をして思えるのであります。 

  大学生は、大学の人的資源であるとともに、

その地域においてもパーソナル資源として考え

ていかなければなりません。しかし、現実問題、

そうした人材を確保できる雇用先がない地方に

おいて、未来は開かれていくのでしょうか。産

学官連携を進める中においても、産業と人材を

ワンセットとして考えたときに、一番はやはり

雇用の問題・産業の創出が最優先課題になって

まいります。彼らのような優秀な人材が数多く

この米沢に残り、産業の先駆者になり得るとす

るならば、米沢市は世界の米沢として、地域全

てが産業ブランドとなり、教育を兼ね備えた国

際産業の拠点として世界から注目されることは

間違いのない事実であります。平成26年４月か

らは、新たに４年制共学の米沢栄養大学も開校

いたします。教育のまち・産業のまち・そして

大学のまちとして進んでいく近未来の米沢市が

構築されていくのであります。さらに、雇用の

まちとして売り出すことが可能であれば、さら

に全国から優秀な人材が集まり、まちには活気

があふれ、にぎわいができ、想像しただけで感

じ得られることではないでしょうか。そんな夢

を持ちながら、現在の学生たちがこの米沢に残

りたい、米沢に腰を据えて生活していきたいと

思えるような理想の環境づくりに、一刻も早く

取り組んでいかなければならないと思うのであ

ります。 

  先日当局から報告を受けました、米沢市人口

定住促進ビジョンには、少子高齢化が進行する

中において、いかに定住化を図っていくかの政

策にさまざまな角度から取り組みを考えておら

れました。平成27年まで総人口を９万3,000人と

理想の想定をしておるようですが、そうなり得

る根拠は何なのか、具体的な施策がなければ空

想論にすぎず、まだまだ現実的ではないと感じ

たのであります。定住化が進まない理由の根底

には、基本的にまちの魅力と生活環境の整備が

第一と考え、対策を進めるべきであり、いかに

米沢市民の理想の追求が、米沢市の政策として

本腰を入れて進められるかがまさに焦点となる

と考えております。この３大学との連携を、近

い将来どのようなビジョンを持ち合わせ、ネッ

トワークを構築して進めていこうと考えておら

れるのか、そこに通う学生たちを生かしていく

政策をお持ちであれば、お伺いをいたします。 

  さらに、定住化を推し進めるに当たって、学

生と地域のコミュニティーの連携も無視できる

ものではありません。学生自身が地域の課題を

肌で感じ、学生が持ち合わせるスキルやアイデ

アも必要とされる場合も想定できるのでありま

す。小・中学校の特別講師であるとか、老人ホ
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ームでの介護体験、地域のお祭りやボランティ

ア活動など、学生が地域とのネットワークを構

築することによって、これまでになかった新た

な発想が地域づくり・まちづくりを進めていく

エネルギーではないでしょうか。産業分野にお

いても、山形の農業に携わってみるとか、工学

部とかけ離れた企業と学生のコラボレーション

であるとか、伝統技術に触れたり、学生自体が

主となって企画運営を行えるマーケットやイベ

ントなど、考えられる素材は無限にあるのでは

ないでしょうか。そうした地域や産業交流を行

うことにより、米沢の魅力に触れ、このまちへ

の定住化のきっかけにつながる取り組みを、ま

ずは行政が入り口となって推し進めるべきでは

ないかと思うのであります。これまでも学生た

ちとは、さまざまな活動やイベントなどで交流

を図ってきたと思われますが、定住化を視野に

入れたさらなる取り組みや考え方など、本市が

目指す３大学との将来像をお聞きいたします。 

  次に、地域活性化へ向けたスポーツマネジメ

ントの推進についてお伺いをいたします。 

  ４年に１度の開催に沸いたロンドンオリンピ

ックも、日本選手団の活躍により、金メダルこ

そ目標に達しなかったものの、過去最高のメダ

ル数を獲得し、日本国民に勇気と感動を数多く

与えてくれました。サッカー女子なでしこジャ

パンの決勝戦は、明け方の放送であったにもか

かわらず、視聴率が40％超を記録し、国民の期

待の高さが数字にあらわれたものであります。

また、メジャー競技と言われる種目のほかに、

バドミントン・ボクシング・アーチェリー・フ

ェンシングなどといったマイナー競技のメダル

獲得が目立ったロンドンオリンピックではなか

ったかと思うのであります。また、現在もパラ

リンピックが開催され、柔道・競泳・陸上にお

いてはメダル獲得の報道も連日聞こえてまいり

ました。さらなる日本選手団の活躍に期待をし、

エールを送りたいと思います。 

  こうした背景には、種目別に全国各地で地域

性に合ったスポーツの取り組みが活発になって

きた形がうかがえるのではないでしょうか。そ

の結果、地方においてプロスポーツチームが誕

生した背景が考えられます。特に、サッカーな

どのＪリーグは、地域活性化につながりを持ち、

地域への貢献も他のプロスポーツと違い、地域

密着型のプロリーグと言えると思うのでありま

す。これまでも、専門家によって、数多くスポ

ーツと地域活性化の結びつきが議論されてまい

りました。地方分権推進の方針も、国家政策に

より進みつつある中で、地域振興を含めて、ス

ポーツに対する期待が高まってきていると思う

のであります。それは、自治体行政が主導する

範囲にとどまらず、さまざまな担い手が地域振

興策をうたう際に、スポーツを主たる素材とし

て、あるいはスポーツそのものを議論に結びつ

けて展開しようとしていることが考えられます。

地域活性化とスポーツを一体的に進めようとし

ても、その形態・内容・課題や問題点などは多

種多様なものがあります。具体的に「するスポ

ーツ」「観るスポーツ」「支えるスポーツ」な

ど、地域に根差したプロスポーツの育成などを

初めとする日常活動の中での振興型なのか、有

名プロスポーツ選手などを招いてのイベント招

致なのか、あるいは一般参加型など、さまざま

な指標とレベルのものが想定され、時には多種

目とのタイアップにより共同するなど、進め方

も特色を求められる時代になってきたのではな

いかと思うのであります。スポーツは、人と人

を結びつけ団結させる魅力があり、地域におけ

るスポーツの交流と連携は、地域コミュニティ

ーの再生にもつながり、地域におけるさまざま

な課題を解決する力になることが期待をされて

おります。９月１日内閣府が発表した「生涯学

習に関する世論調査」において、生涯学習の具

体的な取り組みの中で一番多い選択として、健

康とスポーツが最も多い取り組みの結果であり
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ました。そうした多様性を考えながら具体的に

進めていく中において、それらがもたらす効果

や実用性も考え、見据えていかなければなりま

せん。 

  米沢市が、これからスポーツに対する取り組

み方として、産業あるいはスポーツマネジメン

トと捉えていく必要性や、レジャーとして観光

産業に結びつけていく企画、健康をテーマとし

た講習会や講演会、高齢者などの毎日通える無

料スポーツ教室、この秋完成予定の人工芝サッ

カー場のオープニング企画や今後の運営、2014

年の冬季国体に向けての米沢市としての取り組

み方や参画など、こうした取り組みを収益性の

あるアイデアをもって行っていけば、そこに雇

用も自然と生まれてくると思うのであります。

これまでの市民総体やマラソン大会といった枠

組みにとらわれるのではなく、スポーツを通じ

て産業を興す考えが必要とされる時代であると

思うのであります。平成20年７月に、国の国土

審議会において決まった国土形成計画・全国計

画においては、スポーツを通じた「新たな公」

を基軸とし、基本的な施策と地域課題の解決事

例として、総合型地域スポーツクラブの取り組

みが挙げられております。現在、全国的に育成

されている総合型スポーツクラブは、住民の豊

かなスポーツライフの実現に向けた地域スポー

ツ振興上の課題と、地域社会の多様な生活課題

らを、住民自身の自主的・自発的な「参加の協

働」によって解決を図りながら、生涯スポーツ

の振興と地域コミュニティーの創造を図ってい

くという「住民参加・協働のしくみづくり」に

資するものとして考えられております。また、

地域資源を生かしたスポーツの交流の促進につ

いては、米沢市特有の地域資源について考える

べきであり、自然環境・冬期間・食文化・人口

当たりの施設数やスポーツ少年団の数や多さ等

が挙げられると思うのであります。このほか、

次世代のスポーツ・団塊世代を生かしたスポー

ツ・高齢者のニュースポーツ・障がい者スポー

ツ支援など、多様な世代の力が集結して地域の

活力が高まっていくことによって、そこに参加

する住民同士がつながりを持ち、強いきずなと

して確固たるものになっていくのは最も重要な

課題であり、これを実現させるためには、スポ

ーツという万人に共通する媒体を軸にして、住

民が自主的に参加できる場所づくり・仕組みづ

くりが重要になってまいります。中身・目的に

おいては、夢がなければなりませんし、参加し

てみようと思わせる魅力がなければ、そこには

人が集まってこないのであります。スポーツを

いわゆる競技と捉えるだけではなく、地域交

流・地域活性化の一つのツールとして活用して

いくべきと思うのでありますが、これからの米

沢市のスポーツに対する産業としての取り組み

方・考え方をお伺いし、９月定例会も市民のた

めに活発に議論がなされることを御期待申し上

げ、壇上からの質問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの木村芳浩議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、地元大学との共生と学生の定住化

を目指して、お答えをいたします。その他につ

きましては部長よりお答えをいたします。 

  初めに、山形大学工学部、米沢女子短期大学、

そして平成26年度開校予定の米沢栄養大学と本

市の連携についてお答えをいたします。 

  現在、山形大学工学部には、本市からさまざ

まな支援を行っております。有機エレクトロニ

クスの研究開発への支援、街中サテライトへの

支援、山形大学産業研究所への研究奨励金の支

給及び委託研究、米沢工業会国際交流事業への

支援、また人事交流の点では、本市職員を１名

山大工学部に派遣している一方、山大工学部か

らは教授１名に参与としておいでをいただき、

産学官連携、学園都市推進のほか、研究者の立
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場からさまざまな行政課題の解決についてアド

バイスをいただいております。 

  このような実績を踏まえて、山大工学部の研

究が米沢の産業発展につながるための手助けを

していくことが、連携の第一であると考えてお

ります。具体的な例として、大学の中で行われ

ている基礎研究が、オフィス・アルカディアで

の応用研究に移行し、そして産業化されるとい

う一連の流れが現在できつつあるわけですが、

そのオフィス・アルカディアでの応用研究支援

に力を入れているところです。 

  次に、米沢女子短期大学、米沢栄養大学との

連携ですが、まず米沢栄養大学の設置支援を今

年度から行っております。具体的には、開学準

備室への市職員１名の派遣と建設費等の財政支

援であります。米沢女子短期大学は、いわゆる

文化系の学校でありますが、そこで行われてい

る先生方の研究というのは、今後いかようにで

も地域に役立っていただける可能性を秘めてい

ると考えています。山大工学部が米沢の産業発

展のための大きな財産であるとするなら、米沢

女子短期大学は米沢が文化的レベルを引き上げ

ていくための原動力になっていけるものと考え

ています。そして、文化的レベルが高いという

こと自体、地域の産業が発展する基礎力であり

ます。また、米沢栄養大学では、管理栄養士を

養成することによって、本市を初めとする置賜

地域の豊かな食を生かした食育の推進が図れる

だけでなく、大学の持つ研究開発機能を核にし

て産学連携を進め、食産業の振興を図れる可能

性が大きいものと考えています。 

  次に、卒業生の定住に向けた取り組みについ

てでありますが、両大学には約4,300名の学生が

おりますが、卒業後に県内に残る学生は15％弱

で、本市に残る学生はさらに少ないパーセンテ

ージになっております。学生が本市にたくさん

定住すれば、当然人口の増加にもつながり、ま

た経済の活性化にも寄与しますので、平成26年

度に開学する予定の米沢栄養大学も含め、３つ

の大学の学生が卒業後も本市に残ってもらうた

めの施策というのは大変重要であると考えてい

ます。 

  学生に残っていただくためには、雇用の創出

が最重要課題であり、本市におきましても産業

界などと連携をしながら、さまざまな支援を行

っているところです。山形大学工学部では、ア

ジア各国の留学生を対象に、優秀な国際的人材

を育成し、地元企業への就職を推進する事業を

行っておりますが、本市では奨学金の支援を行

っております。また、米沢栄養大学開学後の管

理栄養士の就職先につきましても、栄養に関す

る高度な専門知識と専門技術を生かせる就職先

を、県、大学及び産業界などと連携しながら開

拓していきたいと考えております。 

  学生の雇用対策の取り組みにつきましては、

東置賜２市２町を範囲とする置賜地区雇用対策

協議会による活動があります。主な活動として

は、各種助成金、奨励金制度などの情報提供を

適切に会員企業に対して行い、新卒者の求人確

保の取り組みや、大学、短大、高校といった地

域の学校と地域企業経営者との情報交換会を開

催し、企業がどのような人材を求めているのか、

学生はどのような就職意識を持っているのかな

どの情報を共有し、新卒者の就職が円滑に進み、

定着につながるように取り組んでおります。ま

た、就職実現セミナーとして地域の短大１年生

や高校２年生を対象に、学生が早い時期から就

職意識を高めるよう業種別就職面談やハローワ

ーク米沢との共催による「学生と若者のための

就職面接会」の開催を行っているところであり

ます。 

  このほか、去る７月14日米沢商工会議所と山

大工学部が連携協力する協定書を締結したとこ

ろであり、相互に発展するための産業と地域の

振興、人材育成などの面において連携協力を図

り、大学の研究の種を企業の要求にマッチさせ
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た新産業と新雇用を創出しようとしております

ことから、学生の定住化促進にも大きく寄与す

るものと期待をしているところであります。 

  そのほかにも、企業誘致促進協議会や有機エ

レクトロニクス関連産業を含む新産業創出協議

会、雇用創出協議会など、関連機関との連携・

協力を図りながら、さらに効果的な雇用対策に

取り組んでまいります。 

  また、雇用の創出以外にも継続的な学生と市

民の交流・連携を推進して、学生に本市に対す

る魅力を感じてもらうということも定住につな

がると考えております。具体的には、セカンド

ホームや、あるいは昨年から山大工学部、米沢

女子短大の学生が実行委員となっております棒

杭市の開催、あるいは学生のサークルでありま

す「アットストリート」における市内の商店街

と学生の連携、具体的にはさまざまなイベント

を企画・展開しておりますが、このような活動

や、山大工学部で行っております除雪ボランテ

ィア、さらには松川コミセンとのいわゆる学社

連携、さらに山大工学部システム創成工学科の

１年生の講義をまちなかで行っているまちなか

カレッジなど、さまざまに学生、市民の交流を

行っておりますが、今後ともさらに盛んになる

ように進めていきたいと考えております。 

  私から以上です。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、２番目の地

域活性化に向けたスポーツマネジメントの推進

についてお答えいたします。 

  まず、本市が独自に行っているスポーツ大会

につきましては、現在主なものとしては、延べ

5,000人の市民が参加してくださっております市

民総合体育大会や、昨年は1,000人を超える参加

者でにぎわいました米沢おしょうしなハーフマ

ラソン大会、さらには晩秋のべーダー駅伝競走

大会などに多くのチームが参加していただいて

いるところでございます。 

  また、本市体育協会に加盟する競技団体の協

力を得まして、硬式テニス、ソフトテニス、ニ

ュースポーツ、ラージボール卓球、バドミント

ン、弓道の６コースのスポーツ教室を開催して

おります。本年の受講者は147名で、初心者の方

でも気軽に受講できると好評をいただいている

ところでございますので、今後もこういった事

業につきましては継続して進めてまいりたいと

考えております。 

  次に、人工芝サッカー場のオープニングに関

しましては、11月４日に竣工式を行いまして、

その中でオープニング記念試合といたしまして、

大学サッカー界でもトップクラスの流通経済大

学サッカー部と、天皇杯に出場した実績のある

地元パラフレンチ米沢の試合を行う予定として

いるところでございます。 

  また、今後は人工芝サッカー場におきまして

は、プロの試合はこれまでも御答弁させていた

だいておりますが、公式戦はできませんが、現

在、モンテディオ山形の選手などをお招きして

サッカー教室を開催するなど、子供たちの競技

力向上に向けた取り組みを行いたいと思います。 

  さらに、この人工芝サッカー場におきまして

は、現在予約が11月分66件ございます。その中

で平日に社会人チームとして福島県からのチー

ムの申し込みも既にいただいております。こう

いった中で、人工芝サッカー場を核としながら

も、さらに地域活性化につながるものではない

かというふうに考えているところでございます。 

  続いて、平日など無料で高齢者対象のスポー

ツ教室を開催すべきというような御質問がござ

いましたが、現在行っているスポーツ教室は、

特に高齢者向けという種目や内容では行ってい

ない状況でございます。参加者の年齢を見ます

と、一つの例でございますが、ラージボール卓

球の参加者は41名中65歳以上の方々は20名とい

う半分の状況でございます。こういった状況を
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鑑みながら、高齢者を対象としたスポーツ教室

は重要なものと考えておりますので、現在のス

ポーツ教室の中で高齢者、主に65歳以上の方を

対象としたコースの拡大などを考えていきたい

と思っております。 

  なお、受講料につきましては、ほとんどの講

座で１人10回の受講で1,000円を御負担していた

だいております。内訳は保険料と消耗品代等に

充てておりまして、今後とも実費程度の御負担

はお願いし継続した事業を進めていきたいと考

えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  続いて、健康教室などの拡大によっての雇用

の創出等々につきましては、現在、今年度です

が、６コースのスポーツ教室で定員250名に対し

て147名の受講者ということで、この状況からス

ポーツ教室の種目や回数をふやすことが飛躍的

に受講者がふえるというふうには直接はつなが

らないのではないかと考えるところでございま

して、直ちにこういった部分での雇用創出につ

ながるのはなかなか難しいものと考えていると

ころでございます。 

  平成23年８月に施行されましたスポーツ基本

法は、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営

むことが人々の権利であるとの考えに立った新

しい時代におけるスポーツ理念とし、国、地方

公共団体、スポーツ団体を初めとする関係者の

連携と協働によって、その基本理念の実現を図

るものと具体的に規定されております。本市に

おきましても、スポーツツーリズムなど観光面

を含めて、関係各課と調整しながら、地域活性

化につながる体育行政の推進をしていくべきも

のと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、障がい者ス

ポーツへの取り組みはどうなっているかについ

てお答えいたします。 

  スポーツ基本法には「スポーツは障がい者が

自主的かつ積極的にスポーツを行うことができ

るよう、障がいの種類及び程度に応じ必要な配

慮をしつつ推進されなければならない」と規定

してあります。そこで、障がい者スポーツにつ

きましては、障がいを考慮しつつ使える機能に

焦点を当てて考えられたスポーツであり、競技

性の低いレクリエーション的なものから、パラ

リンピックや世界選手権などで見られるような

競技性の高く厳しい競争を伴うものまで幅広く

存在しております。 

  また、最近では車椅子テニス競技の中で、ニ

ューミックスと呼ばれる健常者と車椅子選手が

ペアとなって行う競技や、盲人マラソンなど、

障がいのある人とない人が一緒に行うスポーツ

も登場しており、ノーマライゼーション社会の

構築に向けた役割や、障がい者の自立、社会参

加を支援するという大きな役割も果たすように

なってきております。 

  障がい者スポーツの現状ですが、山形県や山

形県障がい者スポーツ協会などが主催の山形県

障がい者スポーツ大会があります。これは、競

技別大会とレクリエーション大会の２つの部門

制の大会として毎年開催されており、県の総合

公園の施設を中心に、競技部門として陸上、水

泳、アーチェリー、卓球、フライングディスク、

バレーボール、そしてレクリエーション大会な

どの競技が行われております。今年度、本市か

ら競技別大会に参加した人数は19名でした。 

  また、先月26日には、山形県身体障がい者レ

クリエーション大会が開催され、本市から40名

の選手が参加しております。この後、開催日程

は未定となっておりますが、置賜地区の障がい

者レクリエーション大会も予定されているとこ

ろであります。 

  また、今月16日には、市営陸上競技場におき

まして、第１回スペシャルオリンピックス日本

北海道・東北ブロック陸上競技会が開催されま
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す。この大会は300名の方が参加され、本市から

も12名の方が参加する予定であります。 

  今後も、先進地などの事例を学びながら、障

がい者スポーツの普及につきましては、関係部

門と連携し推進してまいりたいと思います。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 木村芳浩議員。 

○５番（木村芳浩議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。順次ちょっと質問させてい

ただきたいと思います。 

  壇上でも申し上げましたとおり、平成26年に

は米沢栄養大学が開校する、米沢市にとっては、

また一つの財産が生まれ、そしてスタートを切

っていくわけであります。私も、実はことしの

春から学園推進協議会で開催されました公開講

座、３カ月システム創成科の１年生とともに米

沢市民の方と講習を受けてまいりました。そう

いった中で、たくさんのその山形大学の学生さ

んとともに交流を図ることができましたし、以

前から交流をさせていただいている学生さんも

多くいらっしゃいます。そんな関係から、この

山形大学工学部の必要性ほか、米沢女子短期大

学の必要性、そういったものを改めて学ぶこと

ができたわけでありますが、これまでその米沢

市は産学官連携、これは大変全国的にもかなり

進んでいると、これは評価が高いのではないか

なと私思っております。また、近年においては、

産学官プラス金労医、いわゆる金融、労働団体、

医師会などとの連携も必要になってくることも

考えられます。そうした中で、この産学官連携、

いわゆるその産学、産官、学官というような一

つ一つのパーツがトライアングルとして形成さ

れていく中において、では行政サイドの役割と

は何ぞやということを行政は考えていかなけれ

ばならない。そこに補助金であるとか、お金を

出すだけの政策が果たしてこれからの産業を育

てていく上でいいのかということも一つ考えて

いかなければならないのではないかなと、そう

したときに、やはり先ほど申し上げました雇用

の問題、それからやっぱり新しい産業の創出を

図っていかないと、２項目めの定住化にもつな

がってはいかないというふうなことで、実際私

個人で学生にアンケート調査をさせていただき

ました。人数的には短大生も含めて30人ちょっ

との方でありましたが、２年前に米沢も沸きま

した直江兼続の「天地人」、これについて学生

の皆さんに聞いたわけですが、「直江兼続を知

っていますか」という質問に、約半分の学生し

か知りません。上杉謙信や上杉鷹山は承知して

いますが直江兼続は知らない、約30名超の学生

のうち半分知らないわけですね。そうすると、

一番最初に私が思ったのは、これだけ全国的に

アピールをして売ってきた、このＮＨＫ大河ド

ラマも含めてやってきたＰＲ、ＣＭ効果という

ものが、実際は世代を超えて見た場合に、余り

関心が実はなかったのではないかという認識を

持ちました。山形大学工学部のちょうど西側に

林泉寺があって、そこにそういう偉人のお墓が

あるんだということを知っているかと聞いたら、

たったの６名ですよ、米沢に来て。これは大学

３年生も含まれておりましたが、たったの６名

しか知らない。ということは、米沢で３年間な

いし４年間、短大であれば２年間学ぶわけです

が、地域とのやっぱりつながりというのは物す

ごく希薄であるなと私は感じてまいりました。

さらには、米沢市が長年売ってきている米沢の

ＡＢＣについても聞きました。ほとんど知りま

せん。わかって米沢牛ぐらいでしたね。舘山リ

ンゴ、米沢鯉に関しては全くわからない。「コ

イって食べられるんですか」まで私は質問され

たぐらいですから、これは相当、もっと交流感

を持って、米沢にはこれだけすばらしい食文化

もあるんだということも、学生との交流を踏ま

えて推し進めていく必要性があるのではないか

なと感じております。 

  そういう中において、やっぱり大学側と産業
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間はある程度の連携はできるんですが、学生と

の連携というのが非常に実は全くつながりがな

いのではないかなと。今市長からも御答弁いた

だきましたように、それぞれに若干の大学生が

ボランティア活動をやる、これは私も承知をし

ております。しかしながら、大学に通うやっぱ

り９割以上の学生が米沢のことを知ってもらわ

ないと、米沢に定住化を図っていくということ

は、これは本当に難しいと思います。実際先ほ

ども数字的に県内で15％、米沢市内ではもっと

低い数字である、私も全くそのとおり、調べた

結果は全くそのとおりであります。ですから、

そういう学生たちに米沢の魅力を売っていかな

ければならない。そのために、学生との間でど

ういうことをやっていくか、そのために行政が

まず入り口に立つ必要があるのではないですか

ということを私は申し上げたわけでありますが、

具体的な策が、お聞きしたところないのかなと

いうふうに思えたのですが、どうせ補助金を出

すなら、産業界と同じような発想で、お金は出

しますよ、例えば商店街、シャッター街になっ

ているところに何か出店しませんか、大学生の

力で何かアイデアありませんか、ということも

募ってやっていくことも考えられるのではない

かなと思ったのですが、その辺のお考えもしあ

ればお聞かせください。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 今お尋ねの学生との連携の

あり方でありますが、さまざまに今商店街の

方々も勉強させていただいておりまして、一緒

に学ぶ、あるいは一緒にまちを知るといった仕

掛けを行っているところであります。また、あ

わせて、学生さんだけではありませんが、もし

ベンチャー企業を立ち上げようとするならば、

そういった補助制度も十分に御用意しておりま

すし、また街中サテライトなどを利用しまして、

一生懸命セミナーの開催を大学のほうにもお願

いしている状況でございます。すぐにそういっ

たところでの成果は見られないかもしれません

が、少しずつ商店街あるいは学生、あるいは企

業も含めてそういった動きが出ている状況でご

ざいますので、推移を見ていただきたいなとい

うふうに思っております。 

○佐藤 議長 木村芳浩議員。 

○５番（木村芳浩議員） ぜひ、そういった制度

は学生自身は知らないんですね。学校側は多分

承知をして、ある程度その掲示板やら何やら、

授業においても一部の先生方が説明するかもし

れませんけれど、学生はほとんどが知らない。

そういう熱意を持ってやりたいと、何かそうい

うのありませんかと、私は聞かれたんです。で

すから、認知度がまだ低いのかなというふうに

思っています。ぜひそれは強力的に大学と連携

をとりながら進めていきたいなと思っておりま

す。 

  それで、学生の諸君にも、米沢に残らない理

由、残る理由もお聞きしてまいりました。その

中で、やっぱり残れない理由というのが、雇用

先、就職先がないという回答が一番多かった。

それから、都会に行ったほうが情報が集まる、

このまちに魅力を余り感じない、まちを知らな

い、ここのまちに目的がない、という回答が、

このまちに残らない理由であります。残る理由

としましては、これもまた大学院に進む、研究

をさらにしていきたい、魅力がある雇用先があ

れば残りたい、米沢は好きです、例えばあと結

婚です、安全だし自然がある、そういったとこ

ろが学生が純粋に今残る理由として掲げている

問題です。つまりは、交流を、しっかりとその

地域間交流を持てば、多少また学生も認識がも

っと変わるのかなと思っております。そういう

中で、地域、先ほども松川コミセンとの学生と

の交流があるというお考えでしたが、米沢市内

これだけもうコミセン単位で整備がなされたわ

けでありますから、こういった各地域において

進めていく政策、施策など、今の現時点でお考
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えがあるでしょうか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 現時点で、今御質問の

具体策というものは持ち得ていないところであ

りますが、先ほどの市長答弁に加えて、実は商

工会議所と協働で事務局を持っております学園

都市推進協議会という組織がございます。こち

らのほうでも米沢の魅力を知っていただくため

に、新入生のバスツアーをやったり、さまざま

な学生生活支援等をやってございますので、た

だ御指摘のように、学生の力をかりてまちづく

りへというふうな部分については、まだ若干手

薄な部分もございますので、学園都市推進協議

会の中でも改めて検討させていただければとい

うふうに考えております。 

○佐藤 議長 木村芳浩議員。 

○５番（木村芳浩議員） 通告でもちゃんとしっ

かり申し上げております。地域と学生のコミュ

ニティーのビジョンということで、他団体のそ

の進め方、これもあると思います。やっぱり行

政サイドが独自で考える施策というものをしっ

かり掲げていかない限りは、どこかでその責任

の押しつけ合いになるのではないか。これまで

はそうだったと思うんです。何を進めるにして

も、行政は先ほど申し上げた補助金さえ出せば

何とかやってくれるだろうと、そういったもの

に期待していく、具体策が見えてきません。こ

れでは何年かかっても連携やそういう定住化と

いうものはなかなか難しい課題になって、毎年

同じことの繰り返しになると私は考えておりま

すので、ぜひこれからも力を入れていただいて、

産学官の連携を初め学生の定住化に向けて、将

来性のある施策をつくっていただきたいことを

まず要望させていただきます。 

  それから、変わりまして、そのスポーツマネ

ジメントを地域活性化に向けた取り組みとして

お聞きをしたいんですが、今やはりそのスポー

ツという部分は、産業に置きかえれば非常に収

益性が期待されるものであると、これは全国で

も今取り組みが進められております。そうした、

先ほどこの秋竣工します人工芝サッカー場のオ

ープニングイベントとして、流通経済大学の試

合、それから地元の方の試合を行うんだという

お話でしたけれども、これは私、私見的な立場

で申し上げますと、そこに魅力があるのかなと、

まず１つ感じたのであります。サッカーの好き

な方でしたら、それは承知なんでしょうが、私

は余り流通経済大学が日本で有名であるとか、

これまで米沢のチームが天皇杯に出たという話

は余り、ちょっとお聞きもしていなかったんで

すが、極端に言えば魅力がない。オープニング

というのは、やっぱりその施設を全てに広めて

いく、ここを活用していくという目的の中で、

何でもそうだと思うんです。御商売される方が

お店をオープンします、多くのお客さんを呼ぶ

ために、スーパーなんかは、例えばとあるＡの

スーパーでキャベツが100円で売っているとすれ

ば、きょうはうちはオープニングですから30円

で売りますよと言ったら人が集まるわけです。

そうですよね。そうしますと、例えばこれだけ

サッカーというものが全国的に、世界的に需要

が高まってきている中でいえば、例えばなでし

こジャパンの選手、澤穂希選手が来ますよ、オ

ープニングに来ますよと言ったら、どれだけの

方が集まりますか。米沢市民だけではなく山形

県内、東北、なでしこジャパンを追いかけてい

るファンの方が、相当な人数が集まると思うん

です、この米沢の人工芝のところに。それにプ

ラス、その周りで米沢の産業、食文化、商売な

されている方の、先日行われた商工会の青年部

のＹ－１グランプリのような、ああいう商業ベ

ースを持ち得て、例えば今言った山形大学の有

機ＥＬのサテライトブースをつくるとか、そう

いう発信源にしていかないと、最大のやっぱり

チャンスだと思うんです。そういう発想を持っ

て、いかに米沢にお金を落としていただくか、
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だから私はスポーツの産業というのがこれから

注目されてくる分野ですよということを申し上

げたいんです。余りにその経済的、財政的な理

由もあるかもしれませんが、投資した分の見返

りはオープニングというもので回収できる、私

はそう思うんです。部長、どういうお考えをお

持ちですか。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 議員のおっしゃるとお

り、有名な選手等々をお招きして試合をすれば、

確かに他県からも観客としてお見えになる方も

多いかと思います。ただし、この11月ころの、

工期の関係で11月になったわけでございますが、

その時期はプロチーム、プロの試合はできない

わけですけれども、人工芝でございますのでＪ

１の試合はできないわけですけれども、そのほ

かにつきましても、決まったのが遅かったため

に、そういった方々をお呼びするということは

今回はできなかったということでございまして、

今後そういった部分も踏まえまして、とにかく

先ほども申し上げましたが、福島県のチームが

利用したいというお申し込みをいただいている、

そういった部分から、さらにその輪が広がって、

米沢のサッカー場はいいと、山一つ、トンネル

一つ越えてきても十分利用したいというふうな

ＰＲも行いながら、産業、そういった地域の活

性化にまた努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○佐藤 議長 木村芳浩議員。 

○５番（木村芳浩議員） 時間ですので、ぜひそ

ういった感覚で、夢のある政策をぜひ執行部の

皆様方には市民のためにやっていただきたいと

いうことを最後申し上げて、質問を終わります。 

○佐藤 議長 以上で５番木村芳浩議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１５分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、市立病院の将来のあり方について外３

点、11番遠藤正人議員。 

  〔１１番遠藤正人議員登壇〕（拍手） 

○１１番（遠藤正人議員） おはようございます。

自民クラブの遠藤正人です。本日は多くの市民

の皆様より市議会傍聴をしていただいておりま

すことに感謝申し上げます。ありがとうござい

ます。 

  さて、このたびは、大きく４項目についてお

尋ねいたします。 

  １つ目は、市立病院の将来のあり方について、

２つ目は吾妻山を活用しての観光について、３

つ目は児童会館のプラネタリウムの更新につい

て、４つ目は除雪体制のレベルアップ策につい

てであります。 

  さて、今の日本は高齢社会に突入し、我々の

目の前には「2025年問題」が待ったなしの状態

で突きつけられております。2025年問題とは、

戦後のベビーブーム期に生まれた団塊の世代が

2025年には75歳以上となり、社会保障費が急増

すると心配される問題であります。 

  もちろん、ここ米沢市も同じく、近い将来遭

遇します。そのことを踏まえて、今からその準

備といいますか、「地域再生の原動力」の準備

が必要になります。そして、その中で市民の皆

さんが健康で安心して暮らせる安全・安心のま

ちづくりを、本市は目指していかなければなり

ません。 

  そこで、まずは市立病院の将来のあり方につ

いてお尋ねします。公立病院である米沢市立病

院の果たす役割は重要であり、そしてインフラ
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整備の観点からもさらなる「質の向上」が求め

られます。その中で「選択と集中」という考え

方が必要ではないかと思うのであります。「選

択と集中」というのは、公立病院と民間病院の

おのおのが役割を分担して、市民の皆様の医療

を守っていくということです。そういった考え

のもとにお聞きいたします。 

  今般の医師・看護師不足の中、まずは現在の

市立病院の現状と課題についてお聞かせくださ

い。また、市立病院の公立病院としての役割に

ついてお尋ねいたします。 

  市内には三友堂病院や舟山病院など、入院設

備を持つ大きな病院がありますが、その中で市

立病院が公立病院として果たす役割はどうある

べきかをどのように考えておられるかお尋ねし

ます。また、さらに市立病院の外来診療や事務

管理部門のある旧館の老朽化に伴う建てかえ計

画などについて、今後どのように進むのかお聞

かせください。 

  次に、吾妻山を活用しての観光などについて

お尋ねします。 

  山形県の母なる川、最上川の源流に吾妻山が

あります。この吾妻山は、日本百名山の一つに

数えられ、米沢市内から一望できる、とてもす

ばらしい山であります。皆さん御存じのとおり、

特に西吾妻山は、米沢市と福島県北塩原村の境

界にある山であり、そして吾妻火山の最高峰で、

標高2,035メートルであります。なだらかな楯状

火山の山容を示し、頂上までアオモリトドマツ、

コメツガなどの針葉樹林・原生林が覆い、東部

には弥兵衛平の高層湿地があり、多くの地塘が

分布しております。また、白布温泉から天元台

を経てリフトを利用する登山コースや天元台ス

キー場が整備されており、西麓を西吾妻スカイ

バレーが通じており、磐梯朝日国立公園に含ま

れております。 

  現在は、白布温泉を中心に天元台高原、そし

てスカイバレーがあり、夏山から秋の紅葉とす

ばらしいのでありますが、昨年の東日本大震災

以降観光客が激減し、とても厳しい状況にあり

ます。 

  そういったことを踏まえ、現在の状況と今後

の力強い支援策をどのように検討しておられる

のかをお聞かせください。また、旧かんぽの

宿・米沢保養センターの現状についてもお聞か

せください。 

  そして、将来に向けた吾妻山活用の新たなビ

ジョン・計画について、今後どうあるべきか、

そしてどのように進めるのか、当局のお考えを

お聞かせください。 

  次に、児童会館のプラネタリウムの更新につ

いてお聞きいたします。 

  児童会館が開館して30年余りたちます。そこ

に設置してあるプラネタリウムの更新について

は、先般教育委員会が報告した事業評価書に、

その内容にも更新すべき時期であるとありまし

た。 

  その中で、置賜地方の３市５町にはプラネタ

リウムが１カ所、米沢市内にあるだけでありま

すので、その点を踏まえ、近隣の市・町住民の

方々にももっと利用していただける魅力あるプ

ラネタリウムにしてはどうかと提案したいので

す。日本国内を見ますと、特に東京都西東京市

には、日本一と言われるような多摩六都科学館

プラネタリウムがあります。そういったすばら

しいものを導入できないでしょうか。もちろん、

現在は児童館の一部機能としてのプラネタリウ

ム施設ですが、宇宙の神秘、そしてその壮大さ

を感じるためにも、その位置づけを社会教育全

体の中で考えるべきであり、そのコンセプトに

位置づけてのプラネタリウム設備導入はできな

いでしょうか。 

  プラネタリウムは、その規模にかかわらず、

市民の皆様に大自然や環境について知っていた

だくためのきっかけを担うものの一端であると

考えます。また、子供からお年寄りまで楽しめ
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るプラネタリウムにする必要があると強く思い

ますので、今後の更新の取り組みについてお聞

かせください。 

  次に、除雪体制のレベルアップについてお尋

ねいたします。 

  前回の冬は、２年続きの大雪でした。まずは、

前回の冬の除雪体制の反省点や、またよかった

点などを、市当局はどう評価しているのかお聞

かせください。 

  私は、米沢のまちづくりの基本は、除雪体制

のレベルアップにあると常々考えております。

冬でもおてんとうさまの日差しを毎日受ける太

平洋側の町と、真冬に目も開けられないほどの

吹雪の日が何日も続く御当地米沢の格差を縮め

るためにも、除雪体制のさらなるレベルアップ

が必要であります。特に、朝夕の交通ラッシュ

時の時間帯などは、小さいお子さんの保育園の

送迎や学童保育の迎えなどをしながら仕事をさ

れている子育て世代の、子育て支援策の観点か

らも、除雪体制のレベルアップが大切であると

考えます。 

  そういったことからも、次の冬に向けて、雪

に強い米沢市を目指さなければなりません。そ

こで、今後新たな取り組みなどありましたらお

聞かせください。 

  以上、大きく４点について質問いたしました

が、今の日本は首都圏一極集中と地方都市との

格差にあえいでおります。 

  しかしながら、地方を大切にしたまちづくり

をしなければ、近未来の日本の再生はないと言

えます。すなわち「地域再生の原動力」が必要

であり「地域に元気・活気・景気」が必要であ

ると強く思います。 

  そのためにも、まずは５年後の高速道路完成

に焦点を合わせた新たな事業にどんどん取り組

まなければなりません。 

  そして、魅力ある米沢市の将来に向けて、力

強くまちづくりを推進するためにも、以上のよ

うな内容で質問させていただきました。 

  本日は、多くの市民の皆様の市議会傍聴をい

ただいておりますので、市当局からの丁寧な回

答を期待いたします。 

  ありがとうございました。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの遠藤正人議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、除雪体制のレベルアップについて

お答えをいたします。その他につきましては部

長よりお答えをします。 

  ことしの冬、すなわち平成23年度の降雪状況

につきましては、累積降雪量が880センチメート

ル、最大積雪深が165センチメートルと２年連続

の大雪で、除雪対策費が約11億7,000万円となり、

平成18年豪雪と言われました６年前の除雪対策

費約11億4,000万円を上回る過去最高の除雪対策

費となりました。 

  また、大雪と低温の日が続いたことから、雪

がなかなか解けにくかったため、３月に入って

も積雪深が１メートル近くあり、例年になく市

民生活に影響があったと認識しております。 

  平成23年度を振り返って、反省すべき点とよ

かった点を挙げてみたいと思います。 

  初めに、反省点の主なものでありますが、朝

方５時ころからの降雪が多かったことから、除

雪車の出動におくれが生じ、通勤・通学の時間

帯に除雪が間に合わなかったこと、低温の影響

により圧雪が凍結して道路に段差が生じたこと、

降雪の多い日は高齢者等世帯の押雪軽減の作業

が対応し切れなかったことなどが挙げられます。 

  続いて、よかった点の主なものでありますが、

高齢者等世帯の押雪軽減については、全般的に

は好評を得ており、その効果は大きいものと考

えております。 

  また、主要な交差点80カ所で試行的に実施を

いたしました歩行者のたまり空間の確保と、視
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野の確保のための交差点回りの排雪は、一定の

効果があったものと考えております。また、排

雪作業に当たっては、多くの地元の除雪協力会

との協働で実施できたことについては、感謝を

申し上げる次第であります。 

  次に、雪に強い米沢市を目指してであります

が、ことしの大雪の経験を生かし、ただいま申

し上げました反省点、よかった点も踏まえて、

現在平成24年度米沢市除雪計画書の策定作業に

入っているところであります。特に、低温で路

面が凍結しないようにするための凍結防止剤を

散布する散布車を、今年度国の補助で購入する

ことになりました。これまでの１台から２台で

の作業となるため、凍結のおそれのある路線や

交差点等で、今まで凍結散布剤を散布できなか

った場所にもできるだけ多く散布するよう努め

ていきます。 

  また、高齢者等世帯の押雪軽減については、

積極的に進めていくとともに、交差点回りの排

雪についても場所の数をふやし、とりわけ子供

たちの通学路の安全確保に努めていきたいと考

えております。 

  あわせて、市内保育園の送迎の際、保育園最

寄りの道路が雪のため狭くなり、子供たちの足

元が不安定になることに加え、交通渋滞も引き

起こしている例があることから、保育園の前後

一定の区間、前後合わせて約100メートルであり

ますが、必要な時期での排雪を行って安全確保

に努めていきたいと考えております。 

  市民との協働の点では、降雪状況や吹きだま

りなど各地の状況を把握し、除雪に反映させる

ために、除雪モニター制度について検討をして、

試験的に取り組んでいきたいと考えております。 

  今後とも市民の御理解と御協力を得ながら、

除雪体制のレベルアップに努力していきたいと

考えておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 芦川病院事業管理者。 

  〔芦川紘一病院事業管理者登壇〕 

○芦川紘一病院事業管理者 御質問のうち、私か

らは、１番の市立病院の将来のあり方について

（１）公立病院の役割について、（２）今後の

対応、計画についてお答えいたします。 

  初めに、市立病院の現状と課題についてです

が、現状から申し上げます。 

  施設におきましては、外来・管理棟などの一

部の建物で建築から47年が経過し、老朽化のた

めに早期の建てかえが避けて通れない状況にあ

ります。医師・看護師につきましては、全国的

にも不足・偏在化の傾向が指摘されております

とおり、当院においても慢性的な不足が続いて

おり、現時点で呼吸器科、皮膚科、神経内科に

おきまして常勤医の招聘が困難なため、外来の

みの診療となっております。また、看護師につ

きましても不足する状況が続いております。 

  このような厳しい医療環境下ではありました

が、昨年度の経営状況におきましては、診療単

価の高い外科系の入院患者の増加、有資格者の

増員による積極的医療の推進、施設基準の新規

取得、診療報酬請求の検証などによる増収を図

りつつ、後発医薬品の導入促進、光熱水費の削

減、価格交渉による医薬材料費の削減等に努め、

結果としましては昭和63年度以降、平成８年度

に続きまして２度目の黒字決算となったところ

であります。 

  課題といたしましては、さきに現状で申し上

げました老朽化の進む施設の建てかえ、医師・

看護師不足の解消、経営基盤の強化が今後の大

きな課題と考えております。 

  次に、公立病院としての役割と市内３病院、

すなわち市立病院、三友堂病院、舟山病院です

が、その中で公立病院が果たす役割についてで

ございます。 

  公立病院としての役割でございますが、総務

省の公立病院改革ガイドラインにおきまして、
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「公立病院の果たすべき役割」として「地域に

おいて提供されることが必要な医療のうち、採

算性等の面から民間医療機関による提供が困難

な医療を提供することにある」とされています。

その中で、公立病院に期待される主な機能が具

体的に例示されております。すなわち「救急・

小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊

部門に関わる医療の提供」が示されております。

また、各公立病院は「自らが果たすべき役割を

見直し、改めて明確化すると同時に、これを踏

まえ、一般会計等との間での経費の負担区分に

ついて明確な基準を設定し、健全経営と医療の

質の確保に取り組む必要がある」とされており

ます。 

  公立病院であります米沢市立病院の役割とし

まして、平成20年３月に示されました「山形県

保健医療計画」におきまして、置賜二次保健医

療圏の中で公立置賜総合病院とともに置賜地域

の基幹病院として位置づけられているところで

ありますが、当院の医療理念にも掲げておりま

すとおり、地域医療に貢献し、安心できる医

療・良質で公平な医療を地域住民に安定的、継

続的に提供していくことであり、一方では公立

病院という性格上、救急医療、小児医療、精神

医療等の不採算部門に係る医療をも提供してい

かなければならない役割も担っておりますし、

米沢市を中心とした東南置賜地域におきまして

も、地域の中核的な病院としての役割を担って

おります。 

  また、同計画におきましては、がん、脳卒中、

急性心筋梗塞、糖尿病などの４疾患や小児医療、

周産期医療、救急医療、災害時における医療等

で、当院並びに三友堂病院、舟山病院は各病院

の機能に応じた医療体制の位置づけがなされて

おります。 

  当院の地域内における具体的な役割の一例と

いたしましては、地域医療連係のＩＣＴ化とそ

れを担う人材育成事業や、地域連携クリティカ

ルパスを活用し、大腿骨頸部骨折・脳卒中にお

いて、三友堂病院、舟山病院、公立高畠病院と

連係した「地域連携診療計画管理料の施設基

準」を取得し、病院間で病状に応じた役割分担

を図っております。 

  今後も公立病院としての役割を果たしながら、

地域の民間病院や地元医師会との連携を一層推

進してまいりたいと思っております。 

  それから、市立病院の将来のあり方について

の今後の対応、計画についてでございます。 

  公立病院としての役割を今後どのように担っ

ていくのか、それから今後の進め方はどうなる

かということでございますが、さきに申し上げ

ましたように、公立病院は地域における医療体

制を確保する上で極めて重要な役割を担ってお

ります。その役割を果たすため、当院では平成

19年７月に策定しました「米沢市立病院中長期

計画」を平成24年、ことしですが３月に改定し

て、今後５年間の目標を定めたところでありま

す。 

  改正の内容といたしましては、この計画の事

業運営目標であります、患者サービスの向上、

良質な医療の提供、経営基盤の強化を引き続き

堅持し、過去５年間の運用実績を再確認しなが

ら、実施計画の追加、変更等を行い、平成27年

度までの「実施計画」としたものであります。 

  今後におきましても、当院が置賜二次保健医

療圏内で公立置賜総合病院とともに基幹病院の

役割を担い、本市を中心とする医療圏の中核的

な病院として地域住民の期待に応え、良質な医

療を安定して提供し、公立病院として地域の高

度医療、救急医療等の不採算部門もあわせて担

っていくためには、健全な経営の継続性が求め

られております。そのためには、医師・看護師

等の人材確保対策、高度医療機器の導入、安定

した収入の確保、徹底した費用の削減等、経営

改善を推進し、老朽化が進む病院の建てかえを

視野に入れながら、経営基盤の強化を図ってい
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きたいと考えております。 

  また、今後の計画につきましては、「新米沢

市行財政改革大綱に基づく具体的取組事項の平

成24年度年間スケジュール」に記載しましたよ

うに、病院経営の健全化をさらに推進し、国や

山形県の動向を踏まえながら、今後の病院のあ

り方や老朽化の進む病院の早期建てかえを検討

するため、本年中に（仮称）病院の在り方に関

する検討委員会を外部委員を含めた体制で設置

する予定としております。当該委員会におきま

して、置賜二次保健医療圏の人口の推移、需要

予測、医療需給の見通し、必要性を満たす診療

科目、病床規模、経営形態等、さまざまな項目

につきまして外部の御意見をいただきながら、

県が策定を進める次期「山形県保健医療計画」

における当院の役割と位置づけ、医療を取り巻

く国・県の動向に注視し、病院のあり方や建て

かえの検討を進め、本市の財政状況や当院の経

営状況を勘案した病院機能のグランドデザイン

的なものを策定し、適切な時期に市民の皆様や

市議会にお示ししたいと考えております。 

  今後につきまして、地域に必要な医療提供体

制を維持するとともに、あわせまして健全経営

と医療の質の確保に病院が一丸となって取り組

んでまいりたいと思っておりますので、御理解

と御支援を賜りますようにお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、吾妻山を活用し

ての観光等についてお答えいたします。 

  初めに、現在の天元台の状況及び今後につい

てであります。 

  まず、天元台高原索道施設及びスキー場運営

に関する市の対応についてでありますが、基本

的には、市と運営会社で役割分担を行いながら、

今後も適切な管理運営に努めてまいります。 

  市の役割といたしましては、主に索道施設の

安全で安定的な運行のための維持管理及び大規

模な施設等の改修や大型の機器の整備等を担う

こととしており、運営会社には、施設の維持管

理運営及び施設を活用した西吾妻山観光振興を

担っていただいているところであります。 

  この役割分担に基づき、具体的には市では

「天元台索道施設整備計画」により索道施設の

整備を行っており、今年度から平成27年度まで

を実施予定としている第２期計画に基づき、ロ

ープウエー等の更新を計画的に進めてまいりま

す。また、昨年は老朽化した圧雪車の更新を行

うなど、大型機器の整備等を行ってきたところ

であります。 

  次に、運営会社である株式会社天元台の状況

でありますが、レジャー人口の減少傾向や厳し

い自然環境に加えて、東日本大震災の風評被害

の影響をいまだに受けており、なかなか売り上

げの回復が見込めない状況にあります。さらに、

施設の老朽化などにより宿泊事業を休止せざる

を得なくなったことから、今後の利用者の確保

が不透明な状況となっており、今後も厳しい経

営状況にあると思われますが、過日の第10期定

時株主総会において、代表取締役社長が交代し

て新たな経営体制となり、新体制のもと周辺施

設や白布温泉等との連携を強化し、天元台高原

の素材や地域特性を活用した季節に応じた商品

企画を計画するなど、経営戦略を策定し、目標

値を設定しながら、集客増加を目指し取り組み

を始めたところであります。 

  このような状況にあって、本市では緊急措置

として、昨年10月から山形県緊急雇用創出事業

臨時特例基金事業を活用した山岳観光拠点の環

境整備や山岳観光案内機能の拡充等を行い、観

光誘客の促進に取り組んでまいりました。さら

に、今後は本市からの取締役も増員して２名が

就任することになりましたので、本市といたし

ましては、より一層の営業活動や経営努力を強

化し、収益の改善に向けた取り組みを要請する
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とともに、経営陣と緊密に連携をとりながら、

運営会社が安定した経営を維持できる体制を支

援していきたいと考えております。 

  その取り組みの一つとして、ことしも天元台

と白布温泉が一体となって、来る９月22日、23

日に天元台感謝デー「西吾妻山・天元台秋一番

フェスティバル」を開催することとしており、

広く市民の皆様方にもＰＲをしていきたいと考

えております。 

  次に、旧かんぽの宿米沢簡易保険保養センタ

ーの現状についてお答えいたします。 

  米沢簡易保険保養センターは、平成18年３月

で閉館した後、民間企業に売却されましたが、

現在所有する企業が民事再生法の適用を受けて、

大手ゲームソフト会社の子会社となり、旧米沢

のかんぽの宿の競売が６月に行われたとの情報

しか得ていないところであります。 

  旧かんぽの宿に関しましては、本市といたし

ましても、吾妻山の玄関口である白布温泉の景

観への影響や防犯上の問題もあることから、現

状には大変苦慮しているところではありますが、

現段階では状況を見守っていくことで、今後と

も情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、観光資源である吾妻山をどう活用して

いくのか、今後の計画についてお答えいたしま

す。 

  日本百名山の一つである西吾妻山を擁する吾

妻連峰とその裾野に点在する温泉地は、言うま

でもなく本市の大変重要な観光資源であります。 

  現在、その自然を活用した観光振興を図るた

め、天元台の索道施設整備事業、登山道の環境

整備のための下刈りや倒木処理などを実施して

いるほか、白布温泉観光協議会が中心となった

温泉地内の板塀整備や散策路整備など白布温泉

観光地づくり事業の支援を継続して実施してい

るところであります。 

  また、昨年発足した「温泉米沢八湯会」では、

中高年や山ガールブームなどにより今後も増加

するであろうトレッキングや登山者の誘客を図

るべく、吾妻山を活用した山岳観光の取り組み

を模索しているところでありますし、株式会社

天元台においても体育関係の高地トレーニング

合宿のさらなる誘致を掲げるなど、いわゆるグ

リーン期の利活用強化に向けて誘客促進してま

いりたいと考えております。 

  本市といたしましても、今年度策定いたしま

した第２期米沢市観光振興計画を踏まえて、民

間と協働して吾妻山を活用した望ましい観光振

興の将来像を模索し、吾妻山を活用した観光誘

客に取り組んでまいりたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、児童会館の

プラネタリウムの更新等についてお答えいたし

ます。 

  初めに、児童会館のプラネタリウムの現状と、

近隣市町の住民の方々の利用状況についてお答

えいたします。 

  児童会館は、昭和58年10月に開館して29年が

経過しました。当会館のプラネタリウムは、星

座にまつわる神話や四季の星座を映し出し、果

てしない宇宙を体験できる夢空間となっており

ます。 

  しかし、開館当初から設置しているプラネタ

リウムは老朽化が進み、修繕等をする場合の部

品の調達にも苦慮している状況にございます。 

  平成23年度の団体投影実績について、米沢市

以外の置賜２市５町からの利用団体は33件986名

で、全利用団体数の33％を占める状況となって

おります。 

  今後、近隣市町の住民の方々に対しては、ホ

ームページを活用した情報提供のほかに、置賜

地区の小学校等にプログラムの更新などの施設

利用の案内を送付するなどＰＲ活動を行い、置
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賜地区に１つしかない施設である本プラネタリ

ウムの利用促進を図ってまいりたいと考えてい

るところでございます。 

  次に、更新の際の機種選定についてでござい

ますが、現時点では具体的な更新計画が進行し

ておりませんが、今後まちづくり総合計画に組

み入れることを念頭に置き、機種につきまして

は類似施設の視察等を実施し、費用対効果を考

慮しながら、既存スペース内での更新にマッチ

する機種を選定していきたいと考えております。 

  次に、プラネタリウムの位置づけを社会教育

全体として考え、大人も利用できるプラネタリ

ウムの導入をしてはどうかについてであります

が、現プラネタリウムは児童会館の施設という

位置づけから、幼児対象のプログラムと小学生

以上対象のプログラムの２つの投影を行ってい

るところであります。 

  平成23年度の投影実績によりますと、高校生

以上の一般観覧者は1,654名で、全観覧者の

26.2％、約４分の１、そのほとんどが子供同伴

での観覧者であると推測しております。また、

現在の投影装置で使用できるプログラムの種類

も年々限られてきていることから、現在の投影

装置での大人向けのプログラム導入は困難な状

況にあると考えております。 

  なお、更新時には、大人向けのプログラムの

導入について検討し、高校生以上の一般観覧者

の増加にも努めてまいりたいと考えております。 

  次に、子供からお年寄りまで楽しめるプラネ

タリウムにするため、今後の取り組みをどうし

ていくかの御質問にお答えいたします。 

  児童会館は、あくまでも幼児から中学生まで

を対象とした社会教育施設であります。プラネ

タリウムは、今後も児童会館の施設の一部とし

て、また児童生徒に夢を与える一つのツールと

して充実を図るとともに、今後の更新について

は、先ほども申し上げましたが総合計画を念頭

に置き、特定財源の確保を含めて検討してまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願い

したいと思います。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） それでは、通告に沿

って順番に個別に質問させていただきます。 

  まず、先ほど市長からの除雪に対する前向き

な回答、大変ありがとうございます。やはり、

子供たち、お年寄りの方々、大変足元悪くなり

ますので、その点に気をつけていただいて、十

分対応をお願いしたいと思います。 

  それでは、まずは市立病院の将来のあり方に

ついてなんですが、ことし以降基本構想といい

ますか、計画で外部委員を含めての委員会を立

ち上げてやりたいということでお話ありました

が、外部委員の方、具体的にどういった方々が

構成されるか、今の段階でおわかりであれば教

えていただけますか。 

○佐藤 議長 芦川病院事業管理者。 

○芦川紘一病院事業管理者 その人選といいます

か、こういう方がいいのではないかということ

で進めて、実際に具体的に進めておる段階なん

ですけれど、まだ公表できる状況ではないもの

ですから、学識経験者、大学関係の方が多いで

すけれど、それから一般市民の方も含めて、県

とか市を含めて、各分野にわたっていろいろ御

意見を伺いたいというふうに思っております。

よろしいでしょうか。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） 私は、壇上からの質

問で、病院の医療の質の向上、これが大切だと

いうふうに訴えさせていただきました。また、

選択と集中ということで、市内の大きな病院２

病院についても名前を出させていただいて、し

たわけでありますが、やはり、現在の医師不足、

看護師不足の中で、民間で強いものはぐっと伸

ばしていただくと、そして公立病院では、やは

り精神や小児科や、やっぱりそういう産科的な、
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そういったところをフォローすると、そういう

のが大切だと思います。そこで、市立病院を含

めた３病院の連携ということもありますので、

もちろんいろいろ意見交換をなされているとい

うことなんですが、医師会とも話をされている

ということなんですけれども、そういった方々、

代表の方、あるいはその組織に民間病院に所属

する方、そういった方を委員に入っていただく

ということはお考えはないでしょうか。お尋ね

いたします。 

○佐藤 議長 芦川病院事業管理者。 

○芦川紘一病院事業管理者 当然医師会からは入

ってもらうことに考えております。話もしてあ

ります。このいろいろな医療機関になりますと、

またそれぞれのが出てきますので、そこはどう

するかは差し当たっては、これ公立病院の建て

かえのとき、全国のいろいろな事例を見ていま

すけれども、余り広げますといろいろ問題が起

きてきますし、それからこれも余り、実は既に

いろいろな連携をしようということで話は既に

してありますので、この委員会そのものに入っ

てもらうかどうかはまた別問題というふうに思

っております。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） 私は、最近ですが、

両病院のトップの方と直接お話を、簡単ではあ

りますがさせていただいたりした機会がありま

した。やっぱりその中で、選択と集中的なよう

なことをおっしゃっておりまして、民間の方は

一生懸命汗をかいてなさっているわけです。大

変恐縮なんですが、やっぱり緩いのではないか

というような感覚のこともありまして、であれ

ば、その採算のことも大切でありますが、必要

な部分には手厚くしていくと、特にこういう世

の中で精神の部分なんていうのはなかなか難し

い問題もありますので、ぜひ広げると、外部に

広げるのではなくて、地元のそういう一生懸命

なさっている病院の方々の声に対しても真剣に

耳を傾けていただいて、その中で置賜の中の中

核病院の一つとしての市立病院の位置づけを確

立していただきたいということを、まずは要望

させていただきます。 

  時間もあれなので、次に移らせていただきま

す。吾妻山の観光ですね、活用についての観光

ですが、私も先般の定例会の予算委員会で質問

させていただきました。旧かんぽの宿米沢保養

センターについては、ちょうど競売で、それは

落札にならなかったのではないかと思いますが、

実際これは数年前の国策である郵政民営化の落

とし子といいますか、そういったところで、し

かも落札した業者が、もう今のところはこうい

う清算状態になりかけていると。結果的に今後

どうなるかというと、破産管財人の弁護士がつ

いているわけであります。それで、落札になら

なければ清算で、会社もなくなれば、もうそこ

は幽霊の建物になるわけです。そうすると手を

つけられなくなると。もしかするとただであげ

ますよと、誰かいませんかといっても、当然取

り壊しの話になるわけです。そういった場合に、

やっぱりこれ国策でしたことでありますので、

旧郵政省というのは今の総務省であります。ぜ

ひそういったところにこういった事件が、そう

いったことがなっているということを、自治体

からお訴えいただいて、今後の策、私も調査し

たところ、白布のかんぽの宿は、その会社の関

係で北海道の層雲峡にあるかんぽの宿と、いろ

いろ株式関係の増資関係の事件に大きく巻き込

まれて、なかなかややこしい状況になっている

ようなんです。そうなれば、やっぱり国のほう

が責任を持って、最終的に幽霊の建物になった

ら取り壊しをすると、そういったところの担保

をとるべきだと思いますが、そのことについて

ちょっとお尋ねします。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 今議員お述べになりました

状況でありますので、これは国のほうにもいろ
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いろ働きかけをしていく、あるいは情報収集を

していくというふうなことも大切だなというふ

うに思っておりますので、今後そういったこと

も含めて対策をとらせていただきたいというふ

うに思います。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） 先ほどの質問では、

私は将来に向けた吾妻山活用の新たなビジョン

計画についてということで、ございますかとい

うことで、私はもっとグローバルといいますか、

もっと大きい計画が今後なされるべきではない

かと思っております。というのは、白布温泉を

中心にして天元台があります。その中で、当然

いろいろな整備がありますが、例えばかんぽの

宿を国に平らにしていただいて、そこからもと

の国体コースといいますか、そこで、しかもも

ともとの歴史になりますが、天元台高原という

のは、昔のその鉱山の跡地、それをスキー場に

大きく展開して進めてきたわけです。現在のと

ころ鉱毒が出る、環境問題で、松川堰組合があ

りまして、定期的に管理しているわけです。そ

ういった中で、そういった全部込みで、例えば

その環境問題を含めて道路を今回ゴンドラのロ

ープといいますか、あれを１億円でということ

で今年度予算化なっておりますが、今後将来的

な見通しとすれば、やはり融雪道路的なところ

でもつくって、しかも高地トレーニングと、先

ほどいい話もありましたが、さらなる推進、そ

れでしかも、私思うんですけれども、やはり県

外の日本百名山を見てくるリサーチが必要だと

思うんです。長野県だとか、この辺だと蔵王山

がありますが、そういったところ、いいところ

を取り入れて何かできないかというふうに考え

ておりますが、そのことについて一言いただけ

ますか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 さまざまな全国の事例を勉

強させていただきたいと思いますが、喫緊の課

題といたしましては、経営の立て直しを一生懸

命やっていきたいと思っております。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） そのとおりでありま

す。ぜひ力強い支援を、改めてではありますが

お願いするところであります。要望いたします。 

  続きまして、プラネタリウムであります。確

かに児童会館の中の位置づけだから、その枠の、

その中で映るプラネタリウムと。私も何度か、

子供のというか、最近というか、古くから愛好

者でたまに見せていただきますが、今のプラネ

タリウムというのはすごいんですね。こんなに

宇宙はすごいのかというものを、全国のプラネ

タリウムを見ますと、子供たち見ているんです。

今回のは、これは何といいますか、星座盤で見

る、ちょっとプラスアルファなものですから、

児童会館の位置づけから外すかどうかというの

は、なかなか難しい問題ではありますので、も

し導入をされる場合は、高いレベルまで放映で

きるといいますか、それでしかもその幅のある

ものの導入によれば、子供から大人までという

ふうな活用ができると思いますが、そういった

点についてどうお考えかお答えいただきたいん

ですが。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 先ほども御答弁申し上

げましたが、既存施設のスペースでマッチでき

るような施設を考えておりまして、新たに別な

場所等について設置するという考えはございま

せんが、現施設のスペースを有効に活用できる

ような機種の選定に、更新のときには考えてい

きたいと考えています。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） ぜひ、全国のプラネ

タリウムを、機会があれば見てきていただきた

いと思います。私もちょっと趣味で天文をやっ

ていますが、ある先輩とともに天文台に行きま

した。その方は大きい事業をなさって、絶えず
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頭の中が経営のことでいっぱいの方だったんで

すが、その方とともに天文台に行って、Ｍ42で

しょうか、球状星団を見まして、そうしたとこ

ろ、その社長さんが、おおすごいと、それで帰

ってきて、いろいろ感想を聞いたところ、その

ときだけはもう頭の中がすきっとしたと、すな

わちアルファ波が思いっきり出たわけですね。

そういったところで、その方はまた経営がぐん

といったと、Ｖ字回復なさったということで、

そういうことがありますので、いろいろな意味

で効果的なのではないかと思いますので、ぜひ

幹部職員の方、日々多忙で忙殺されることが多

いでしょうが、ぜひプラネタリウムの観覧もお

願いしたいということを要望でさせていただき

ます。 

  さて、除雪体制について、ちょっと細かい話

させていただきます。大変ありがたかったです。

やっぱり交差点の見通し、これは交通事故につ

ながるものですから、それを推進していただけ

るということ、大変ありがたいと思います。ぜ

ひ力強くお願いしたいと思いますが、実は、排

雪、大雪の場合の排雪の出動のタイミングにつ

いてお聞きしたいんです。というのは、車道と

歩道があった場合、車道はどんどん押雪するわ

けであります。歩道のほうは小型のこれくらい

の幅の１人乗りまたは２人乗りのロータリーで

積み置きするわけですね。そうすると、車道と

歩道の間が壁が高くなるわけです。それで、大

体出動というのは雪灯篭の前に観光客の方を集

客するために一斉にするわけなんですけれども、

なかなかそのタイミングが難しいところがあり

まして、私もちょっとお問い合わせをことしい

ただきましたが、遠藤さんおっかないと、あそ

こを通っていくと、いつ崩れてくるかわからな

いと、しかもやっぱりロータリーだとぎりぎり

まで切り込みをするわけですよ。シューっとや

るわけです。すると、大変技術的で幅をとるん

ですが、幅をとるということは、その壁を薄く

することなんです。それで、大変怖いと、万が

一そこで小さい子供やお年寄りが下敷きになっ

たらどうなるんだ、なんていうことがあったも

のですから、そのタイミングなんですけど、ど

ういった今後対応されるか教えていただけます

か。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 ことしが大雪だったという

ようなこともございまして、そういったことが

起きたというようなこともございます。先ほど

市長からも答弁させていただきましたが、そう

いった反省点なども含めまして、またよかった

点も含めながら、間もなく到来する降雪期の除

雪体制を整えまして、市民の御理解と御協力を

得ながら、市民生活に影響が出ないよう、万全

な除雪に努力をしてまいりたいと思っておりま

す。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） ありがとうございま

す。私は、この間の冬のときに、当局のほうに、

幹部の方のデスクに参りまして、ぜひことしの

大雪の状況を写真で撮っておいていただけませ

んかというふうにお願いをしております。多分

その資料がたくさんあると思います。ぜひそれ

を見ていただいて、さらなる深いところ、細か

いところになりますが、きめ細かな除雪体制、

私も壇上からお訴えさせていただきましたが、

インフラ整備というので、この社会基盤整備も

すごく大切なわけですけれども、ソフト的とい

うわけではないですけれども、病院の質の向上

もお訴えさせていただきましたが、除雪のレベ

ルアップ、やっぱりそういったことがあって、

それが根幹なんです。それでやっぱり企業が来

るかどうかとか、学生の方が残るかどうかとか、

いろいろなこと、結婚先として米沢に嫁ぐかど

うかまで含めて、なかなか奥の深いところであ

ります。これは本当におてんとうさまと相談で

きない話でありますが、やっぱり私も青森県の



- 65 - 

青森市、新潟県の長岡市の除雪体制について、

いろいろ直接、電話ではありますが、あとは資

料をいただきまして勉強させていただきました。

その排雪のタイミングがタイムリーだと、お金

も割とかからないといいますか軽減されるんで

す。というのは、どんどんためてがんがんにな

ったものを、それを単なるロータリーの積み置

きではできなくて、ドーザーでがんがん削って、

それからすると二重作業になるようなんです。

そういった技術的なところも、優秀な建設業者

さんの方々と契約後ですか、その後にいろいろ

と勉強会などしていただいて、やっぱりいいも

の、そういったいいもの、知恵を入れていただ

いて、雪の多いところ、そこではきれいに、あ

んなに多い米沢だけれど、道路はばんばんじゃ

ないかと言われるようなところが、これが最高

のインフラ整備だと思います。また、やはり５

年後に高速道路が開通するわけです。やっぱり

そこにターゲット、目標を置いた中でのあらゆ

る市の政策を、まずそこに集中すると、それを

することが今大切だということをお訴えしまし

て、以上質問を終わりにさせていただきます。

ありがとうございました。 

○佐藤 議長 以上で11番遠藤正人議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  次に進みます。 

  一つ、学校給食を基軸にした食育・地産地消

の推進について。３番小久保広信議員。 

  〔３番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○３番（小久保広信議員） 市政クラブの小久保

です。９月定例会一般質問初日４番目で、午後

１番目ということで、非常に眠くなる時間帯で

はございますが、当局の皆さん初め議員各位に

おかれましても、よろしくおつき合いをいただ

きたいというふうに思います。 

  このたびもお忙しい中傍聴を賜り、まことに

ありがとうございます。 

  私からは、学校給食を基軸にした食育と地産

地消の取り組みについて質問をいたします。 

  私が食育について質問を行うのは、平成19年

９月定例会以来です。前回の質問時には、よう

やく担当課が農林課になり、食育への取り組み

が始まりました。 

  そして、平成20年から食育推進ワーキンググ

ループ会議が開催され、平成21年度から米沢市

食育推進計画策定委員会が発足し、ようやく平

成23年３月31日に米沢市食育推進計画が策定を

されました。 

  この食育推進計画の計画策定の趣旨の中で、

特にこれからの米沢市の発展のためには、子供

たちが健全な心と体を養い、本市の未来を担う

ことができるようにするとともに、市民全てが

心身の健康を確保し、生涯にわたり生き生きと

暮らすことができるようにすることが大切です、

と述べています。 

  さらに、計画の基本理念の中で、「食育」を

生涯にわたるテーマとし、「市民一人ひとりが、

自らの健康と、食の大切さへの理解を深め、健

やかで心豊かな生活を送ること」を目標に掲げ、

家庭、地域、社会のつながりと、日本人に最も

適した日本型食生活を見直しながら、家庭や地

域、学校などのあらゆる場で「食育」の実践を

進めていきます、としています。 

  私は、食育の中心となるのは、学校、とりわ

け学校給食によるものと思っています。また、

地産地消の推進に当たっても、学校給食が中心
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的な役割を担うものと考えています。そのこと

を踏まえて質問をさせていただきます。 

  まず、初めに小中学校での食育の現状は、に

ついてお伺いします。 

  昨年、平成23年４月に「米沢市学校教育にお

ける食育の基本方針」が出されていますが、そ

の内容についてお伺いします。さらに、基本方

針に沿って食育が行われていると思いますが、

その実施状況についてもお伺いします。 

  また、今年度の取り組みはどのような取り組

みが行われているのかお伺いいたします。 

  次に、学校給食における地産地消の現状につ

いてお伺いします。 

  この間の取り組みによって、ほとんどの学校

で地元産食材の使用はふえているというふうに

思いますが、平成23年度の地元食材の利用状況

はどのようになっているのかお伺いをいたしま

す。 

  さらに、現在地産地消の推進のために地域食

材の共同購入事業が取り組まれていますが、そ

の状況について、どのようになっているのかお

伺いをいたします。 

  また、共同購入事業における問題点は何なの

かお伺いをいたします。 

  次に、３項目めの学校給食における食育の取

り組みについてお伺いいたします。 

  既に取り組まれていますが、学校給食を活用

して栄養指導やマナーなどの食教育だけではな

く、食材、生産者、給食そのものを教材に使う

生きた教材として、食の安全性に関する教育が

必要だと思いますが、食の安全性についてはど

のような取り組みがされているのかお伺いをい

たします。 

  食育を行うためには、食育力を備えた食材で

なければなりません。食育力を備えた食材とは、

地元で生産された旬の食材、あるいは有機農産

物、地場産原料の手づくりに近い加工品です。 

  食育をする力を持った献立もあります。和食

や地域の伝統食、郷土料理などは、そうした力

が大きいと言われています。本市でも取り組ま

れていますが、もっと定期的に全校で取り組む

べきではないでしょうか。 

  また、安全性の点も考え、学校給食の食材と

して、食育力のある野菜でもある有機野菜を使

用すべきだと思いますが、この点についての当

局のお考えをお伺いいたします。 

  ４項目めの学校給食における地産地消の取り

組みについてお伺いします。 

  ７月に市政クラブで視察をしてきました愛媛

県今治市では、市内の自校方式、センター合わ

せて23の調理場で23通りのメニューで給食がつ

くられています。このことにより、少量の食材

の確保で済み、地場ものが使いやすくなってい

ます。 

  米沢市でも、メニューを今の２パターンから

ふやすことで、地産地消のさらなる推進が図ら

れるのではないでしょうか。当局のお考えをお

伺いいたします。 

  また、山形市においては、ジャガイモの契約

栽培をしていますが、本市でも同様にジャガイ

モやタマネギなど、年間を通して使用するもの

の契約栽培を行う取り組みができるのではない

でしょうか。この点についてもお伺いします。 

  また、現在旬のものを旬の時期に取り入れる

献立の作成が行われていますが、まだ不十分で

あるとの話もあります。旬の食材の使用をもっ

と徹底すべきではないでしょうか。 

  なぜ地産地消を推進するのか。それは、地産

地消の学校給食には食育効果があるからです。

2003年に今治市で行った調査では、地産地消の

給食が充実してきた1985年当時小学３年生だっ

た世代を対象に、地産地消の有機栽培の給食を

食べた地区のグループと、今治市内で別の地区

のグループ、今治市外の給食を食べたグループ

の３つに分けて調査を行っています。その結果、

地産地消行動といえる「できるだけ地元のもの
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を購入」「表示を確認してできるだけ安全なも

のを選択」の率が高いのは有機栽培の給食を食

べたグループで、次に市内の別の地区のグルー

プ、最後は市外でした。このように、地場産食

料を多く使うことで食育にもなります。 

  さらに、今治市では、食材の調達に優先順位

をつけています。最優先は校区内のもの、次に

市内のもの、次に県内のもの、次に四国地方、

西日本のもの、最後に国産のものというように、

地元に近いところからの調達ルールをつくって

います。本市においても明確な調達ルールをつ

くる必要があると思いますが、いかがでしょう

か。当局のお考えをお伺いいたします。 

  また、今治市では、農薬、化学肥料を周りに

比べて50％削減した特別栽培米を使用していま

す。児童生徒の健全育成、給食の安全性と品質

の向上を図り、あわせて地場産特別栽培米のＰ

Ｒと消費拡大、減農薬農法の普及を促進してい

ます。 

  ちなみに、今治市では、パンの小麦も地元産

でつくっています。６年前まで一粒もつくられ

ていなかった小麦が、現在では約60トンもつく

られています。さらに、大豆も地元産で、豆腐

などの加工品をつくって学校給食に使用してい

ます。 

  このような取り組みを本市でも行うべきと思

いますが、いかがでしょうか。 

  ５項目めの調理師による食育についてお伺い

いたします。 

  調理師だからできる食育も多いと言われてい

ます。実際に、横須賀市の「おにぎり隊」の取

り組みが行われています。この取り組みは、調

理師が給食時間に教室に出かけて、残っている

御飯を小さなおにぎりにしています。食べ切れ

なかった子供も、目の前でおにぎりを握っても

らうことで残さず食べるようになり、残食が減

りました。また、学校給食が「人の手で料理を

されている」ことを学び、調理とのかかわりが

持てる機会になっています。 

  調理師さんが直接子供たちと顔を合わせるこ

との効果は大きいと、学校給食関係の学習会で

報告されています。本市でも、この取り組みを

すべきではないでしょうか。 

  さらに、新潟県三条市では、調理師が食育を

取り組める仕組みと環境を整えています。さら

に、食育によって市民が健康で農業が盛んな生

き生きとしたまち三条を目指す市民団体に入会

し、活動しています。 

  本市でも、学校給食部会の調理師さんたちが、

毎年米まつりに参加をしております。また、独

自で学校給食フェアを行っています。行政とし

て環境を整備すれば、幾らでも三条市以上のこ

とができると思いますが、当局のお考えはいか

がでしょうか。 

  ６項目めの中学校給食の検証についてお伺い

します。 

  現在、中学校で行われている親子方式の検証

はどのようになっているのでしょうか、お伺い

します。 

  冷凍食品の使用がふえているとの話もありま

す。食育の観点からも、地産地消の観点からも、

手づくりが大切なのではないでしょうか。 

  今治市では、調理師１人当たりの調理食数は

平均62.7食で、なるべく生鮮食品から手づくり

の調理が行われています。さらに、自校給食に

おける食育には、調理師の力が必要です。本市

では、単純平均１人当たり133.12食ですが、調

理師１人当たりの食数が多いのと、場所が手狭

なのではないでしょうか。当局の認識と対策に

ついてお伺いいたします。 

  最後の項目の学校給食をどう位置づけるかに

ついてお伺いします。 

  いい学校給食とは、工夫の余地が多い学校給

食、子供の近くにある学校給食、教育の可能性

が高い学校給食、食の安全のリスクが低い学校

給食、地域・保護者が参加できる学校給食です。
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当局の考える学校給食は、どのようなものなの

でしょうか。 

  さらに、食育のためには自校直営方式が必要

です。地元の調理師が地場の農産物や料理を出

すことが大切です。1985年の合理化通知はセン

ター化促進ではないと、2004年の「合理化通知

の確認」連絡で「内容的に単独調理場を共同調

理場に変えていくということを趣旨したもので

はない」と文部科学省は言っています。さらに、

国の第１期の食育基本計画では、単独調理場方

式の教育効果の周知・普及が述べられています。 

  地産地消と食育の効果を最大限に発揮させる

ために、全国で多くの自治体でセンターから自

校方式への転換が進められています。また、大

規模センターを親子や小規模センターへ方針転

換した自治体も数多くあります。さきに述べた

新潟県三条市でも、センターの老朽化から直営

の自校方式に変更をしています。 

  本市においては、小学校は自校方式、中学校

が親子方式ですが、中学校の建てかえ等を機に、

中学校も自校方式にすべきと考えますが、当局

のお考えをお伺いいたします。 

  学校給食は単なる昼食ではありません。学校

給食法では、次の目標を定めています。 

  １つは適切な栄養の摂取による健康の保持増

進を図ること。 

  ２つ目として、日常生活における食事につい

て正しい理解を深め、健全な食生活を営むこと

ができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を

養うこと。 

  ３つ目として、学校生活を豊かにし、明るい

社交性及び協同の精神を養うこと。 

  ４つ目として、食生活が自然の恩恵の上に成

り立つものであることについての理解を深め、

生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全

に寄与する態度を養うこと。 

  ５、食生活が食にかかわる人々の様々な活動

に支えられていることについての理解を深め、

勤労を重んずる態度を養うこと。 

  ６、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化

についての理解を深めること。 

  最後に、食料の生産、流通及び消費について、

正しい理解に導くこと。 

  このことをどのように達成していくのか。コ

ストは確かに大切でありますが、そのことだけ

で捉えると、将来に大きな過ちを残すことにな

ります。 

  学校給食にとって、調理は献立作成や食材購

入と切り離せない大切な部分です。民間委託に

よって、地場ものの使用や食材に合わせた献立

の作成などができなくなっている事例は数多く

あります。このことは、安易な合理化が食育や

学校給食の教材化と矛盾していることをあらわ

しています。 

  学校給食をきちんと教育として位置づけるこ

とが大切です。そのためには、自校方式で調理

設備、食器等の充実。地元の人が専門職として

の調理を直営で行うこと。栄養教諭の学校配置

による教育と献立の作成。加工食品や冷凍食品

に過度に頼らない地場産の食材・調味料を使用

すること。手づくり手仕事の食材からの調理を

行うこと。常に子供たちに見せる、かがせる、

伝えることが大切です。このことにより、地産

地消の一層の推進と食育の効果が最大限発揮で

きるものと思います。 

  当局のお考えをお伺いし、壇上からの質問を

終わります。 

○佐藤 議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 ただいまの小久保議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、小中学校の食育の現状と、学校給

食をどう位置づけるかについてお答えをいたし

ます。 

  初めに、小中学校教育における食育の現状に

ついてお答えをいたします。 
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  食は生活の基礎となる部分であり、食生活が

人格形成に大きく影響を与えることは言うまで

もありません。食育は「知育・徳育・体育」の

基礎となるものとして「第３期米沢市教育・文

化計画」の中でも、感性豊かな心と健やかな体

の育成に向けて、重点的に取り組んでいるとこ

ろであります。 

  本市教育委員会といたしましては、小中連携

した食育をさらに推進するために、平成23年４

月に「学校における食育の目標と基本方針」を

策定し、食を通して子供たち一人一人が温かな

心を培い、健康な体づくりに必要な能力を身に

つけることを目標に、以下を基本方針として設

置いたしました。 

  １つ目は、食育はすべての学校で行うものと

し、校内指導体制の充実を図る。 

  ２つ目は、発達段階に合わせた重点指導内容

を明確にし、９年間を見通した指導を充実する。 

  ３つ目は、学校・家庭・地域の協力を促進し、

学校での学びを積極的に発信する。 

  ４番目、生きた教材としての学校給食の活用

の充実を図る。 

  ５番目、食を含めた生活リズムを身につける

ための取り組みを重視する。 

  最後６つ目は、肥満・痩身・食物アレルギー

や偏食など個々の問題に対応する個別指導を充

実する。 

  温かな心づくりと健康な体づくりをテーマに、

学年ごとの重点内容などを設定し、昨年度は各

学校の食育の全体計画の見直しや確認を行い、

それをもとに授業実践を推進してきました。 

  また、毎月開催しております献立作成委員会

では、栄養教諭が中心となって学校栄養士や調

理師、給食主任教諭などと食育についての情報

交換を行い、教材研究などにも取り組んでおり

ます。 

  各小・中学校の取り組みですが、大きく分け

て、教科における指導・給食を教材とした指

導・学校行事と連携した指導などが行われてお

り、子供の実態や各地域の特性を生かしながら

計画的に行っています。 

  平成23年度からは、食育を通して子供自身が

生きていくために必要な力を身につける、つま

りマスターするということを目指した「子ども

食育マスター育成事業」を展開しており、指導

者による出前授業や講演、地域の食材を生かし

た調理実習などに取り組んでおります。 

  例えば、昨年度は、愛宕小学校では、地域の

方に指導してもらいながら、雪菜・大豆・米を

栽培しながら地域の伝統的な農産物について学

び、授業参観日に地域の農家の方や保護者と一

緒に調理実習を行いました。三沢東部小学校で

は、米沢商業高校と一緒に、三沢地区に伝わる

特産物、これは豆もやし・温泉卵・女将味噌、

これらを学んだ後、オリジナル料理をつくり保

護者や地域の方に試食発表会を行いました。 

  本年度は、「成長期における食生活」「地域

農作物を利用した調理実習」「よりよい朝食を

めざして」などをテーマに取り組む予定であり

ます。また、中学校での食育の取り組みとして、

栄養教諭と家庭科教諭が連携して指導し、中学

生が作成した献立を給食に取り入れる予定であ

ります。 

  次に、学校給食の位置づけについてお答えを

いたします。 

  よい学校給食については、学校給食法の目的

に沿い、次世代を担う子供たちが健全な心と体

を培い、食に関する知識や豊かな人間性を育む

ことができることが、よりよい学校給食である

と考えます。食育としての教育は、献立や食材

を目で見て学ぶ、実際食べながら学ぶ、家庭に

帰って実践するという、一つの献立で３回学ぶ

ことができる貴重な生きた教材です。給食の時

間を活用しながら、給食に使われている食材を

取り上げながら栄養指導することはもちろんで

すが、食の安全性についても定期的に取り上げ



- 70 - 

て指導しております。今後もよりよい学校給食

の実施に努めてまいりたいと思います。 

  学校給食をどう位置づけるのかにつきまして

は、学校給食は児童生徒が健全な食生活を自ら

営むことができる知識や、食にかかわる人々へ

の感謝、伝統的な食文化についての理解を深め

るなど、学校教育活動の一環として重要なもの

であると考えております。 

  なお、中学校給食も自校方式にすべきではな

いかということにつきましては、現時点におき

ましては、現在実施しております親子方式の充

実を図ることを考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、２項目めの

学校給食における地産地消の現状についてから

６項目めの中学校給食の検証についてまでお答

えをしたいというふうに思います。 

  初めに、学校給食における地産地消の現状に

ついてお答えをいたします。 

  学校給食における地産地消の現状につきまし

ては、平成23年度の「野菜・果物の年間購入数

量調べ」によりますと、置賜産野菜の使用量は

30.5％、果物の使用量は22.0％、合わせて

29.2％というふうになっております。 

  食材の発注は学校ごとに行われておりますが、

食材を購入する商店に地元産の野菜を納入して

もらうよう依頼したり、生産者グループや農家

と連携を図ったりなどしながら、可能な限り地

元食材を利用するよう努めております。 

  また、昨年度には、農林課と連携しながら検

討を重ねてまいりました「学校給食における地

場産農産物供給システムモデル事業」を実施し

たところです。この事業は、生産者、青果物市

場、青果商組合、学校、及び本市が連携し、事

前に指定された地元産食材について、優先して

学校給食で利用し、学校給食における地産地消

の推進を図ろうとするものです。 

  このシステムのメリットとしては、大規模校

にも地場産農産物の供給可能であること、青果

物市場で注文のあった学校の数量を確保するた

め、品質の差が出にくいなどが挙げられます。 

  昨年度は、本年２月から３月にかけて、寒中

ネギ、寒中キャベツの２品目で実施し、その後、

関係者にアンケート調査を行いました。そのア

ンケートの中では、約８割の方が今後も継続し

てほしいとの好意的な回答でございました。 

  今年度につきましても、キュウリ、トマト、

ミニトマト、白菜、キャベツ、寒中キャベツ、

寒中ネギの７品目にふやして実施しているとこ

ろです。今後も必要量を賄える品目をいかにふ

やしていくかなどが課題でもありますが、地場

産農作物の地産地消にとって重要な事業と捉え

ておりますので、引き続き農林課との協議を行

いながら事業の充実を図ってまいりたいと考え

ております。 

  次に、学校給食による食育の取り組みについ

てお答えをいたします。 

  学校給食は、単に食事を提供するだけではな

く、学習指導要領にあるように健康教育の一環

であり、生涯を通じて健康・安全で活力のある

生活を送るための基礎を培うための重要な教育

活動であると認識し、小中学校においても指導

しております。学校給食を通した食の安全性の

指導として献立を立案する際には、栄養、食事

指導はもちろんのこと、「安全衛生」について

も指導を行うことができるように指導計画を作

成し、一口メモを活用するなど献立に合わせた

指導を行うように努めています。 

  一例を挙げますと、カレーに添える福神漬は

無着色のものを使用し、その意図を児童生徒に

伝えるよう指導資料を作成しています。今後も

食の安全性について伝えていきたいと思います。 

  地元産の旬の食材は、季節に合わせて取り入
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れております。また、家庭献立表に「地産地消

コーナー」を設けて、家庭への普及に取り組ん

でいるところです。また、先ほど御説明したモ

デル事業により、地場産の野菜が量にかかわら

ず購入できるようになりました。 

  伝統食、郷土料理につきましては、芋煮、も

ってのほかを使った菊花あえ、とろべこ汁、冷

や汁、おせち料理、鯉料理、雪菜のお浸し、豆

もやしを使ったビビンバなど、伝統的な味、児

童生徒の嗜好も考慮してアレンジした料理等を

取り入れております。 

  今後も料理を研究しながら、献立に生かせる

よう取り組んでまいります。 

  有機野菜につきましては、米沢市内での栽培

は各農家が個別に取り組んでいる状況であり、

有機野菜が市場に出回り安定的に供給可能であ

れば、学校給食においてもぜひ使用したいとい

うふうに考えております。 

  続きまして、学校給食地産地消の取り組みに

ついてお答えいたします。 

  現在、学校給食の献立につきましては、学校

給食関係者により２カ月前から検討を行い、最

終的には栄養教諭、栄養士、教員の給食主任、

調理師で構成される献立作成委員会において２

種類の献立を作成しております。 

  献立作成の際には、旬のものを旬の時期に取

り入れるよう考慮し、作成に当たっております

が、天候などによって農作物の収穫時期が左右

されることがあり、その取り組みには大変苦慮

しているところでございます。現在でも可能な

限り旬の食材を旬の時期に取り入れた献立とな

るよう努力しているところですが、今後もより

一層努力し、徹底を図ってまいりたいと思いま

す。 

  また、献立の種類をふやすことについてです

けれども、献立の一定程度の水準を維持するた

めにも、現状のまま実施していきたいと考えて

おります。なお、雪菜などの食材によっては、

使用量の集中を防ぐため、献立の種類を４種類

にふやすなど、工夫もしております。引き続き

献立に工夫を凝らしながら、地産地消の推進を

図ってまいりたいと考えます。 

  なお、御紹介いただきました山形市での契約

栽培につきましては、農林課とともに昨年度か

ら実施しておりますモデル事業の品目や量の拡

大を図りながら実績を重ね、契約栽培に結びつ

くような関係団体と連携しながら、前向きに検

討してまいります。 

  今治市での食材の調達ルート、特別栽培米、

地元産の原材料を使用した加工品のことにつき

ましては、こちらも農林課と連携を図りながら

研究をさせていただきます。 

  次に、調理師の食育についてお答えをいたし

ます。 

  学校において食育を推進するため、平成17年

度から栄養教諭制度が開始され、本市では本年

度は５名の栄養教諭が配置されています。なお

学校栄養士は５名配置されています。食に関す

る指導は計画的・継続的に進めることが肝心で

あり、栄養教諭・栄養士と全教職員が協力して

計画を作成するとともに、家庭や地域と連携し

て効果的な指導を行うことが重要です。 

  調理師による食育についてですが、各学校が

抱える課題や児童生徒の実態を把握しながら、

食育の目標、内容を理解し、それに基づいた献

立の調理を行うことは、調理師にこそできる最

大の役割であります。今後は、栄養教諭や栄養

士と一緒に食育の指導の一環を担うべく、前向

きに取り組んでいきたいと考えております。 

  また、食育の指導の内容の中には、「食物を

大事にし、食物の生産等にかかわる人々への感

謝の心を持つこと」があります。食生活は、生

産者を初め、多くの人々の苦労や努力に支えら

れていることや、感謝の気持ちのあらわれとし

て、残さず食べたり無駄なく調理したりするこ

とを実感として学習するにも、調理師や生産者、
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関係業者との交流をさらに密にし、温かな人間

関係の中で、勤労と感謝について学ぶ機会も大

切にしていく予定です。 

  調理師の食育のかかわりにつきましては、各

学校の食育の年間計画を作成する中で、調理師

とも意見を交換しながら、ＴＴ指導などの参加

体制をとっていくことが望ましいと考えており

ます。 

  最後に、中学校給食の検証についてお答えを

いたします。 

  中学校給食の検証につきましては、昨年度を

もって市内全ての中学校で完全給食が実施され

ましたことから、本年２月に関係する学校代表

者で組織しました「米沢市中学校給食検証委員

会」を開催し、中学校給食における現状や今後

の課題などについての御意見を伺ったところで

す。 

  委員会において、生徒から「給食のおかげで

好き嫌いが直った」という大変喜ばしい報告が

あった反面、中学校給食における食育のさらな

る推進など、今後の課題についても提起された

ところです。 

  中学校給食は、全校においておおむね順調に

実施されているものと認識しておりますが、今

後も小学校、中学校間の連携を密にするととも

に、関係者による全体的な情報交換の場を設け

るなど、引き続き中学校給食の充実を図ってま

いりたいと考えております。 

  また、手づくりの大切さは、議員のお考えの

とおり、食育にとって重要なことと承知してお

ります。今後も安全面などを考慮しながら、可

能な限り手づくりのものを提供していく努力を

してまいります。 

  調理師１人当たりの食数が多いことと調理場

所が手狭なのではないかとの御指摘についてで

すが、当市で定めております調理従事者配置基

準は満たしています。中学校給食を開始するに

当たり、人員配置に関する検討や施設の改修な

どを行い、現状ではできる限りの対策を講じて

おります。御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） それでは、自席から

２回目の質問をさせていただきますが、まず当

局からの食育マスター育成事業ということで御

答弁をいただきましたが、こういったモデル校

としてやられているわけですけれども、それで

はほかの学校では、こういった特色的なものと

いうのはなされていないわけなので、こういっ

た意味で、その同じ、そこの学校にいた子たち

はその食育は受けられた、しかしほかの学校の

子はそういったことがないということでは、ど

うなのかなというふうに思うんです。多分ある

のかと思うんですけれども、やはりきちんとし

た全市内、どこの学校の子供でも、学年ごとに

そういった食育のプログラムといいますか、そ

ういったものをつくるべきだというふうに思う

んですが、その点はいかがでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 学校における食育の目

標と基本方針については、各学校に示しまして、

全部の小中学校で食育の各学校の計画を作成し

ているところであります。ですので、全部の学

校でそれぞれの学校で計画に沿って食育を進め

ているところであります。そのほかに、食育マ

スター事業ということで公募をしまして、５校

ぐらいの学校について、ぜひそれをひとつ自分

の学校の特色として取り組みたいというような

ことで、取り組んでいただいているところです。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） 教育基本方針、目標

の中で、そういったことはなされているという

ことだと思うんですけれども、もう一歩進んで、

私としては同じプログラムで共通の教材といい

ますか、これは今治なんかもそうなんですけれ
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ども、大学の先生が入った形で、きちんとした

食生活、生活習慣病とかそういったものから入

って、普通の食事というのはどういうふうにな

るのか、今の独身男性の食事はすごく、男性だ

けではなくて独身者のひとり暮らしの人たちの

食事はひどい状況があるんですけれども、そう

いったことの現状、そういったものを出して、

きちんとした、将来自分はどういうものを食べ

たらいいのかという、そういったプログラムを、

認識するための学習プログラムをつくっていま

す。やっぱりそういった意味で、学年ごととい

いますか、その学年に合わせたそういったもの

を、統一的なものもひとつ、特色のあるモデル

もそれはそれですばらしいと思うんですけれど

も、一番基礎となる部分というのはきちんとプ

ログラムをつくっていくべきだと思うんですが、

いかがですか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 まさに、議員お述べの

とおりだというふうに思います。教育委員会と

しまして、この基本方針の中に、各学年の発達

段階に応じた食に関する重点指導内容というの

を指定しておりまして、例えば小学校の低学年

ですと、心づくりのところでは、食事のマナー

を知り、いただきます、ごちそうさまなどの挨

拶がきちんとできる。体づくりのところでは、

食品に興味を持ち、食品の名前がわかる、いろ

いろな食品を食べようと努力する。ここの指導

内容、特に重点的に扱ってほしいというふうに

指定しております。さらに、例えば中学校３年

生のところでは、心づくりのところでは、環境

や資源に配慮した食生活について関心を高める。

地産地消で築かれた食文化や歴史と自分の食生

活との関連を考え、伝統食や郷土食など地域の

食文化についての理解を深める。体づくりのと

ころでは、食事、運動、睡眠、休養などの生活

習慣を振り返り、望ましい食生活を実践するこ

とができる。食品を適切に選択し、栄養のバラ

ンスを考えた献立を作成し、安全や衛生に気を

つけながら簡単な調理ができる。というふうに、

学年を刻みながら重点的なところは指定してい

るところであります。それをもとに、各学校の

置かれている地域の状況などにおいて、計画を

つくって取り組んでいるところです。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） ぜひその点について

は、きちんとしていただきたいなというふうに

思いますし、できれば統一教材といいますか、

そういったものを使って、最低限という言い方

はおかしいですけれども、このことまでは米沢

市内の学校の子供たちはきちんと理解をし、わ

かっていますよという、そういったものにして

いただきたいなというふうに思います。 

  次に移りますが、今出されていました食育の

中身、先ほども教育長のほうから、積極的に学

校だけではなくて地域にも発信していくんだよ

というお話がございましたが、なかなか今学校

の中でどういった食育が行われているのかとい

うのは、地域の方がわかっていない部分がたく

さんあるというふうに思っております。実は、

きょうお聞きするまで、私もどういったものが

なされているのか、よく理解できていない部分

も多々ありましたから、そういった意味で、も

っと地域に向かって、何で学校が中核なのかと

いうと、学校から地域へ、子供たちからその親

へ、家族へ、そういった広がっていく、そうい

ったことが食育には必要だというふうに思いま

すので、そういった発信をしていくという、そ

ういった意味にはどのようなお考えでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 やはり発信をしていく

ということも非常に大事だなというふうに思い

ます。特に、食事というか給食というのは非常

にバランスのとれている食事でありますので、

その献立や実際に食べた感じを子供たちが家庭

に伝えていく、まずそこから始まるのかなとい
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うふうに思います。実際に食べたことを、今度

はお家の人に話をして、お家でつくってもらっ

たりしていく、そういったこともまず広めてい

かなければいけないなというふうに思います。

ただ、今議員お述べのとおり、その学校給食を

地域にという部分では、なかなかまだ全部の学

校でというふうにはいっていないのかなという

ふうに思うところです。これからいろいろ策を

考えていかなければいけないというふうに思い

ます。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） 米沢市の場合、食育

をまちづくりの中心にしていない部分があって、

そういった部分ではなかなか発信する機会がな

いのかなというふうに思いますけれども、やっ

ていることというのはほかの食育が進んでいる

ところと比べて、そんなに遜色はないというふ

うに私は思っています。そういった意味で、そ

れをきちんと市民の方にＰＲをする、そのこと

で米沢市の全体の食に関する意識といいますか、

そういったものが上がっていくというふうに思

うんです。そういった意味で、これは要望しま

すけれども、ぜひそういった策をきちんとつく

っていただいてＰＲに努めていただきたいなと

いうふうに思います。 

  次に、地産地消の部分なんですが、先ほど生

産者、青果物市場の業者の方と一体になってシ

ステムをつくられている、そういったことなん

ですが、一番地産地消で重要なのは、いつ、ど

こで、誰が、どのようにしてつくったかという

ことだと思うんです。そういった意味で、そう

いった顔の見えるものをいかに築き上げていく

かが必要だと思うんですが、その点については

いかがですか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 議員お述べのとおり、

まさにその地産地消で生産者の顔が見えるとい

うことが非常に大事だというふうに思います。

小規模の周辺部の学校につきましては、そうい

ったことが具体的になされております。生産者

の方の顔が見えて、きょうの献立のこの部分は

この方がつくったんだというのが、献立の脇に

張られておったりして、できておりますけれど

も、これがやっぱり大きい学校になりますと、

なかなかそこがうまくいっていない。大きい学

校が地元産の食材が使えなかった理由も、その

量的な部分もあって今までできなかったわけで

すが、今回のその取り組みというか農林課さん

との取り組みで、大分その地場産の野菜がまと

めてできるようになってきましたので、さらに

先ほども述べましたように、契約栽培とかそう

いったものにもうちょっと一歩進めていければ、

生産者の顔が見える、そういった食材の購入と

いう形に持っていけるのかなというふうに思い

ます。もう少し時間と努力が必要かなというふ

うに思っているところです。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） 実は、特別栽培米で

あれば、しっかりわかるわけなんですけれど、

現状でも青果物市場さんに納入して納めている

農家さんがいらっしゃるわけですから、そうい

った方の顔とか、どこでとれたんだよぐらいは

把握できるのではないかなというふうに思うん

です。一つごとにいろいろな農家さんが納入を

されて、そうした人たち、出していくというの

も一つの見える方法かなというふうに思います

ので、そういった面ではまだ工夫ができるので

はないかというふうに思っていますが、その点

はいかがですか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 学校の給食の食材には、

必ずどこ産ということで、それは必ず書かれて

くるようにというか、それは確認をする必要が

あるもので、しておりますので、今議員お述べ

のとおり、そういった生産者がわかるような、

そういった取り組みも可能ではないかなという
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ふうに思いますので、ぜひ研究してみたいと思

います。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） ぜひその点はお願い

をしたいというふうに思いますし、また先ほど

メニューの関係で、２パターン、堅持されたい

ということなんですが、しかしながら実際問題

として、一品、雪菜の関係でいえば４パターン

つくっておられているわけなんですよね。そう

いった意味で、地産地消をやっぱり推進するた

めには、少量性のもので、これは100％米沢のも

のですといったものを１品出していく、学校ご

とにそれが、その１品が違ってもいいのではな

いかなというふうに思うんです。それとか日に

よって違うとか、そういったやり方もできるん

だというふうに思います。そういった意味では

今治のように、今治は各調理場、センターに栄

養士さんが配置をされていて、その方たちがつ

くられているという話なんですが、そこまでは

いかなくても、10名の方がいらっしゃるわけで、

そういった意味では、その10名の方で10パター

ン、その１品だけでもいいと思うんです。そう

いったことをやっていくということはできると

思うんですが、いかがでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 先ほど答弁しました、

その雪菜のところでございますが、雪菜がやっ

ぱり１日にたくさんの量は入れられないという

ようなことで、お浸しについて、雪菜の入るお

浸しの献立と、そうでないところと、あとＡ、

ＢがあるＢコースのほうも全部雪菜は入らない、

その日は入らないとか、そういったその日にち

をずらして、うまくその雪菜が日にちを変えて

全部の学校を行き渡るような工夫を、献立作成

委員会のほうではしているようです。ですので、

ぜひやっぱり地元の食材、それから伝統的なそ

ういった食材を子供たちに食べさせたいですの

で、ぜひ検討していきたいと思います。 

  なお、今本市のその献立作成委員会のところ

ですけれども、学校栄養士５名、それから栄養

教諭５名、そこに今度は調理師さんの代表が２

名、それから教員の給食主任が小学校２名、中

学校１名という、そういった人たちで、それで

もやっぱりなかなかいろいろな観点を検討して

進めているもので、今のところはこの２パター

ンをベースにして考えたいなというふうに思っ

ているところです。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） ２パターンベースは

そのとおりだと、今の現状ではそのとおりだと

思うんですが、先ほど言いましたように、そう

いった雪菜のように、雪菜だけではなくて、ほ

かのものでもそういったことができるのではな

いかということです。ぜひその点については工

夫をしていただいて、地場産ものをいかに使っ

ていくのか、伝統野菜、雪菜だけではございま

せんから、そういったものを使っていくという

ことが、やっぱり食育力のある野菜を使うとい

うことだと思いますので、そのことによって地

元のことも、その野菜のことも学べるわけです

から、そういった意味で工夫をしていただきた

いというふうに思います。 

  次に、調理師さんの活用ということなんです

けれども、まだまだ調理師さんをうまく使って、

調理師さん、やはり食のプロですから、そうい

った意味では非常にすぐれた技術を持っていら

っしゃいますし、考えも持っていらっしゃいま

す。とりわけ米沢市の場合、手づくりにこの間

ずっとこだわってきたのは、やっぱり調理師さ

んたちですから、そういった意味で、そういっ

たところをきちんと活用して食育に生かしてい

く、そのことが必要だというふうに思います。

先ほどですと、これから一翼を担っていただき

たいということなんですが、具体的にはどのよ

うなことをお考えでしょうか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 
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○土屋 宏教育指導部長 米沢の学校給食はおい

しいというふうに言われております。ほかの市

町村からおいでになった先生が、米沢の給食う

まいねと言います。それは、やっぱり各学校の

調理師さんたちが頑張ってくれている、そのあ

かしだというふうに思っております。 

  まず、一番先の業務としては、先ほど申し上

げたように、その思いを込めた学校給食をつく

るというのが、やっぱり調理師さんの仕事の一

番でありますけれども、そのほかの場面でとい

うところで、子供たちが登校しているときは、

給食は大半あるわけなもので、なかなか調理師

さん、調理場から離れることというのは難しい

ということがあります。ただ、学校の例えば給

食記念週間とか、行事のときなんかは、ほかの

学校の栄養教諭の方なんかにも協力いただいて

実施するので、調理師さんが子供たちの前に立

つことも可能です。ですので、年間計画を立て

るときに、調理師さんが子供たちの前に立てる

ような場面を、やっぱり検討して進めていきた

いなというふうに思うところです。あとは、長

期の休業のときなんかに、何かこうできないか

というあたりは検討してみたいなというところ

です。 

  やはり、私も学校で一緒に勤めていて、一番

はやっぱりその子供たちと一緒にというところ

が、一番忙しい時間と子供たちがいる時間が重

なっているところが一番です。でも、子供が朝

学校に来て、給食室の網戸のところに、「おば

さん、先生、きょう給食何」と張りつくんです

ね。そこの網戸を押しているうちに網戸が内側

に倒れていくぐらいの、やっぱりそういうかか

わりというのは大事にしていきたいなというふ

うに思っています。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） そこが一番だという

ふうに思って、調理をされている姿を見せると

いうところが一番だと思うんですが、やはりい

かにほかのところでも活用されていますし、お

にぎり隊ではありませんけれども、そういった

様々な工夫をすることでできるんだろうという

ふうに思います。このおにぎり隊の部分でいく

と、ここだけでなくて、結構いろいろなところ

で同じような取り組みがなされていて、そうい

ったことの中でやはり子供たちが手づくりでつ

くられているということを学んでいくことがす

ごく大事なんだよという話がありましたので、

ぜひその点については追求をお願いをしたいと

いうふうに思います。 

  最後になってきますけれども、平成24年度か

らの新米沢市行財政改革大綱の中に、この10年

来変わらずに調理師に係る業務の今後のあり方

を検討し見直しを行うというふうに載っていま

す。今までのお話からいくと、この見直しとい

うのは、やはり食育の推進、地産地消の推進と

いう、昔にはなかった大きな課題があるわけで

すから、そういった意味で、単に調理をすれば

いい、レシピどおりつくればいいんだというと

ころから一歩進んだ食育、地産地消の推進者と

しての位置づけというものが必要だと思うんで

すが、その点についてはいかがですか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 調理師さんも学校に勤

めている仕事をしておられる方で、食育は学校

に勤める職員全体で学校給食にかかわって特に

そういった場面がありますので、大事にしてい

かなければいけないものだというふうに考えて

おります。 

○佐藤 議長 小久保広信議員。 

○３番（小久保広信議員） 職員として大事なも

のだということであるならば、やはりそこをき

ちんと、行革大綱で言っている見直しというの

は、ある意味民間委託を言っているようにとら

れます。多分そのことを言っているんだろうと

いうふうに思いますが、今お話をしてきたとこ

ろを市長聞いておられましたでしょうか。そこ
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をきちんと捉えていただいて、行政改革を進め

ていただきたいなというふうに思いますし、地

産地消の阻害要因ということで、これ農協さん

の、経営団体が出している冊子に載っているん

ですが、地産地消の阻害要因として合理化施策、

進まない要因として合理化があるんだよという

ふうなことを言っています。民間委託であると

か、パート化であるとか、調理師の削減である

とかと、そういったことが手間のかかるところ

を、地場もの、とりわけ規格外、ふぞろいだと

規格がそろっていないものが多いわけですから、

そういった意味で、そういったところが合理化

を進めれば地産地消も進まなくなりますよとい

うふうなことが言われています。そういった意

味で、ぜひ教育長のほうから教育の一環である

というふうなお話もございました。そういった

意味で、学校給食は教育ということであるなら

ば、教育にかけるお金を削るべきではないとい

うふうに思いますし、きちんと子供たちにいい

影響を与える、そういったものにしなければな

らないというふうに思っています。そういった

意味で、子育てや教育というのはお金がかかる

わけですから、そこをきちんと押さえていく必

要があるというふうに思いますし、教育として

の学校給食をきちんとやっていただくというこ

とを、こちらとともにそちらの市長のほうにも

申し上げて、私の質問を終わります。 

○佐藤 議長 以上で３番小久保広信議員の一

般質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時０５分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  一つ、総合的な子育て支援について外１点、

14番齋藤千惠子議員。 

  〔１４番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○１４番（齋藤千惠子議員） 一新会の齋藤千惠

子です。今回は、米沢市が子育てしやすいまち

になるように、乳幼児期の質の高い支援を目指

して「総合的な子育て支援」と「おしょうしな

ハーフマラソンについて」の２点について質問

いたします。早速質問に入ります。 

  １つ、総合的な子育て支援について。 

  まず、最初に待機児童の解消への対策につい

てお尋ねいたします。 

  米沢市の待機児童数の増加については、経済

状況の悪化に伴う女性の社会進出、核家族化の

進行、保護者の就労形態の多様化などの影響に

より、潜在的な保育需要が顕在化し、米沢市も

保育園の新設などで定員をふやしたものの、景

気低迷で働く母親がふえたことが背景にあると

思われます。米沢市の場合、女性が一生の間に

生む平均の子供の数は1.60と、少子化が依然と

して続いております。さらに、晩婚化や未婚化

が進む中で、一方それを上回る率で、今まで家

庭にいたお母さん方が、景気低迷に伴い働きに

出たいという考え方がふえています。それが、

年齢の若い人ほど見受けられます。赤ちゃんを

産んで半年ほどたったら、安心して赤ちゃんを

乳児園、幼稚園、保育園に預け、しっかり働け

るような環境を整える、それが２人目・３人目

と安心して子供を産み育てられる米沢市ではな

いでしょうか。まず、初めに米沢市の待機児童

の現状についてお尋ねいたします。 

  保護者が産後休暇の後、職場復帰が安心して

スムーズに行える状態でしょうか。保育所入所

が決まらず、認可外保育所に入れるには費用が

かかり過ぎるし、かといって会社に待ってもら

うことも難しい、下手をすれば会社をやめなけ

ればならないほどの危機感があり、何とか手だ

てはないかと相談に見える方がふえています。
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また、そもそも申請を諦め、認可外保育園に入

れている保護者など、カウントされていない潜

在保育ニーズはもっと多いのではないかと思わ

れます。 

  そこで、米沢市として地域の活性化と経済の

発展のためにも、今後待機児童解消のために、

その原因と、待機児童解消のネックになってい

る要因と課題、そして今後どのような解決策を

考えているのかお尋ねいたします。 

  次に、幼児教育の充実について質問いたしま

す。 

  現在、米沢市では乳幼児の保育・教育は、乳

児園・幼稚園・認可保育園・認可外保育園・児

童センターなどで行われていますが、その入所

状況はどうでしょうか。 

  また、毎日それぞれの保育所・幼稚園で、保

育や教育の充実を図っていると思いますが、ど

のような方法でその充実を図っているのでしょ

うか、お尋ねいたします。 

  次に、家庭での子育て支援について、私見を

述べさせていただきます。 

  近ごろ「産後クライシス」という言葉をよく

耳にするようになりました。出産後夫婦仲が悪

くなったり、離婚に至ったり、ひいてはそれが

その後の夫婦関係に長く影響するとさえ言われ

ています。夫婦にとって幸せの絶頂であるはず

の出産。その出産後には幸せでありながらも大

変な子育ての時期が待っています。特にこの時

期、言うまでもなく子育てを夫婦で力を合わせ

乗り切っていく、それが産後クライシスなど起

こさない方法の一つだと私は思います。夫婦の

パートナーシップや子供との関係が、人生の中

での重要度を高く位置づけている人が、特に若

い人に多く見受けられるようになりました。育

児を夫婦で家族で一緒にするものと、意識は大

きく変わってきていますが、お母さんの子育て

にかかる負担はまだまだ大きく、精神的に不安

定になることが多く見受けられます。産後は神

経が研ぎ澄まされている時期です。日ごろから

お父さん方は、御自分でできる最大限の子育て

を行って、お母さんが「産後クライシス」や、

鬱のような状態に陥らないように努力すること

が、御夫婦のきずなを強め、ひいては子供の成

長に必ずやよい影響を与えていくものと言える

と思います。 

  家庭での子育て支援として、父親の関与をふ

やす必要を述べてまいりましたが、同時に、家

庭で子育てをしている母親同士が集まり、悩み

を気軽に相談する子育て支援も必要だと思いま

す。時には予防接種や健診時や健康教室のとき

なども、その支援に当たることも必要だと提案

いたします。少子化の中で、また３世代同居が

減る中で、孤立して子育てをしている家庭や母

親も少なくないのも現実なのです。 

  次に、ファミリーサポートセンターへの支援

について質問いたします。 

  子育てのお手伝いをしたい人と、子育てのお

手伝いをしてほしい人が会員になり、お互いに

地域の中で助け合いながら子育てをする、とて

もすばらしい支援だと思います。実際たくさん

の方が会員になって利用していらっしゃいます。

サポートは有償ボランティアで、この負担を軽

減するためには、米沢市は半額補助することを

提案をいたします。既に天童市や長井市でも半

額補助を行い、利用者に喜ばれております。米

沢市においても利用料の支援をすべきと思いま

すが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。 

  次に、学童保育所の充実について質問いたし

ます。 

  現在、米沢市の放課後児童クラブは、ＮＰＯ

法人や保育者会や児童センターなど、地域それ

ぞれに異なった運営形態で、市内27カ所で1,000

名を超す児童が利用しております。このうち、

保護者会が運営するクラブは、特に財政的に運

営が厳しいと聞いております。そこで、子供た

ちに適切な遊びや生活の場を、安心して保護者
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の皆さんが預けて働けるように、放課後児童ク

ラブのさらなる充実を提案いたします。施設を

市が借り上げて運営者に無償で貸し付け、運営

は保護者会などが民営で行うということはでき

ないのかどうか、御検討をお願い申し上げます。 

  また、現在は民間の施設を借り上げ、それに

対して補助金を出し支援しておりますが、学校

の空き教室や公共施設を利用して、もっと良好

な環境で保育を行うべきと考えますが、今後の

見通しをお聞かせください。 

  核家族が進む中で、家庭内で子育ての悩みな

どを相談する相手もなく、子育て支援の情報を

外部に求めている人が多い現状です。本市では

「よねざわ子育てハンドブック」を発行し、子

育て世代に配布しておりますが、現代の若い世

代は、紙ベースではなく、情報をスマートフォ

ンや携帯やパソコンなどで得ています。そこで、

現在配信されているサイト「モバイルよねざ

わ」の中身をもっと充実させ、さらにコミュニ

ティーサイトとして市民相互の交流ができるよ

うに、この子育て支援サイトの充実を提案いた

します。発信する情報は、行政サービスの情報

や民間の情報、病院やレジャー施設や公園など、

親子で楽しめる施設情報、地図も掲載し、さま

ざま多岐にわたる子育て支援の情報を発信する

など、子育て支援サイトの充実を提案いたしま

す。 

  米沢市の次世代を担う元気な子供たちをどう

育てるか、特に乳幼児期の質の高い支援が求め

られています。人としての土台を築く大事な子

育てを、地域全体で行うという基本的な考え方

に基づいて、全ての子育て世代が安心して子供

を産み、喜びや楽しみを感じながら子育てを営

むことができるまちづくりが必要となります。

そして、若者や子育て世代に定住を可能とする

施策、子育て世代に優しい魅力あるまちづくり

を目指して、実現させるべくさまざまな提案を

させていただきました。 

  次に、おしょうしなハーフマラソンについて

質問いたします。 

  上杉鷹山公生誕250年記念事業として開催され

ました「おしょうしなハーフマラソン」も、こ

としで第12回となりますが、谷川真理さんを迎

えての第１回目のときだけ、愛宕小学校をスタ

ートして市街地を走り、愛宕小にゴールすると

いうコースでしたが、その後は苦情が来るとい

うことで、現在陸上競技場をスタートして河川

敷を走り、競技場にゴールするという沿道の観

客の少ない寂しいコースです。「おしょうし

な」の名前にふさわしい市民や地元企業挙げて

の沿道の応援や、ボランティアなど地域一丸の

温かいおもてなし、コースの見直しなど、観光

という観点で見直すことを提案いたします。 

  次に、全国の市民マラソンの実践例の成功例

の一つを御紹介いたします。 

  日本最大の走る仲間のウェブサイト「ランネ

ット」で発表された人気大会100選に選ばれてい

る「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン」は、

昨年の大会で１万人の大台を突破した東北最大

の大会です。首都圏の駅構内に大会ポスターを

張るなどの広告宣伝や、東根温泉などに泊まる

お得なＪＲパック、参加者数の２倍から３倍も

訪れると言われている同伴者の人々も楽しめる

企画など、今ではさくらんぼ大会そのものが誘

客であり、観光宣伝となっております。実際に

行ってみると、沿道ではサクランボの小枝でボ

ランティアの方々がつくった小旗を一人一人振

りながら応援しました。さくらんぼ東根駅では、

東根温泉のおかみ会の皆さんが横断幕を持って

出迎えや見送りをしてくれたり、会場の陸上自

衛隊神町駐屯地内でのにぎやかな観光物産ブー

スや、たくさんの地元企業の出店やイベントの

開催など、参加者や付き添いの人々が楽しんで

満足して、ほのぼのと温かい気持ちになって、

また来ようかなと思う、そんな大会でした。地

場産業の活性化、地域活性化にも大いに効果の
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あるこの大会は、「おしょうしなハーフマラソ

ン」にとても参考になると思います。 

  次に、市民マラソンの経済的効果としては、

まず短期的な経済効果としては、マラソン大会

の参加者や応援者による飲食や宿泊があります。 

  また、中長期的経済効果としては、参加ラン

ナーや同伴者の満足度を高めることで、マラソ

ン大会以外の目的でももう一度訪れるリピータ

ー率を伸ばすこと、大会自体が広告となって、

“おしょうしなのまち・米沢”を全国に発信す

ることにより、米沢の知名度向上を図り、集客

効果を狙う中長期的観光振興につなげていくこ

とが挙げられると思います。 

  こうした短期的・中長期的経済効果を上げる

には、もっと戦略的な数々の取り組みを進めて

いく必要があると思います。 

  最後に、今後のおしょうしなハーフマラソン

の展望について、私見を述べてみたいと思いま

す。 

  まず、魅力あるコースの設定についてですが、

市街地、住宅街、官庁街、のどかな田園、そし

て果樹畑など、景色の変化に富んだ公認コース

の設定が求められます。確認申請に向けて各方

面の御協力を重ねてお願いしたいと思います。 

  次に、市民の参加は、ボランティア、沿道の

大応援など小中学生・企業・地域一丸となった

米沢市挙げてのおもてなしの実施が、今後の大

会の大きな課題の一つであると思います。 

  また、情報の発信・受信力の強化も重要と思

われます。情報の発信力の強化という点では、

まず全国の数ある大会の中での独自性や特色を

アピールしていくことが重要です。また、米沢

市のホームページでは、大会概要はもちろん載

っていますが、コース・会場図・交通規制・公

認ツアー・アクセス・観光案内、また大会後、

ランナーの全ての写真の掲載、ゼッケン番号で

写真を検索できるなどの写真公開などなど、宿

泊については、事務局への問い合わせを掲載す

るのではなく、ＪＲとタイアップしたお得な宿

泊プランによる宿泊者の増加を図ったり、地図

つきの夜の飲食店の割引などを試みたりなど、

滞在中の消費額をふやす努力が必要だと思いま

す。また、受信力という点では、参加者に対す

るアンケート調査やネット上での感想などから、

改善点やリピーター率引き上げのヒントを得る

ことも重要です。大会を観光という観点で、も

う一歩進めていただきたいと思い、数々の提案

をいたしました。 

  近年、全国の主なマラソン大会の参加者の増

加の背景には、2007年開催の東京マラソンの影

響や、健康志向の高まりで健康維持の手段とし

ての注目度などが考えられます。ランニングブ

ームの現在、もっと戦略的な取り組みを進め、

走る仲間のスポーツマガジン「ランナーズ」に

掲載されている「全国ランニング大会ガイド」

に、我が米沢市の「おしょうしなハーフマラソ

ン」もぜひ掲載されるように強く願いながら、

壇上からの質問を終わりたいと思います。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの齋藤千惠子議員の

御質問にお答えをいたします。 

  私からは、総合的な子育て支援のうち、待機

児童解消への対策についてと、幼児教育の充実

についてお答えをいたします。その他は部長よ

りお答えをします。 

  本市における待機児童数は、９月１日現在で

49人となっております。本市では平成12年度か

ら待機児童が発生し、徐々にその数が増加し、

平成14年４月１日には43人に達しました。その

後も待機児童の増加が見込まれますことから、

平成14年度に「米沢市児童保育計画策定委員

会」を組織し、待機児童解消のための計画の策

定に着手いたしました。その後、委員会での検

討を経て、平成16年３月に「米沢市児童保育計

画」が策定されました。 
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  この計画に基づき、平成16年度から保育所整

備等定員増を行い、待機児童は１桁にまで減少

したものの、平成18年度からは再び増加を始め

ました。 

  一方、保育所の中には、施設が老朽化してい

るため、園舎の改築を計画する法人があらわれ

てきたことから、平成21年度と22年度に「そら

いろ保育園」の新設を初め、興道東部保育園及

び山上保育園において増改築を行い、90人の定

員増をしました。また、平成24年度におきまし

ても、既存の施設の一部で13人の定員増を行い

ましたが、待機児童はふえ続けている状態です。 

  この待機児童増加の要因でありますが、人口

は減少しているものの、世帯分離等によって核

家族世帯が増加し、家庭内保育が困難な家庭が

増加していること、昨今の経済状況から夫婦共

働きの増加やパート時間の延長等により保育に

欠ける児童が増加していること、保育所の努力

により保育の充実や児童の処遇が向上した結果、

保育所の評価が上昇したことにより、入所希望

者が増加したことなどが大きいものと捉えてお

ります。 

  この待機児童を解消するためには、定員の増

加を図ることが解決策の主な方法であると考え

ております。そこで、定員増を図る手法といた

しましては、新たに必要とされる定員分の保育

園を開設することが一般的ではありますが、そ

の際、事業主体となり得る法人が存在するのか、

また一般的に事業実施までには数年を要するこ

とから、直ちには対応できないというような問

題があります。また、就学前児童数が減少傾向

を示している現状において、将来入所希望者が

減少することが想定されることから、その時点

での定員管理、入所決定をどのようにするかと

いうことも課題として考えられます。 

  このようなことから、既存の保育所において

新たに施設の増改築は行わず、現在の施設にお

ける余裕分を活用することで定員の増加を図る

よう、各保育所と調整を行っているところです。 

  次に、幼児教育の充実についてお答えをいた

します。 

  本年５月１日現在で、幼稚園に1,182人、保育

所に1,415人、児童センターに121人、認可外保

育施設では、一般の施設に231人、院内保育所に

61人、事業所内保育所に９人の合計301人が入所

しており、総合計は3,019人となっております。

なお、就学前の児童数は4,221人であることから、

差し引き1,202人が御家庭で保育されていること

になります。 

  この幼児教育の充実をどのように図っていく

かということですが、保育所におきましては、

市内全ての保育所が加入しております「米沢市

保育会」において、各種の研修を行っておりま

す。園長を対象とした研修では、園の経営や保

育所に関する法律の研修、各園の情報交換、主

任保育士を対象とした研修会では、園の運営や

人材育成についての研修、給食担当者会では、

安全な給食や子供の良好な発育のための給食の

あり方、アレルギー対応等についての研修、各

年齢別児童の担当者会では、担当する年齢の児

童の保育方法についての研修、そして保健担当

者会では、園の衛生管理や感染症予防に関する

研修などを、それぞれ１カ月から２カ月に１度

定期的に実施しております。また、外部団体等

が実施する研修会や講習会も積極的に受講して

おり、多くの機会を捉えて研修を積み重ねるこ

とにより、保育の充実を図っているところです。 

  また、認可外保育施設や児童センターにおき

ましても、保育所と同様に外部の講習会等を受

講するとともに、本市が毎年開催しております

研修会にも参加をしていただき、保育の充実を

図っているところです。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、総合的な子
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育て支援についてのうち、ファミリーサポート

センターへの支援、学童保育所の充実、地域に

おける子育て支援についてお答えいたします。 

  まず、ファミリーサポートセンターへの支援

についてであります。 

  ファミリーサポートセンターにつきましては、

先ほど議員も述べられたとおり、子育てをお手

伝いしたい人と子育てを手伝っていただきたい

人が会員になり、お互いに地域の中で助け合い

ながら子育てをする、会員制の支え合い活動を

するところでございまして、保護者の皆様にと

りましては大変有意義な制度となっております。 

  しかし、その利用料金は時間単位で設定され

ておりまして、長時間の利用者や短時間であっ

ても多くの回数を利用される方にとりましては、

その利用負担が大きく、この利用負担を軽減す

るための支援制度の創設について要望も出され

ておりました。 

  ファミリーサポートセンターを設置しており

ます県内の市町村の中で、利用料の負担を軽減

するための支援を実施しているところは、現時

点では少数にとどまっております。また、一方

で保育所で実施されております同様の事業であ

る「一時預かり」や「休日保育」の料金体系に

及ぼす影響も配慮する必要があると考えており

ます。 

  したがいまして、ファミリーサポートセンタ

ーの利用料の負担を軽減するための支援につき

ましては、県内市町村の動向や、ほかの事業に

与える影響などを含めまして、さらに調査検討

をしてまいりたいと考えております。 

  次に、放課後児童クラブの充実についてお答

えをいたします。 

  本市の放課後児童クラブの創設は、地域の篤

志家による放課後の児童見守りに端を発するも

のでありまして、その設置場所も民間の家屋を

利用しておりました。このような本市における

放課後児童クラブの設立経過から、放課後児童

クラブの設置場所や設置・運営主体につきまし

ては、現在に至るまで特定の施設や設置・運営

主体を限定せず、地域の特徴や実情に即して運

営上最適な施設や設置・運営主体による放課後

児童クラブの設置をお願いしております。 

  現在、本市には27カ所の学童保育所がござい

まして、そのうち３カ所を社会福祉協議会が児

童センターで運営し、そのほか24カ所が保護者

会、父母会、運営委員会、ＮＰＯ法人などによ

り、クラブ自体の施設、民間の借り上げ施設、

地域のコミュニティセンター、学校をそれぞれ

利用して実施しております。これら27カ所の放

課後児童クラブは、それぞれの地域の実情に即

し、学校や地域の各種団体、保護者などと良好

で緊密な連携のもとに充実した特色ある運営を

行っていただいているものと認識しております。 

  一方、児童福祉法におきましては、放課後児

童健全育成事業は、市町村のみならず、社会福

祉法人やその他の適切な者が行うことができる

としております。また、市町村の責務としては、

放課後児童健全育成事業が着実に実施されるよ

う必要な措置を実施すること、またその利用促

進について努力義務が規定されておるものであ

ります。 

  したがいまして、本市における放課後児童健

全育成事業が良好に実施されていること、法に

おいて放課後児童健全育成事業は社会福祉法人

やその他の適切な者が実施することができるこ

となどから、本市における放課後児童健全育成

事業の実施は、これまでの方式を踏襲したいと

考えております。 

  また、学校やコミセンの利用につきましては、

校舎のみならず学校敷地を含む学校施設につい

て、教育施設としての学校固有の目的がありま

すので、この目的に支障のない場合に限り、学

校施設の利用が可能なものであると判断してお

ります。さらには、仮に学校施設の利用が可能

な場合でありましても、一つの学区に複数の放
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課後児童クラブが設置されている場合におきま

しては、各クラブ間の調整も必要となってまい

ります。このことは、学校のみならず、コミュ

ニティセンターなどの公共施設、公的施設にも

共通するものと考えております。 

  したがいまして、その施設固有の目的達成に

支障を及ぼさない範囲でという判断基準に基づ

きまして、目的外使用として放課後児童クラブ

の設置が可能であるかどうかを検討しなければ

ならないことから、個々具体的な事案が生じま

したら、その事案ごとに関係する機関と十分な

協議、検討を行い、学校施設などにおける放課

後児童クラブの設置を前向きに進めていきたい

と考えております。 

  次に、地域における子育て支援についてお答

えいたします。 

  最近の若者世代におきましては、情報がいつ

でもどこでも手に入れることができることから、

携帯サイトの利用が進んでおり、この傾向は子

育て世代の人々においても同様であると思われ

ます。このような需要に対応するため、平成22

年３月に策定されました「米沢市次世代育成支

援後期行動計画」に、「今後の施策」の一つと

して掲載されております「子育てハンドブック

の発行・子育てホームページ等の充実」これに

関する事業として、平成22年度に携帯サイトの

「モバイルよねざわ」で子育て支援に関する情

報を公開したところであります。 

  現在、利用者からの御質問や御意見は、メー

ルによっていただいておりまして、この回答は

同じくメールでさせていただいておりますが、

利用者同士の情報交換が可能な掲示板的な機能

は備えておりません。 

  このサイトへの掲示板的な機能の追加につき

ましては、本市のホームページ全体の運用に関

係しますので、今後の検討事項とさせていただ

きたいと思います。 

  なお、公開されております情報の更新と内容

の充実につきましては、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私からは、齋藤千惠子議員の

おしょうしなハーフマラソンにかかわってお答

えをしたいと思います。 

  私からは、今後のおしょうしなハーフマラソ

ンの展望についてお答えをいたします。 

  本大会は、安全対策を考慮した結果、最上川

上流河川敷及び県南自転車道を走るコースにな

っております。参加された皆様には、安心して

最上川の雄大な景色、米沢の自然を堪能してい

ただけますが、要望として市街地を走りたいと

の御意見も頂戴をしております。 

  近年、健康志向の高まりにより、市民ランナ

ーが増加し、全国各地でマラソン大会が開催さ

れておりますが、市街地コースを選定している

大会が多数ございます。このマラソン激戦時代

に参加者数を伸ばし、市民マラソンとして充実

させるためには、本大会のコースにつきまして

も市街地コースを選定し、実施していきたいと

考えております。 

  今現在のコースは、平成27年９月末までの公

認期限でございますので、今年度大会終了後に

米沢市陸上競技協会を中心にコース選定を行い、

実施に向けて警察を初め関係団体と協議を行っ

てまいります。市街地コースでは、今まで以上

に競技役員等の御協力が必要不可欠になります

ので、市民ボランティアの募集などにつきまし

ても、あわせて検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  また、サービスの充実といたしまして、大会

宿泊プラン及び物販の充実など、マラソン以外

でも楽しんでいただけるよう、今以上に関係者

との連携を密にし、市を挙げて開催してまいり

たいと考えております。 
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  私からは以上です。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、おしょうし

なハーフマラソンについて、現状と経済的効果

等についてお答えさせていただきます。 

  おしょうしなハーフマラソンのコース等につ

きましては、ただいま教育長が申し上げたとお

りでございまして、種目につきましては、２キ

ロの部が小学生中心、３キロの部が中学生中心、

さらには５キロ・10キロ・ハーフマラソンにつ

きましては高校生から一般の方々が対象という

ことで、男女別・年齢別にして合計31種目の種

目分類になります。参加人数につきましては、

昨年度は1,056名の参加者を得て開催させていた

だきました。内訳といたしましては、市内参加

者が600名、県内参加者が300名、県外参加者が、

北は秋田県から南は神奈川県まで複数県から156

名の参加をいただいているところでございます。 

  市民マラソンの経済的効果につきましては、

本大会は、大会参加者のみならず、応援にお越

しくださった御家族の皆様を初め、地域の皆様

にも楽しんでいただけるよう、市内各商店の皆

様方の御協力により、これまでも物品販売等を

行ってまいりました。さらに、今年度は地元農

産物の販売が実施できるよう、現在調整してい

るところでございます。 

  また、参加者へは、秋の風物詩の芋煮の配布

を実施しているほか、入賞賞品には地元の牛肉

券や舘山リンゴ、はえぬきをプレゼントさせて

いただいております。市外から参加された皆様

には、本大会を通じて米沢の魅力に触れていた

だき、再び米沢にお越しいただくことにより、

市内の経済的効果につながるものと考えており

ます。 

  また、議員から御指摘ありました、参加者か

らのアンケートなどの実施などにより、より多

くの参加者の方々の御意見をお聞きし、よりよ

い大会になるよう各関係団体と調整を進め、協

議を進めまして、よりよい大会になるように努

めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） ありがとうござい

ました。 

  まず、最初におしょうしなハーフマラソンの

ほうでございますが、27年度までで今市街地な

どのほうの見直しも、公認コースとして設定を

するということで、大変よかったなと思ってお

ります。市街地も含めて景色の変化に富んだ公

認コースをぜひ設定していただきたく、よろし

くお願いしたいと思います。 

  それから、情報の発信や受信の強化について

ですが、私が申し上げたのは、もちろんホーム

ページ等々で大会概要等は載っておりますが、

例えばなんですが、宿泊プランなどは事務局へ

お問い合わせくださいというような、そういう

ことではなく、もっとＪＲとタイアップして、

もっと宿泊のお得なプランなどという具体的な、

そんなホームページにしていただきたいものだ

なと思います。また、大会に参加した方の感想

などは、芋煮がおいしかったとか、残り３キロ

の道が泥道で大変だったとか、あとＴシャツも

いただいたとか、よかったとか、改善点とか、

いろいろな感想が載っておりましたが、もう少

し積極的な、消費額を増す手だてということも

もっと必要なのではないかと思います。米沢っ

ていいところだ、もう１回別に観光で訪れてみ

たいものだなというリピート率を引き上げる努

力、それももっと積極的に行うべきだと思いま

すし、私が最後に申し上げました、ランナーズ

というそのランニングのスポーツのマガジンな

んですが、それは走る方はほとんど見ていらっ

しゃる雑誌なのですが、そこに全国のランニン

グ大会ガイドという別冊が８月号についてきた
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んですが、残念ながら米沢のおしょうしなハー

フマラソンは載っていないのです。白鷹からず

っと載っておりました。御存じの山形、福島の

ずっと大会は載っておりましたが、どういうわ

けかそれが載っておりませんでした。そこに載

るような、そういった米沢にとっても経済効果

のあるマラソン大会にぜひしていただきたいも

のだなと思って、きょう提案させていただいた

のです。招待選手も、いろいろなコネ等で毎年

いろいろな方をお呼びしているようですが、そ

の辺の選択も大変大事な点ではないかと思って

御提案を申し上げたところでございます。 

  それから、次の総合的な子育て支援について

ですが、待機児童は先ほど市長さんがおっしゃ

った、９月１日現在49人というのは、現在です

が、３月の時点でたしか72人だったと思います。

その後、弾力的な受け入れを各園にしていただ

いて、その結果49人という数になったのではな

いかなと思いますが、たくさんの対策はあると

思いますが、そのほか幼稚園の預かり保育とい

うことも現在行ってありますよね。幼稚園は管

轄外ということで、今お話の中には出なかった

と思いますが、幼稚園も延長保育をして、７時

くらいまで預かっているというようなことなど

もございます。また、全国的には保育ママとい

う制度、保育士さんの資格を持っていながら御

家庭にいらっしゃる方が、御自宅で子供さんを

見ているなどという保育ママ、また施設を借り

て数人の保育ママさんが見てくださるという、

そういうような保育ママさんというところも随

分出てきているようです。これには保育園との

連携による安定した保育というんでしょうか、

それを行えるようなサポートが必要とはなりま

すが、そういった保育ママ制度というのも出て

きているようでございます。 

  あと、学童保育所の充実についてですが、先

ほど、行政としては努力義務というところでの

お話だったわけですが、現在27の施設の中では、

大変手狭で困っていらっしゃるという、そうい

う施設もあることも現実ですので、出てきたら

ではなく、ぜひそういうお話も聞いて、もう少

し良好な環境で放課後児童クラブが運営できる

ような、そんな手だても必要なのではないかと

思ってお話しさせていただきました。 

  また、保育園を子供のセーフティーネットに

機能させる必要が増大している現在ですので、

例えば産休や育児休暇中でも入所予約が可能だ

とか、求職活動中の親御さんでも入所可能だな

どということは考えられますでしょうか。この

２点、産休や育児休暇中でも入所予約が可能か、

また求職活動中でも入所可能か、この２点につ

いてどのようにお考えでしょうか、お聞かせく

ださい。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 まず、予約が可能かと

いうことなんですけれども、私どもとしても、

当初次世代育成計画を立ち上げたときには、こ

の予約制度をしようということで計画として立

ち上げました。ですけれども、その後、ただい

まお話し申し上げましたように、待機児童がふ

えているというふうな状況で、まずこの待機児

童の方を何とかしなければならない。結局、予

約をおとりしまして、それをお入れするために

は、それなりのあきがなければできないわけで

して、今現在その待機の方がたくさんいらっし

ゃるということなものですから、ちょっと今の

現況で、この予約のところの制度まではなかな

か現実的に踏み込めないというところでござい

ます。 

  あと、休暇中の方でもどうかということなん

ですけれども、これはちょっとそれぞれの方々

の、お母さん方の事情にもよりますので、具体

的にはちょっとこども課のほう、担当のほうで

個別にお話をお聞きしないと御返事申し上げら

れないところです。 

  以上です。 
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○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） 放課後の児童クラ

ブの充実についてですが、そこで働く指導員の

お力によるところが大きいことも事実です。指

導員の方々がさらなる自覚を高めて、誇りを持

って働けるように、米沢市として指導者認定制

度のような制度を求めたいと思いますが、この

点についてはいかがでしょうか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 放課後児童クラブの保

育の質、これに関しましては、ただいま議員お

述べのとおり、その質の向上というのは、保育

士の保育に携わっていただく指導員の方の資質

によるということは、これはもう本当に疑いの

ないことでございます。したがいまして、放課

後児童クラブのさらなる質の向上ということで、

それにかかわっていただいております指導員の

方の意欲を高める必要があると、私どものほう

でも認識してございます。これにつきましては、

去る９月の３日なんですけれども、米沢市学童

保育連絡協議会のほうから市長への要望という

こともございまして、やはり私どもと同じよう

な考えで、そういったことの認定をしていただ

けないかというふうなお話もございました。ま

た一方で、これは認可保育所のほうなんですけ

れども、10年勤務の方に対しましては、勤続の

顕彰するということで、市長のほうから感謝状

も研修会の場で贈呈しているような状況でござ

います。したがいまして、こういったところを

考えまして、現在こども課とガイドラインの適

切な運用を推進する委員会というのもございま

して、そちらのほうでその具体的な方法、内容

等について詰めながら、実際に実現させる方向

で、こちらについては考えたいなというふうに

思います。 

  以上です。 

○佐藤 議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） 最後になりますが、

次世代を育てる大変な問題でございます。どう

ぞ県内のほかの市町村の足並みなどということ

ばかり懸念するのではなくて、米沢市独自の議

論や検討を早急に重ねていただきたいことを要

望いたしまして、質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○佐藤 議長 以上で14番齋藤千惠子議員の一

般質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時５７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時０６分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  この際お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することに

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 御異議なしと認めます。よって、

本日の会議を日程終了まで時間を延長すること

に決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、本市農業の持続的発展のために、15番

島軒純一議員。 

  〔１５番島軒純一議員登壇〕（拍手） 

○１５番（島軒純一議員） 一新会の島軒です。 

  一般質問も初日ではありますけれども、６人

目となりましたので、皆さん少々お疲れの点も

あると思いますが、本市農業の重要性について

質問を通して明らかにしていきますので、どう

ぞおつき合いをいただきたいと思います。 

  さて、ことしは残暑が厳しくて、８月の降水

量は、何と調べてみましたところ32ミリ、平年

と比べると、30年間ぐらいの平年ですが148ミリ
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あるので、21％ぐらいなんですね。ですから、

県内で言われている中でも多分非常に少ないん

だろうなというふうな中であります。気温も平

均気温、つまり最高と最低の平均というふうに

思ってもらっていいんですが、それで1.5度高い。

それから、最高気温が特に高くて、約2.8度、３

度ぐらい高いと、こういう状況の中で、確かに

人間もばてておりますけれども、農作物や家畜

にとっても大変厳しい条件のもとであります。

農家の方たちは、米沢の農畜産物が消費者の方

に喜んでいただけるように、そんな条件の中で

懸命な努力を重ねられております。大いなる敬

意を表したいと思います。 

  そのような思いも込めながら、今回の質問は

「本市農業の持続的な発展について」でありま

す。本市農業は、その豊かな自然のもと稲作を

中心とし、「米沢牛」に代表される畜産や果樹、

野菜の生産なども行ってきました。また、農業

や農村は食料生産だけではない「多面的機能」

があり、国土の保全、水源の涵養、自然環境の

保全、良好な景観の形成、文化の伝承など重要

な役割を果たしています。その意味で、本市農

業の持続的発展は、単に産業振興の必要性ばか

りではなく、市民の心に潤いをもたらし、食文

化や景観形成、観光資源の重要なアイテムとし

て大いに貢献していると言えます。 

  しかし、農業を取り巻く環境は年々厳しさを

増しており、本市農業の中心作物である稲作は、

米価の下落に歯どめがかからない状況にありま

す。また、米沢の観光や知名度の維持向上の旗

頭的存在である「米沢牛」を初めとする畜産に

ついても、現状でも厳しい経営環境である上に、

アメリカなどの干ばつ被害による餌代の高騰や、

ＴＰＰ参加の可能性による外国産牛肉の攻勢が

予測されております。 

  昨日も、今までＢＳＥの危険から国民を守る

ことを目的に続けてきたアメリカ産牛肉の月齢

制限も、リスクはゼロではないと認めた上で20

カ月齢以下から30カ月齢へと基準を緩和してし

まいました。これは一般的には、年齢が上がる

とＢＳＥのリスクは高まるとされているわけで

ありますが、これはアメリカがずっと望んでい

たことであります。ＴＰＰ参加の前提ともアメ

リカは言っている条件でありました。国民の命

を守るべきであるのに、ＴＰＰ参加の手土産が

わりに決めたことは、国民の命を守れない現政

権の危うさを露呈しているとも言えます。また、

自然環境も地球温暖化の影響からか、ゲリラ豪

雨や異常高温など異常気象に見舞われる頻度が

高くなったように感じられます。このような生

産環境の変化に対して、決して負けない米沢の

農業を築いていかなければなりません。 

  そこで、本市農業振興において必要と思われ

る次の項目について、現状と課題の認識と今後

の振興策についてお尋ねをいたします。 

  初めに、担い手であります。特に米沢は稲作

を中心とした農業地帯であり、米価の下落や消

費低減などによる減反政策など、米沢の農業に

とって厳しい状況が続いています。先の見えな

い状況の中、後継者はほかの産業に仕事を求め、

生産を担う方々の高齢化が進んでいます。次代

を担う農業者の育成が急務であることは、誰の

目にも明らかです。しっかりと状況を認識し、

先を見据えた後継農業者の育成に取り組むこと

は、農業存続のための基本中の基本であります。 

  ２つ目は、米沢の農畜産物についてでありま

す。稲作を中心としながらも、米沢牛を中心と

した畜産業や米プラスアルファとして推進して

きた野菜・果樹など米沢は豊富な農産物の産地

であります。しかし、稲作プラス他産業就業、

つまり兼業化の方向に向かってしまったと言え

ます。 

  ３つ目は、農業にかかわる方々の収入の現状

であります。よく「他産業並みの収入を目指

す」などと曖昧な目標設定が語られてきました

が、どのような状況なのか、また今後農業で生
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活できる収入額についてどのように認識されて

いるか、お答えをお願いをいたします。 

  次に、農産物販売の方法についてであります。

近年いろいろな販売ツールが開拓され、直接販

売なども行われておりますが、その現状と方向

性についてお答えください。また、農業の６次

産業化が言われており県や国の事業も組まれて

おりますが、その現状と今後についてお答えく

ださい。 

  次に、農業のすばらしさをいかに伝え、地域

の活力につなげていくかでありますが、農家民

宿などで農業体験を通じて、将来米沢に住みた

いという人をふやすことも十分考えられます。

高畠町では、有機農業に力を入れ、積極的に農

業体験者を受け入れており、「まほろばの里農

学校」は既に20回を重ね、各大学とのタイアッ

プや、定年や早期退職による就農や移住希望者

を模索する方々との交流を図り、そこで知り合

った地元の農業青年と参加者が結婚をしたり、

農業をするために移住するという方々もおられ、

農業や地域理解のためばかりではない効果も見

られています。これらについて、本市の状況や

今後についてお答えください。 

  次に、農村環境の維持と保全であります。農

村環境の維持保全については、まさに協働のま

ちづくりがなされており、例えば市道ののり面

の草刈りなどは、直接市で管理するとすれば大

変な予算を必要とするところを担っていただい

ているのが現状だと思います。しかし、高齢化

や担い手不足により耕作放棄地などがふえてい

る現状であり、そのことは今後ますます進んで

いくことが考えられます。そこで、本市の農村

環境の維持と保全についての認識と、今後どの

ようにしていくべきと考えておられるかお答え

ください。 

  最後に、里山の現状と課題、そして今後の方

向づけであります。近年の過疎化や高齢化、そ

して自由化による林業崩壊の影響などから、山

とのかかわりが減ってきており、里山が壊れて

きているのが現状です。そのことにより、動物

がすむ山と人が住む集落と緩衝体の機能が失わ

れ、猿害や熊などの被害が多くなってきていま

す。このままの流れに任せていけば、さらなる

高齢化と過疎化を招き、集落の崩壊を招きかね

ません。想像してみてください。山合いの集落

から少しずつ木が生え、草ぼうぼうの状態にな

った米沢市を。また、山のほうから少しずつ荒

れた農地が中心部に向かってふえていったとき、

まち場のど真ん中でも熊が出るなどということ

が起きることも十分に考えられます。また、自

然豊かな里山の積極活用についても、市民と一

体となって進めていくことが今後は求められて

くるのだと思います。見解をお示しをいただき

たいと思います。 

  最後に、農業振興計画策定の必要性について

であります。国から示される補助事業や振興策

などは、米沢の振興策に合うものであれば取り

入れながらも、猫の目農政的な政策に惑わされ

ることなく、また資材の高騰や気候変動などの

いかなる生産環境の変化があっても負けること

なく、「どんなことがあっても米沢の農業は必

ず守り発展させる」という強い決意を示すこと

が何よりも大切なことであります。また、将来

のあるべき米沢市の農業の姿を農業者や市民に

示し、農業の多面的機能も含めて共通の認識に

立ちながら、米沢の農業を守り、地域振興の核

にしていく必要があると思います。農業政策は、

単に食料生産という意味合いを超えて市民生活

に直結するものなのであります。まさに「農は

国の基なり」であります。 

  しかし、今のままでは国の不安定な施策に踊

らされ、いつまでたっても何か問題が発生した

ことへの対症療法的な政策に終始し、先の見え

ない農政を繰り返してしまいます。また、支援

のための政策が一つ一つ単独であったり、場当

たり的であってはなりません。 
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  そこで、将来を見据え目標を明確に示した

「農業振興計画」の策定を提案いたします。こ

れを策定することで、安心して規模拡大や６次

産業化にも取り組め、後継者や新規就農者もふ

えてくるのではないかと思います。農業振興計

画策定の必要性の認識についてお伺いをいたし

ます。 

  以上で壇上からの質問といたします。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの島軒純一議員の御

質問にお答えをいたします。 

  私からは、農業振興計画の策定についてお答

えをします。その他につきましては部長よりお

答えをします。 

  農業を取り巻く環境は、農業者の高齢化や減

少、耕作放棄地の増加、長引くデフレ経済等に

よる農畜産物の価格低迷など、厳しい状況が続

いているとともに、食の安全・安心、地産地消

の推進など、新たな課題への対応が求められて

きております。また、国においては「食料・農

業・農村基本計画」を受け、昨年12月に「食と

農林漁業の再生のための基本方針」を示すなど、

国の農業政策も大きな転換期を迎えています。 

  このような局面に的確に対応し、今後の農業

振興の目標や基本方針を明確にし、その実現に

向けて取り組む方策を示すことが大事であり、

米沢市における農業振興計画の策定が必要であ

ると考えています。 

  現在は、法律で策定が定められている「米沢

農業振興地域整備計画」や「米沢市酪農・肉用

牛生産近代化計画」、そして収益性の高い園芸

作物を振興するための「米沢市園芸振興計画」

に基づき、各作目ごとに支援施策の推進に努め

てまいりましたが、担い手の確保・育成や、収

益を確保するための複合経営の推進、さらに６

次産業化やグリーンツーリズムに至るまで、関

連する農業施策を全て網羅した、本市独自のわ

かりやすい農業振興計画を策定する必要がある

と認識しております。 

  今後、ＪＡ山形おきたまの振興計画や、山形

県の計画とも整合性を図り、現在策定中の

「人・農地プラン」との関連性を深めながら、

本市独自の支援施策を明確に位置づけ、堅実で

魅力あふれる農業経営が数多く実践されるよう、

農業振興計画を策定していく方向で考えており

ます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、本市農業の現状

と課題、そして今後の振興策について、順を追

ってお答えをさせていただきます。 

  初めに、担い手についてお答えいたします。 

  世界農林業センサスによりますと、本市の農

家総数は、平成12年から平成22年までの10年間

で約２割減少し、農家総数から自給的農家を除

いた販売農家にあっては、この10年間で約３割

が減少し、平成22年では1,201戸となっておりま

す。 

  また、販売農家の農業就業人口の平均年齢は

65.2歳と高齢化が進んでいる状況です。 

  本市でも稲作を中心に規模拡大が進み、この

10年で10ヘクタール以上の経営体が約2.5倍にふ

えておりますが、農業従事者の高齢化や米価の

低迷などにより、今後さらなる規模拡大は容易

ではなく、土地利用型農業を中心に担い手の不

足による耕作放棄地の拡大などが懸念されます。 

  一方、経営規模拡大または新しい取り組みに

積極的な経営体で、本市の経営改善計画の認定

を受けております、いわゆる認定農業者につき

ましては、９月１日現在248名おられ、うち女性

が２名、法人が18であります。平均年齢は49.4

歳と比較的若い層が認定を受けている状況であ

ります。 

  経営の中心は稲作でありますが、近年は畜産
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や園芸作物を主体とする経営の認定もふえてき

ております。 

  現在、各地区の人・農地プランを作成中であ

り、この認定農業者や新規就農者、親元就農者

を地区の担い手として位置づけ、地域内での話

し合いを基にした農地集積の円滑化を図り、ま

た補助メニューの積極的な活用や収益の上がる

作物の導入により、魅力ある経営の実践につな

げ、さらなる担い手の確保を図っていきたいと

考えております。 

  次に、稲作、畜産、その他の振興作物につい

てお答えいたします。 

  初めに、稲作についてでありますが、本市は

山々に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、全国

でも屈指の米の産地として知られており、農地

面積の約９割を水田が占め、農業産出額も米が

約46％で第１位となっており、米への依存度が

非常に高い構造となっております。 

  しかし、食の外部化等により、主食用米の需

要と価格が年々減り続ける中で、農業従事者は

高齢化と兼業化により減少の一途をたどり、農

地も年々減り続け、耕作放棄地が増加しており

ます。 

  また、米価の下落や資材価格等の高騰で、稲

作農家の所得は大幅に減少し、再生産価格の維

持も困難な状況にありましたが、平成22年度か

ら農業者戸別所得補償制度がモデル対策として

始まり、平成23年度から本格実施されたことに

より、生産費と販売価格の差額に相当する赤字

分の所得が保障されることで、水田農業を継続

していく上での下支えとなっております。 

  また、消費者の「つや姫」のようなブランド

志向から低価格志向まで、多様なニーズに対応

した米の生産体制の確立を進めるため、米の

集・出荷団体などとの連携のもと、安全・安心

で市場ニーズに合った米づくりを進めるととも

に、規模拡大や直播栽培の導入、生産資材・流

通コストの低減などの経営の低コスト化を図り、

農家所得の増大を目指していきたいと考えてお

ります。 

  次に、畜産についてでありますが、本市にお

ける米沢牛を初めとする畜産物の生産は、稲作

に次ぐ農業産出額となっており、本市の農業生

産の中核を担うとともに水稲、果樹、野菜等の

作物との複合経営が飼養農家の大半を占めてお

り、農業経営の安定や循環型農業の推進に大き

く寄与しております。 

  一方、担い手の高齢化や後継者不足による家

畜飼養戸数の減少、規模拡大に伴う環境問題の

発生、飼料・資材価格の高騰、口蹄疫を初めと

する防疫体制の整備など、畜産を取り巻く環境

は大きく変化しております。 

  このため、県など関係機関・団体と連携した

畜産の担い手の育成や支援体制の強化を図り、

自給飼料基盤に立脚した畜産経営、環境に配慮

した畜産経営を目指し、規模拡大への積極的な

補助事業の活用などを一層進め、生産振興と産

地間競争にも耐え得る畜産主要地としての競争

力の強化を図ってまいります。 

  中でも「米沢牛」については、本市を代表す

る全国に通ずる名産品であり、重要な観光資源

でもあることから、生産面でのさらなる品質の

向上や増頭を図ることはもちろん、牛肉まつり

などのイベントの充実や米沢牛銘柄推進協議会

とタイアップした消費流通宣伝活動などを積極

的に展開し、さらなるトップブランドとしての

名声の確立に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、その他の振興作物についてであります

が、本市では稲作、畜産を主体としながらも、

収益性の高い野菜、果樹、花卉などの園芸作物

の少量多品目生産を推進しておりますが、他の

作物同様、担い手不足や高齢化、価格の低迷、

国産・海外産との産地間競争の激化、原油・資

材価格の高騰などの厳しい状況にあり、重点作

物として振興してきたエダマメ、アスパラ、菊、
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啓翁桜、サクランボ、ブドウなどの生産は伸び

ているものの、全体的には現状維持または減少

傾向にあります。 

  しかしながら、水稲が基幹作物である本市で

ありますが、水稲単作だけでの所得確保は大変

難しいため、以前から労働力の分散が可能な園

芸作物の栽培を推奨してきており、地産地消に

対する消費者の関心が高まっていることや、直

売所などの多様な販売ルートも整備されてきて

いることから、園芸作物の振興については、将

来に向けて特に力を入れていく部門であると考

えております。 

  具体的には、意欲ある農業者の育成を進める

ため、県とも連携しながら、技術や経営などに

関する手厚い支援を行うとともに、高付加価値

化や消費ニーズに対応した園芸作物を生産し、

契約取引や直売、他産業との連携による６次産

業化を推進し、生産量の拡大と安定した所得の

確保に努めていきたいと考えております。 

  また、生産数量は少ないものの、その地域で

古くから生産され、独自の食文化として現在に

継承されている「雪菜」「豆もやし」「うこ

ぎ」などの伝統野菜についても、その特色を生

かした新たなレシピの開発や、観光や飲食業関

係者との連携などにより、付加価値を高め、次

世代に継承していく取り組みを行っていきたい

と考えております。 

  次に、収入についてお答えいたします。 

  本市の経営類型で最も多い「稲作経営」の所

得の状況を見てみますと、市町村ごとの推計値

がないため、平成21年度の山形県の平均値であ

りますが、農外収入も含む農家総所得は236万

5,000円であり、農業所得はそのうちの約16％に

とどまっております。 

  稲作経営の場合、規模拡大が進むにつれて農

業所得は高まる傾向にあり、最も所得の高い10

ヘクタール以上の規模では、農家総所得が563万

3,000円で、そのうち農業による所得は約92％の

517万円となっております。 

  本市の農業産出額の約46％は「米」によるも

のであり、米価の低迷が農業所得の低下につな

がっていると思われますので、稲作に対する依

存度を見直し、収益性の高い作物をいかにして

導入していただくかが課題であると考えており

ます。 

  本市では、認定農業者の方々に農業経営改善

計画を作成していただく際に、年間180日以上農

業に従事する主たる農業従事者１人当たりの農

業所得の目標を、おおむね400万円として計画を

立てていただいております。 

  その計画を達成していただけるよう、稲作経

営の規模拡大を進める一方で、収益性の高い園

芸作物の導入や農産加工品の開発などに対し、

今後とも継続して支援をしてまいりたいと考え

ております。 

  次に、販売と農産加工（６次産業）について

お答えいたします。 

  初めに、米の販売につきましては、ブランド

志向から低価格志向まで多様な消費者ニーズが

あるものの、消費者の多くは価格で米を選んで

いる実情にありまして、長引く米価の低迷によ

り収益性が低いことから、自家精米や加工など

により付加価値をつけての販売などが、徐々に

ではありますがふえつつあります。 

  野菜など、その他の作物についても、市内に

３店舗あるＪＡ愛菜館や市内スーパーでのイン

ショップ方式による販売、また庭先での直売、

多様な販売方式により、生産から販売までを手

がける農家がふえてきております。 

  また、国や県・市の事業を導入し、施設・設

備の整備導入を図る経営体もあり、ことしの６

月30日に農産物や加工品を取り扱う「新田ファ

ーマーズマーケット」がオープンいたしました。 

  事業主体は、農事組合法人新田営農組合であ

り、農業者が主体となって生産から加工、販売

まで行う、いわゆる６次産業化に取り組むもの
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で、本市においても有数の先進事例となってお

り、今後ともやる気のある農業者の方々へは積

極的に支援をしていきたいと考えております。 

  次に、農家民宿等グリーンツーリズムについ

てお答えいたします。 

  本市のグリーンツーリズムの実践例といたし

ましては、農家レストラン、直売所、朝市・夕

市などの部門に分類されております。 

  その中でも、農家民泊につきましては、都市

と地方との交流により地域の活性化が期待でき

るものでありますが、本市においてはなかなか

取り組みが進まない状況でありました。 

  そのようなことから、候補地として平成21年

度から関地区の方々と検討会や研修会への参加

をともに重ね、研究してまいりました。 

  その結果、地区としてまずは比較的取り組み

やすい「学校教育に係る農村民泊・農業体験受

入」いわゆる「教育旅行」でありますが、そう

いった方向で進めることになり、平成25年春か

ら「中学生」の受け入れについて具体的に検討

が進んでいるところであります。 

  今後は、地域との連携をさらに深め、教育旅

行の定期的な受け入れ体制を整備し、農村集落

の魅力の発信と地域の活性化を図るため、その

実現に向け引き続き努力をしてまいりたいと思

います。 

  次に、農村環境の維持と保全についてお答え

いたします。 

  農村環境の現状は、中山間地域の一部に耕作

放棄地による荒廃した農地が見受けられます。

この要因の一つは、農業従事者の高齢化や後継

者不足と猿害等により、農作物の生産意欲を減

退させたことで、耕作が放棄されたものと考え

られます。 

  農業は、経済活動のみならず、洪水を防ぐ防

災機能や地下水涵養機能など多面的に大きな役

割を担っていただいております。また、豊かな

農村は四季折々の季節感を伝え、作物が育つ農

地の姿や農作業の風景は、人々の心を和ませ、

地域らしさを感じさせる景観資源でもあります。 

  このような大事な農村環境を維持し保全する

ためには、それぞれの地域で農地が有効かつ適

正に管理され、営農活動が継続されていく必要

があります。 

  そのため、現在も行っている農業経営の改善

や生産拡大を支援する各種補助事業の継続的な

実施や、農業者戸別所得補償制度を有効に活用

した田や畑への作付誘導を行うとともに、現在

耕作が放棄されている農地のうち利用可能な農

地については、国や県の事業を活用し、再生・

利用を図ってまいります。 

  また、今年度には18地区が農地・水・保全管

理支払交付金事業を実施し、地域内の農村環境

の維持と保全に努めていただいておりますが、

今後もこれらの制度を有効に活用し、地域の

方々とともに地域ぐるみの共同活動を積極的に

支援してまいりたいと考えております。 

  次に、里山の活用についてでありますが、里

山は以前はまきや炭など、燃料の確保のために

なくてはならない重要な役割を果たしておりま

したが、高度経済成長の中で化石燃料へと変わ

り、また長期にわたる林業の不振や農業生産に

は条件が不利であることや、農作物価格の低迷、

積雪など自然環境の厳しさから来る過疎化や住

民の高齢化などにより、本市に限らず全国的に

里山の荒廃が問題視されております。 

  里山の管理が行き届かなくなることで、鳥獣

被害が拡大し、それに伴い耕作放棄地がふえる

など、山林や農地の持つ多面的機能の衰退が心

配されます。 

  そのような対策として、中山間地域での農業

生産活動の継続や、水路・農道等の維持管理の

支援を行う「中山間地域等直接支払推進事業」

を平成12年度から継続して実施しており、現在

８つの集落で地域の共同活動が取り組まれてお

ります。 
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  今後も実施する集落の拡大や、より効果が発

揮できるよう側面的な支援を行ってまいりたい

と考えております。そして、長年の懸案である

猿被害の防止対策についても、地域の方々との

連携を密にして前向きに取り組みを進めてまい

ります。 

  里山の保全・整備を図るため、現在本市では

山形県みどり環境税を財源とした「みどり環境

交付金事業」により、子供たちを対象とした森

林体験学習や、地元材を利用しての木工クラフ

トなどを通し、子供のうちから里山の大切さを

理解してもらう取り組みや、一般の方を対象と

した「森林めぐり」などのソフト事業も行って

おります。 

  このような活動も継続しながら、広く市民の

皆さんにも里山の大切さを理解していただける

ように努めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） 大変ありがとうござ

いました。冒頭最初の答弁で、市長から結論的

な大変前向きな御答弁をいただきましたので、

非常に目的を達成してしまった感がありまして、

ただ、もう少しこの件につきましてお話をお聞

きしたり、答弁を求めたいと思いますから、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

  まず、大事な前提になると思うんですが、こ

れから農政の中で、ＴＰＰに対してどのような、

加盟した場合どのようなことを予測されている

のか。大体今まで対農業、農業にとって問題な

んだというようなところから、実はそうではな

くて、保険とか労働とか医療とかいろいろな面

で国民生活に、要するに無条件の競争を求めて

くると。その競争を守ろうとすると、今度はＩ

ＳＤ条項ですか、要するに不当な保護政策をと

っているからやめなさいと、それで諸外国の例

を大体見てみると、負けるんですね、これ訴え

られると。ですから、農業問題というふうに捉

えてはいけないんだなということ、多分皆さん

認識されていると思うんです。大切な問題であ

りますし、ただ大きな話で労働とか保険とか医

療というふうになりますと、ただ行政自体、米

沢でどこまで準備ができるのかということがあ

ると思うんです。ただ、農業については、予測

を立てながら準備をしていくということはでき

ると思うんです。これはやっぱりその独自の農

業政策をいかにとれるかということだと思うん

です。やはり農業、米沢牛にしましても、例え

ばこれ経済の中で勝手にやってくださいと、経

済活動でしょうと、そういったときに、もし経

営的にもうやれないわと皆さんが言って、米沢

の畜産経営者、要するに米沢牛の生産者が皆さ

んやめたといったときに、やはり米沢は困るの

ではないですか。観光といい、いろいろなもの

の旗頭です。全国の人にやはり米沢どこですか

といったときに、米沢牛の産地です、あの米沢

ね、ぐらいの流れですよね。やっぱり米沢牛が

あるからこそというところがあると思うんです、

基本に。この辺については、前原現政調会長で

すか、民主党の、彼が最初言ったんです。ＧＤ

Ｐで５％しか占めない、５％の産業である農業

に、95％のほかの生産する方がなぜ気を遣わな

ければいけない、という発言をしたんです。こ

れも非常に今となってはばからしい、腹立たし

い話だなというふうに思っているんです。どこ

まで答弁求めるかですが、要するにＴＰＰに加

盟したときに、今回農業に絞っておりますから、

農業についてどのような影響があって、どのよ

うな準備ができるんですか。お願いします。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 ＴＰＰにつきましては、原

則としては即時全品目関税撤廃というふうなこ

とになるわけですので、特に米沢のような稲作

に依存している地域にとっては、非常に大きな

ダメージがあるというふうに思います。食料自

給率の低下ですとか、農地の荒廃、あるいは先
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ほど来議員がお述べになっておりますように、

多方面の機能、そういったことについても非常

に守れるかどうか懸念されるところであります。

先ほど来、食育の問題もなっておりますが、

我々が何げなく食べている食べ物、それを安定

供給しているのが農業であるというふうに私は

思っておりますし、その食育の問題にしても、

我々消費者、認識がまだまだ低いんだろうなと

いうふうなこともありますし、農業そのものに

つきましてもＰＲがまだまだなされていないと

いうふうに思っております。 

  ＴＰＰにつきましては、市内の大規模な企業

20社について、一度アンケートをとったことが

ございまして、その時点では、関心はあるがど

うなるかわからないという答えが大半でござい

ました。ただ、懸念されるのはやはり農業だと、

農業について日本として明確な解決策を見出し

ていないというようなことで、心配だというふ

うな声もありまして、ＴＰＰが実施されるとな

れば、非常にそういったことが懸念されるのか

なというふうに思っております。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） おっしゃるとおりだ

と思うんです。新聞などでも書かれております

が、３兆4,000億円の農産物が下がっていくと、

それから食料自給率も14％ぐらいになるんじゃ

ないかと、現在40％ですよね。政府としては、

現政権としては50％にしたいと言っているわけ

です。このようなことからいっても、もう一つ

言えば、先ほどのＩＳＤ条項を深く読んでいく

と、深読みしますと、先ほどからあった地産地

消という目的で地元の農産物を学校給食で使い

ましょうと、これで外国のスーパーが入ってき

て、ＩＳＤ条項で何を言っているんだと、地産

地消なんて言っているのは違反だと、世界中の

農産物を食わせろと、もしＩＳＤ条項を使われ

て、だったらもしかすると地産地消なんか、あ

の理論なんか崩壊するんです、多分。これは予

測中の予測ですからあれですけれども、それも

予測の範囲内だというふうに私は考えているん

です。部長おっしゃるとおり、だんだんわかっ

てきて、基本である農業についてはやっぱり特

に守らなければいけないというふうになってき

ているんだなというふうに思います。ありがと

うございました。 

  それでは、担い手の考え方ですが、私は例え

ば大企業が入ってきて、地元の農家が企業化し

て法人化していくというプロセスではなくて、

大企業が入ってきて、例えば500町歩、600町歩

と、上郷とか南原地区等を大きく押さえてしま

うと、将来的にそういうふうな方向にいったと

きに、例えば経営がうまくなくなって撤退をす

るといったときに、そこに残るのは500町歩の農

地なんです。それを10年とか20年間企業が経営

することによって、その地域の農家はいなくな

っているわけです。農業生産者という方はいな

くなっているわけです。そのときに誰が再生す

るかというふうな、深読みし過ぎかもしれませ

んが、実は方向性としてはあり得る話なんです。

私は、やっぱりこういうふうなことを考えたと

きに、我々地方行政体は、その多面的機能の重

要性とかコミュニティーの維持、発展というこ

とをちゃんと考えた施策を組んでいくべきだと

いうふうに思うんです。だから、こういう何百

町歩もやれば、経費節減ができて安い農産物が

できるんだという発想は、中央の方が机上で考

えた話だと私は思っているんです。部長、その

辺はどうですか。担い手としての考え方です。

ちょっと私は今極論を申し上げましたが、どう

いうような人を担い手として位置づけてやって

いけばいいんでしょうかね、米沢は。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 議員御承知と思いますが、

国では高齢化等で農業をやめざるを得ない農業

者の農地を集積して、平地では20から30ヘクタ

ール、中山間地では10から20ヘクタールの規模
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の経営体が大部分を占める構造を目指すとして

おりますけれども、そうなりますと、本市の場

合、現在の10分の１程度の農家数でよくなると

いうふうな状況になります。現実的には、それ

では農地や水路の維持は困難でありまして、本

市の農業が成り立たなくなるというふうなこと

であります。本市の農業につきましては、先ほ

ど来お話しのとおり、認定農業者の皆さんを初

め、他産業に従事する方々に支えられて農家が

成り立っております。自給的農家であっても、

農地を大切に適切に維持管理されている方々な

ど、多様な担い手によって守られておりますの

で、そういった方々を大切に守っていくことが

非常に重要だなというふうに思っております。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） おっしゃるとおりだ

と思います。やはり、規模拡大をある程度進め

ていくと、これはやっぱり必要なことなんだろ

うと思います。ですから、国から来る、県から

来る必要な施策、こちらで考えて、これぐらい

は乗っていいだろうという施策については乗っ

ていくべきだと思っております。補助金とか振

興策のこともありますから。ただ、今部長がお

っしゃるとおり、やはり地域という名のコミュ

ニティーとか水源の涵養とか、そういう多面的

機能を考えたときには、ただ机上で考えた規模

拡大方向だけでは考えてはいけない。部長がそ

ういう認識でいてくださるということについて

は、いいなというふうに思います。 

  それから、説明でありました人・農地プラン

ですが、これは新規就農者という形で、現農業

者の指定だけではなくて、農業者以外の方の就

農も目指すといいますか、想定されているわけ

ですが、その農業者以外の方への周知について

はどういうふうにされているか、されていくん

でしょうか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 この人・農地プランにつき

ましては、新しい制度でありますことから、現

在農家の皆さんとお話し合いを進めて、作成を

進めているところであります。多面的機能の維

持などを担う農業、農村の現状や課題について、

広く市民の人にも御理解をいただく大変よい機

会だと思っておりますので、まだ周知不足では

ありますが、どのような方法がいいか今後検討

して、市民の皆様にもお知らせをしていきたい

というふうに考えております。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） そのように進めてい

ただきたいなと思います。 

  もう一つ、その周知という話なんですが、農

業者戸別所得補償制度、現在やっているわけで

す。これは、単なる価格補塡というふうに見ら

れがちなんですね。私も農家ですが、こういう

考え方では制度自体もたないですし、農家自体

そういうふうな意味合いでは全く違うというふ

うにみんな思っていると思うんです。言葉は悪

いんですが、別に恵んでもらう必要は、恵んで

もらうような格好はだめだぞと。私は、これに

ついては、やはり市民の方の理解を得るために、

多面的機能をきちんと果たしている産業である

ということをアピールしていく必要が、この市

の行政体としても必要なことなんだと、そうす

ることによって、先ほど前向きなコメントをい

ただきました農業振興計画などを打ち立てたと

きに、市民からそうだよなと、きちんとした産

業として地域を守ってくれている農業について

は、市民ぐるみで応援をするべきだというよう

なことが出てくるんだというふうに思います。

この辺はどうでしょうか。市民に産業としての

頑張っている部分をきちんと周知していくこと

が、積極的に必要なんですけれども、いかがで

すか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 勉強させていただきまして、

農業というものは廃れることのない成長産業で
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あるというふうに私は認識しております。先ほ

どの人・農地プランと同じでございますが、そ

ういったところの、今おっしゃられました多面

的機能を果たしているんだというふうなことを、

もっともっと市民の方々、国民の方々に理解し

てもらう必要があると私も思っておりますので、

先ほどの人・農地プランと一緒に、あわせてＰ

Ｒに努めなければならないなというふうに思っ

ております。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） 大変ありがとうござ

います。本当にそういう地道というか、そうい

うふだんの声がけ、ふだんの意識づけが、もち

ろん学校給食などを通じてもそうですし、そう

いう食料生産をされる立場、それから産業につ

いては御説明をいただきながら、守っていって

ほしいなというふうに思います。 

  それから、これは米沢牛の、先ほど旗頭的な

存在というふうに申し上げましたが、営農振興

計画もつくっていますし、そのときに考えても

らえばいいんですが、米沢牛をブランドとして

維持、それから松阪牛のように、例えば生産頭

数が多いわけですが、米沢牛としてネームバリ

ューを上げていくとか、というためには、米沢

の頭数というのはどういうふうに、どんな頭数

が必要なんでしょうか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 今米沢牛として置賜で上場

している頭数は2,700頭とお聞きしております。

目標としては3,000頭を目指しているということ

であります。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） 置賜全域、米沢牛で

売っているというふうに思いますが、やはり本

家本元米沢での出荷頭数が少なかったり、万が

一にも生産者が減っていく、やめていく、なく

なっていく、これでは絶対にいけないので、実

は米沢牛というのは万八物で、米沢ではもうや

っていないんですよと、やっているのはその周

辺の市町なんですよという形では絶対にだめな

ので、これは農業振興計画と別個に畜産振興計

画があってもいいぐらいと、含んでもらえばい

いんですが、それぐらいの勢いでやるべき産業

だろうというふうにも思います。 

  それから、答弁の中で、営農改善計画、認定

農業者に出していただくものについて、１人400

万円、夫婦でやっていたら800万円ということで、

そういう高い目標を設定させるわけです。約束

といいますか、５年間でやりますよとか。これ

についてはどんな、書かせるのはいいんですけ

れど、具体的にどんな御指導とか、途中で書き

かえのときなどに指導されているんでしょうか。

お願いします。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 本市の認定農業者のうち、

約６割は稲作を主体とした計画をお持ちであり

まして、その計画を達成するためには水田の規

模拡大が必要となってまいります。５年ごとに

更新していただくために、更新のときに達成状

況を確認させていただくわけですが、水田の計

画規模拡大が計画どおり達成できた方というの

はごく一部にとどまっているのが現状でござい

ます。先ほど来お話ししたとおり、米価の低迷

により収益性が低いというふうなこともありま

すし、相当の規模拡大を行っていかなければ収

益が上がらないという構造になっておりますの

で、私どもとしては収益性の高い作物の導入を

提案しているわけでございますけれども、さま

ざま研修会を呼びかけたり、研修会を開いたり、

先進地視察を行ったりというふうなことで、取

り組みを行っているところであります。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） もう一つ、６次産業

化について、先ほど上新田の組合のお話も例と

して出されましたけれども、実際にはやっぱり

経営体としての体力とか、非常に能力を問われ
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る分野だと思うんです。つまり、立ち上げて企

業化していくわけですよね。これについては、

非常に我々商売もしてきましたが、10個立ち上

げて９個潰れていくというのは大体現状なんで

す。一般的な話ですよ、その農業という意味で

はなくて。そういうふうであれば、農業は非常

に永続、継続性の分野からいけば厳しいわけで

すから、なるべく失敗をさせない努力が必要だ

と思うんです。この辺についてはいかがですか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 おっしゃるとおり、６次産

業化の取り組みにつきましては、初期投資が非

常にかかる、資金の手だてや関連する事業者と

の連携、専門的な知識もありまして、誰でもが

できるというふうなものではないというふうに

思っております。我々も農林担当のほうもさま

ざまに勉強を重ねながら、御相談をお受けして、

県段階にあります山形６次産業化サポートセン

ターにおつなぎしたり、あるいは商工会議所に

相談したり、セミナーへの参加を呼びかけたり

しながら、スキルアップを推進しているところ

であります。また、希望する経営体につきまし

ては、さまざま補助メニューや融資についても

アドバイスなどを行っておりまして、こういっ

たところで支援をしているところでございます。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） 今までいろいろ御答

弁いただきましたが、非常にやっぱり農業の多

面的機能を中心としながら、単なる食料生産で

はなくて、非常に大切な産業であるということ

を皆さんにも改めてわかっていただいたと思い

ます。農業振興計画でありますけれども、ただ

計画を立てるより具体性、より支援策を明確に

しながら、プロセスを示してあるべき姿を示し

ていくということが大切なので、非常に大変な

作業であったり、農協さんなど県との例えば調

整が大変だったりするんでしょうけれども、こ

れはいつごろまで頑張ってつくられますか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 本市独自の農業振興計画で

あっても、現在作成しております人・農地プラ

ンとのかかわりや、今後国の農政の方向性を確

認することも必要だと思いますので、来年度中

に策定準備を行って、平成26年度完成を目指し

ていきたいなというふうに思っております。 

○佐藤 議長 島軒純一議員。 

○１５番（島軒純一議員） これで終わりますけ

れども、大変最初から前向きな御答弁をいただ

きましたし、非常に農業者の方も今後自信を持

って取り組んでいけるのではないかなと思いま

すから、今後ともぜひ御支援をいただきますよ

うにお願いをして、質問を終わります。ありが

とうございました。 

○佐藤 議長 以上で15番島軒純一議員の一般

質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○佐藤 議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 午後 ４時００分 散  会 
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